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研究要旨： 
研究の目的：日本における障害者のピアサポート活動は「障害者の権利に関する条約」の批准や、障害福祉サ
ービスの改編の中で注目を集めている。活動が注目されている反面、ピアサポートの質の担保や労働環境の整
備については、各事業所に任されているというのが現状である。そこで、本研究はピアサポートを担う人材の
専門性の向上をめざし、養成制度及び研修プログラムを開発することを目的としている。 
 
研究方法・結果の概要：本研究は 3 年計画の初年度であり、研究を実施するにあたり、精神障害、身体障害、
知的障害、難病、高次脳障害の当事者及び専門職等に協力者としての参加を依頼し、研究班を構成した。国内
外のピアサポートに関する情報を収集し、各障害領域におけるピアサポートの歴史と現状を共有した。その上
で、実施しているピアサポートの養成制度やプログラムに関する検討を実施した。 
結果として、各障害領域で多様なピアサポートや養成研修が実践されている実態が明らかになった。そこで、

各障害領域に共通する要素を取り上げ、多様な障害当事者と専門職を対象とした基礎研修プログラムを構築し
た。専門研修に関しては、各障害領域でこれまで積み上げてきた研修を基本とすることを確認し、本研究にお
いては、精神障害ピアサポーターと雇用する福祉サービス事業所の職員を対象とした研修プログラムを構築し
た。研究プロセスにおいて既存の研修プログラムを受講したピアサポーターを対象とした調査を実施し、その
結果を踏まえて検討した。倫理的配慮としては、アンケート調査及び研修参加者への効果測定を行うことから、
早稲田大学人を対象とする研究に関する倫理審査を受審している。 
 
今後の課題：次年度以降の 研究では、構築した基礎研修と専門研修を実施した上で、その効果測定を行い、
研修プログラムに修正を加える。フォローアップ研修の構築を行い、最終年度に修正したプログラムを実施す
るとともに、フォローアップ研修の実施及び研修のファシリテーター研修プログラムを提案する予定である。
また、ピアサポーター養成が途についたばかりである高次脳機能障害領域に関しては、基礎研修への準備性を
高めるレディネス・プログラムの構築も実施する予定である。 
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Ａ．研究目的 
日本における障害者のピアサポート活動は「障害者

の権利に関する条約」の批准や、障害福祉サービスの改
編の中で注目を集めている。活動が注目されている反
面、ピアサポートの質の担保や労働環境の整備につい
ては、各事業所に任されているというのが現状である。
そこで、本研究はピアサポートを担う人材の専門性の
向上をめざし、養成制度及び研修プログラムを開発す
ることを目的としている。特に精神障害領域ではサー
ビス事業所での雇用も進んできているが、専門職で構
成された組織におけるピアサポートの位置付けや雇用
体制、人材育成等の具体的な課題が生じている。そこで、
本研究は、障害領域に共通する基礎研修案を作成する
ことを目的としている。そして、基礎研修の次に専門研
修を位置付けているが(図１参照)、すでに蓄積のある領
域もあり、本研究においては、精神障害領域に特化した

専門研修、フォローアップ研修、ファシリテーター養成
研修のプログラムを含めて作成することを計画してい

る。3年計画の研究の初年度である平成28年度に関して
は、基礎研修案と精神障害者を対象とした専門研修案
を作成することとした。 
 
Ｂ．研究方法 
本研究を実施するにあたり、精神障害、身体障害、知

的障害、難病、高次脳障害の当事者及び専門職等に協力
者としての参加を依頼し、研究班を構成した。各障害領
域におけるピアサポートの歴史と現状を共有し、実施
しているピアサポートの養成制度やプログラムに関す
る検討を実施した。精神障害領域における専門研修及
び職員を対象としたプログラム作成のために、一般社
団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機
構の過去の研修を受けた障害当事者を対象としたアン
ケート調査を実施した。 
（倫理面への配慮） 
アンケート調査及び研修参加者への効果測定を行う

ことから、早稲田大学人を対象とする研究に関する倫
理審査を受審している。 
 
Ｃ．研究結果 
(1)障害領域を横断する基礎研修プログラム案の構築 
各障害領域におけるピアサポートの歴史と現状を共

有し、実施しているピアサポートの養成制度やプログ
ラムに関する検討を実施した。 
精神障害者の当事者活動に関しては、医療機関や地

域を拠点とした患者会や当事者会に始まり、全国でさ

遠藤信一      社会福祉法人あむ 相談室ぽぽ  
大久保 薫 社会福祉法人あむ 南９条通サポートセンター 
門屋 充郎 NPO法人 十勝障がい者支援センター 
彼谷 哲志 NPO法人あすなろ あすなろ相談支援事業所 
金 在根     早稲田大学 人間科学学術院 
小阪 和誠 一般社団法人 ソラティオ 
後藤 時子 日本精神科病院協会 
栄 セツコ 桃山学院大学 
坂本智代枝 大正大学 
四ノ宮 美惠子 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 第一自立訓練部 生活訓練課  
白井 誠一朗 障害連（障害者の生活保障を要求する連絡会議） 
田中 洋平 社会福祉法人豊芯会地域生活支援センターこかげ 
種田 綾乃 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会復帰研究部 
土屋 和子 NPO法人市民サポートセンター日野 
東海林 崇 株式会社浜銀総合研究所 
中田 健士 株式会社MARS 
三宅 美智 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神保健計画研究部 
森 幸子     一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 
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まざまな活動が展開されるようになった。昨今病を体
験した経験を活かして働く人も増加している反面、そ
の質や労働条件等に格差が生じている。1930年代に端
を発したピアサポート活動であるが、1980年代以降、
アメリカ等では「認定ピアスペシャリスト」のような養
成システムの必要性が高まり、前述した機構が先駆的
に研修を主催してきた。日本においてもピアサポート
のあり方について活発に議論がなされており、精神障
害分野では、「リカバリー」概念の関心の高まりととも
に、障害当事者を中心に据えた医療保健福祉サービス
の仕組みづくりが進められている。ピアサポート養成
に取り組んできた一般社団法人ピアサポート専門員養
成機構が実施している養成研修は基礎研修、専門研修
とフォローアップ研修、更新研修で構成されており、福
祉サービス事業所等に雇用されている、あるいは雇用
されることをめざしている精神障害者を対象として実
施されている。 
身体障害者領域では、1950年代から当事者活動が始

まり、アメリカから発生した「自立生活（Independen
t Living）」が1980年代には日本でも広がりを見せた。
各地で自立生活センター（ＣＩＬ）の設立が進み、自立
生活支援者としての専門家であるピアサポート活動が
始まった。その一つの重要な機能としてピアカウンセ
リング講座が開催されている。 
 知的障害領域における当事者活動は、1960年代に

スウェーデンで親の会の活動の中で、当事者による会
議が持たれたことをきっかけに始まったと言われてい
る。その活動は、国際育成連盟の活動の中でひろがって
いったが、もう一つの流れに、ピープルファーストの活
動がある。1974年にカナダでピープルファーストのグ
ループができ、1991年に全国組織「カナダ・ピープル
ファースト」が設立された。その後、アメリカを始め、
諸外国にひろがっていった。 
日本における知的障害者の活動は、家族を中心に展

開されてきた。全日本育成会（現手をつなぐ育成会）で
も、当初親の活動が主であったが、1990年の世界育成
会連盟会議への当事者の出席を機に、日本手をつなぐ
親の会では、本人部会が設けられ、活動が継続されてい
る。 
また、1993年にカナダのトロントで開かれた第３回

ピープル・ファースト国際会議に参加したことをきっ
かけに、1995年に日本でもピープルファーストが結成
された。知的障害のある人たちが、自分たちの権利を自
分たちで守ること（セルフ・アドボカシー）を目的とし
て現在も活動をしており、障害当事者による相談活動
もまた、少しづつひろがりを見せている。現在、都道府
県を中心に、知的障がい者のピアカウンセリング事業
やピアサポーター養成研修などが実施されている。 
難病に関しては、1960年代以降、当事者団体が結成

されてきたが、2005年に日本難病・疾病団体協議会(JP
A)が設立された。難病の当事者活動は患者会から始ま
ったが、2003年に難病相談支援センター（以下、セン
ターと略す）の設置が始まり、センターや保健所での相
談事業や交流会への参加、患者会での患者会リーダー
としての当事者活動が実施されている。患者会リーダ
ーに関しては、一般社団法人 日本難病・疾病団体協議
会主催の養成研修、フォローアップ研修などが各地で
行われている。また、ピアサポーター養成研修も難病相
談支援センターなどを中心に実施が進められており、
平成27年度から実施されている厚生労働科学研究費補
助金「難病患者への支援体制に関する研究班」（研究代
表者 西澤正豊）においても養成研修プログラムが構
築されつつある。高次脳機能障害、発達障害に関しては、
近年当事者団体が設立され、今後の活動が期待される。
以上のような現状把握から、現在、多様な障害領域のピ
アサポートの基本的な部分を基礎研修として構築する
作業と、精神障害領域の専門研修プログラム（当事者及
び職員向け）を構築する作業をおこなってきた。 
本研究により各障害領域で多様なピアサポートや養

成研修が実践されている現状が明らかとなり、検討景
の中で、それぞれの領域で固有な活動として取り組ん
できたことの中に、他の障害領域にも共通するニーズ
や課題が多く存在することがわかった。自助グループ、
患者会、自立生活運動、当事者会など、活動の基盤とな
ってきたものに違いはあるが、仲間どうしの交流から
出発し、抱える生活上の困難から一歩抜きん出た人た
ちが、今まだ困難を抱えている人たちに何らかのサポ
ートを行っている現状が共有された。 
 それぞれの障害領域での活動の歴史や背景を理解し
た上で、本研究が取り扱っている障害料域での当事者
の活動を「ピアサポート」と呼称することを共有した。
議論の結果、本研究において使用するピアサポートに
ついては「障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を
経験してきたことを活かして、仲間として支える」こと
と定義し、本研究の対象は当事者が展開する多様なピ
アサポートの中でも、福祉サービスの範疇で、雇用契約
を結んで、あるいは有償で働く人たちが対象であるこ
とも再確認された。 
 研修プログラムの作成にあたって、冒頭に「ピアサポ
ートとは何か」を説明する必要があり、「障害者の権利
に関する条約」（Convention on the Rights of Pers
ons with Disabilities）が2006年に国連総会で採択さ
れ、2014年に日本でも批准されたことを受け、そこに
示されている「社会モデル」の考え方を共通の認識とし
て研修の中に取り入れるべきであると考えた。 次い
で、各障害領域で行われているピアサポート活動につ
いて、その実例を紹介し、多様な障害領域における実践
を学んでもらうこと、実際にピアサポートを行うため
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求められるコミュニケーション能力も共通に学ぶべき
内容であり、プログラムに含んだ。ピアサポーターとし
て実践する際に必要となる福祉サービス事業や事業所
の実務に関する知識、ピアサポートの専門性とは何か
を最後に盛り込んだ。他の専門職種との違いに関して
議論し、ピアサポーターの専門性は、「病気や障害を経
験してきたことを強みとして活かすこと」であり、「経
験を活かし、ピアが自分の人生を取り戻す（リカバリー
する）ことを支援する」ことが重要な役割であることを
確認した。ピアサポートの専門性の中には、他の専門職
と同様に倫理や守秘義務を含んだ。 
最終的に各障害領域に共通する要素として、基礎研

修の内容を検討した結果、①ピアサポートとは何か（障
害者の権利に関する条約における障害理解を前提に、
障害者ピアサポートを概観）（講義・演習）②ピアサポ
ートの実際（講義・演習）、③ピアサポートを行う上で
のコミュニケーションの基本（講義・演習）、④福祉サ
ービスの基礎（講義・演習）、⑤ピアサポートの専門性
と倫理（講義・演習）となった。その項目に添って基礎
テキスト案を作成した。 
(2)精神障害領域における専門研修プログラム案と職員
向け研修プログラム案の構築 
専門研修に関しては、各障害領域でこれまで積み上

げてきた研修を基本とすることを確認し、本研究にお
いては、精神障害領域のピアサポーターと雇用する福
祉サービス事業所の職員を対象とした研修プログラム
案を構築することとした。 
プログラム作成のために、一般社団法人日本メンタ

ルヘルスピアサポート専門員研修機構の過去の研修を
受けた障害当事者を対象としたアンケート調査を実施
した。 
1)一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門
員研修機構の過去の研修を受講した人を対象としたア
ンケート結果 
調査対象は日本メンタルヘルスピアサポート専門員

研修機構の協力のもと、当機構の主催する「精神障がい
者ピアサポート専門員養成研修」を平成25年度～平成2
8年度に受講した全参加者237名を本研究の対象として
実施した。調査期間は、平成28年1月10日から1月25日
であり、宛先不明による返送（15通）を除く222名のう
ち、回収（返送）のあった協力者は、131名（回収率：
59.0％）であった。 
調査項目は、基本属性、就労経験、ピアサポートに関

する研修の受講状況、ピアスタッフに関する研修の内
容（重要度・役立ち度）と開催形式に関するニーズ、勤
務先の他の職員や職場環境に望むことであった。 
回答者（131名）の基本属性は、30～50歳代が9割以

上を占め、主診断としては、統合失調症圏の者が57％
（74名）と最も多く、次いで、気分障害圏（うつ病など）

が18％（23名）、気分障害圏（双極性障害）が14％（1
8％）であった。 
これまでに一般就労の経験のある人は97％（125名）

であり、これまでにピアの専門性を活かした働き方の
経験のある人は73％（93名）であった。その事業所領
域・雇用形態としては、福祉関連の事業所における雇用
契約による勤務が67％（62名）と最も多く、次いで、
福祉関連の事業所での謝金・有償による勤務20％（26
名）、医療機関等での雇用契約による勤務12％（15名）
であった。 
ピアサポートに関する研修の受講状況としては、平

成25年度～平成28年度の4年間が本研究の対象となり、
基礎研修に関しては各年度27～39名、専門研修に関し
ては各年度27～31名の者が受講者として含まれていた。
また、フォローアップ研修としては、平成26年度～28
年度の3年間において、各年度18～24名の者が受講者と
して含まれていた。日本メンタルヘルスピアサポート
専門員研修機構の研修以外での研修等に関しては、7
4％（97名）の者が、ピアサポート専門員養成研修以外
でのピアサポートに関する研修を受講していると答え
た。 
ピアスタッフに関する研修の内容について、重要度

の高かった項目（「重要である」または「やや重要であ
る」と答えた者の割合が回答者の9割以上の項目）とし
ては、「自己対処能力、自分自身のケア（99％）」、「利
用者との信頼関係で大切なこと（98％）」、「ストレン
グスについて（96％）」、「バウンダリー（96％）」、
「リカバリーについて（95％）」、「自分を知ること・
語ること（94％）」、「ピアサポート専門員の倫理規定
（94％）」、「職場での危機管理（94％）」、「コミュ
ニケーションのポイント、手法（93％）」、「自分自身
の病気や薬について理解する（93％）」、「精神疾患に
ついての一般的な基礎知識（92％）」、「職場での対立、
他の専門職との関係性（92％）」、「地域生活支援と社
会資源の活用（92％）」が挙げられた。 
ピアの専門性を活かして働いた経験のある者（93名）

における、研修内容についての役立ち度の高かった項
目（「役に立っている」または「やや役に立っている」
と答えた者の割合が回答者の9割以上の項目）としては、
「リカバリーについて（92％）」、「ストレングスにつ
いて（91％）」、「コミュニケーションのポイント、手
法（90％）」、「自己対処能力、自分自身のケア（90％）」
が挙げられた。さらに、ピアの専門性を活かして働いた
経験のある者のうち「重要度」と「役立ち度」の両方に
回答のあった者（84名）を対象とし、重要度に対する役
立ち度の差（重要度の得点－役立ち度の得点）を求め、
項目別の平均値を確認したところ、「就職が決まった直
後に大事なこと（平均値：-0.58、SD=0.97）」、「職場
での対立、他の専門職との関係性（平均値：-0.47、SD
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=0.94）」、「就職活動の際のポイント（平均値：-0.4
6、SD=0.93）」、「利用者との信頼関係で大切なこと
（平均値：-0.45、SD=0.78）」、「職場での危機管理
（平均値：-0.41、SD=0.85）」の項目で「重要度」に
対する「役立ち度」の差が大きかった。 
勤務先の他の職員や職場環境に望むことにおいては

ピアの経験を活かして働いたことがある者（93名）を
分析対象とした。 
勤務先の職員に望むこと（当てはまるものを全て選

択）としては、「病気・障害への理解（46％）」、「人
として尊重してくれること（45％）」、「ピアの専門性
への理解（34％）」、「職員として対等に接してくれる
こと（33％）」などが、特に多く選択されていた。 
ピアの専門性を活かして働く上で、職場の他のスタ

ッフにも研修を受けてもらいたいと回答した者は77％
（71名）であり、職員にもっと身につけてもらいたい
こと（当てはまるものを全て選択）としては、「職員同
士の協働、チームでの支援の方法（42％）」、「ピアの
専門性への理解（37％）」、「病気・障害への理解（3
4％）」、「ピアと一緒に働くことの意義（34％）」な
どが、特に多く選択されていた。 
また、ピアの専門性を活かして働く上での労働条件

や環境として重要と思うこと（最も当てはまるものを
３つ選択）としては、「職場内に相談できる相手がいる
こと（57％）」、「賃金（54％）」、「同僚との人間関
係（40％）」、「上司との人間関係（38％）」などが、
多く選択されていた。 
ピアの専門性を活かして働く人を採用することでの

効果（当てはまるものを全て選択）としては、「障害者
の自立や回復を想像できるようになる（62％）」、「障
害者の可能性を想像できるようになる（62％）」などが、
多く選択されていた。 
 
2)精神障害領域における専門研修及び職員を対象とし
た研修プログラム案に関する検討 
精神障害領域におけるピアサポートの先行研究、有

償で働くピアサポーターと雇用する機関での実践例の
検討により、精神保健福祉領域において、多様なピアサ
ポートの活用が実践されていることが明らかとなった。
そこで、これまで実施されてきたピアサポーターの養
成研修を再検討し、本研究のピアサポーター基礎研修
プログラム案を前提とした精神障害領域の専門研修プ
ログラム案の構築を行った。 
まず、ピアサポーターを対象とした研修内容の検討

に際して、障害領域共通である基礎研修の内容を振り
返り、専門研修で学ぶことを確認した。アンケートでは、
ストレングスやリカバリーといったピアサポートの根
底にある視点・態度に加え、利用者との信頼関係やコミ
ュニケーションのポイントといった対人援助を行う上

での技術、また、バウンダリーや職場での対立等、ピア
スタッフという二重関係をともなう立場としての苦労
や、自己対処能力・セルフケアの視点なども重要度の高
い項目として挙げられていた。その結果も参照しなが
ら議論を進めた。 
基礎研修に十分に盛り込むことが難しかった「リカ

バリー」を中心的に取り上げ、リカバリーを促進するス
トレングス視点についても取り上げる必要性を確認し
た。また、精神障害者を主な対象としている事業所でピ
アサポーターとして活動することが多いことから、基
礎研修で大枠を学んだ福祉に加え、保健、医療を含めた
制度の概要について、把握する必要があると考えた。さ
らに、サービス提供の流れや支援を実践する上で基本
となる考え方と方法、労働者の権利義務、倫理について
の学びを含めた。サービス提供の流れや支援を実践に
関しては、アンケートでの評価はあまり高くなかった
が、実施した内容を検証したところ、演習を含まず、講
義のみであったことから、演習を含むものとして再構
築した。また、ピアサポーターが自らの経験を活かして
働くことから生じるさまざまな葛藤とその対処、専門
職等との「協働」についても触れる必要性があることで
一致した。多職種との協働に対しては、アンケートにお
いて高いニーズは確認されたが、実際の研修の役立ち
度があまり高くなかったという結果を踏まえ、実務を
想定した演習を組み入れた。 
職員向けのプログラムに関しては、先行研究とアン

ケート結果から、ピアサポーターを理解し、尊重するこ
との重要性が指摘されていたことを踏まえ、④ピアサ
ポートを活かす雇用、⑤ピアサポートを活かすスキル
と仕組みというプログラムを設けた。 
最終的に、ピアサポーター向けプログラムとしては、

①オリエンテーション（基礎研修で学んだことの振り
返り）、➁ピアの専門性を活かす―リカバリーストーリ
ー、③精神保健福祉医療サービスの仕組みと業務の実
際、④支援者として働く上でのスキル、⑤支援者として
働くということ、⑥セルフマネジメント・バウンダリー
とピアアドボカシー、⑦多職種との協働を柱とするこ
ととした。①、➁、⑤、⑥、⑦をピアサポーターと職員
との共通項目とし、③ピアサポートを活かす雇用、④ピ
アサポートを活かすスキルと仕組みを職員にのみのプ
ログラムとして構築し、テキスト案を作成した。 
 
Ｄ．考察 
日本の障害者制度は、長年障害ごとに縦割りで実施

されてきた。ピアサポートに関しても、従来は障害領域
でそれぞれに育成、活用がなされてきた。しかし、多様
な病気や障害によって生活上の困難を抱えている人た
ちが福祉サービスを利用する状況下において、ピアサ
ポートもまた、共通する部分に関して、横断的な研修が
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必要とされている。本研究は、障害領域において有償で
活動する、あるいは有償で活動することを希望してい
るピアサポーターを対象とし、研修を受講することに
より、ピアサポーターとしての専門性をさらに高めて
もらうということを意図している。 
昨今、ピアサポーターを支援者として受け入れてい

る、あるいは、受け入れたいと希望する福祉サービス事
業所が増加している。平成27年度障害者支援状況等調
査研究事報告書「障害福祉サービス事業所等における
ピアサポート活動状況調査」1)における事業所調査結果
によると、ピアサポート活動従事者を「現在雇用してお
り、今後は増員していく」が14.2％、「現在雇用してい
ないが、今後雇用予定である」が16.4％「現在雇用して
おり、今後も人数を維持する（32.4％）」とい結果がで
ている。また、同調査結果で、回答者（事業所）の87.
2％がピアサポート活動スキル向上のための研修等の
スキルアップが必要であると回答している。研修効果
に関しても、事業所外の養成研修等の受講の有無別に
期待される利用者への効果を見た結果、全ての項目で
『事業所外の養成研修等の受講あり』が『事業所外の養
成研修等の受講なし』よりも期待される効果が高いと
いう結果が得られている。 
つまり、雇用の拡大が期待できるとともに、雇用する

ピアサポーターが研修を受講することにより支援対象
である利用者に効果があるという結果がしめされてい
るのである。 
高次脳機能障害や発達障害のように、ピアサポート

養成が十分に実施されていない領域もあり、今回の研
究がすべての障害領域を網羅しているわけではない。
しかしながら、本研修は、これまでの障害領域における
ピアサポーター養成において共通する要素を抽出し、
病気や障害により何らかの不自由を感じている方々を
支援していくピアサポーターにとって必要な基本的な
情報と視点を盛り込んでいる。 
この研究経過において、障害ごとの違いももちろん

あるが、共通している点も多く発見した。もっとも大き
かったのは、病気や障害により何らかの生活しづらさ
を経験してきたこと、その共通の経験を強みとして、今
困っている人たちに希望を持ってもらえるよう支援す
るというピアサポートの有効性を全員で確認できたこ
とだと考える。また、研修テキストの中に社会モデルの
考え方を示し、障害がある人を含め、多様な人がいる社
会が当たり前の社会であり、人の多様性を認め、尊重す
ることが求められていることをメッセージとして織り
込んだ。 
また、専門研修及び職員を対象とした検討では、障害

領域には、多様なピアサポートが存在するが、精神障害
領域のピアサポートもまた多様であることを確認した。
精神科病院に長期入院している人たちの退院を支援す

るピアサポーターや地域で生活する障害者の相談を受
けるピアカウンセリングの担い手として、あるいは通
所サービスやグループホームにおけるピアスタッフの
雇用も広がりつつある。先行研究では、ピアサポーター
が自らの経験を活かして働き、専門職等と協働するこ
とは、障害福祉サービスの質の向上に結びつくと考え
られており、福祉サービス事業所で働く職員にとって
も、ピアサポーターと働くことが学びとなることが示
されている 2)3)。しかし、専門職で構成された組織にお
けるピアサポートの位置付けや雇用体制、人材育成等
の具体的な課題が生じている。活動が注目されている
反面、雇用されているピアスタッフの待遇、質の担保や
労働環境の整備については、各事業所に任されている
というのが現状なのである。その中で、ピアサポーター
が安価な労働力として酷使されたり、職場の中で孤立
したり、逆に専門職に取り込まれることによって、本来
の機能を果たすことができない状況に陥る可能性もあ
る。ピアサポートの有効活用のためには、そうした状況
を避け、お互いの専門性を尊重しあう風土を育むこと
が求められている。本研究で実施したピアの専門性を
活かして働いた経験のある者に対する調査結果では、
勤務先の職員や職場に望むことに関して、病気や障害
についての理解や、人としての理解・尊重を望む声が多
く示された。また、7割の者が「他の職員にも研修を受
けてもらいたい」と希望しており、職員同士の協働やチ
ーム支援といった職場環境全体における課題や学びの
必要性を強く感じていることが確認されている。 
検討結果をふまえながら、ピアサポートの専門性が

より発揮されていく環境が担保されていくために、ピ
アサポーターに対する研修内容とともに、共に働く職
員に向けた研修とともに内容や方法を検討していくこ
とが重要であるという認識の元で、ピアサポーターと
職員、双方を対象した研修プログラム案を構築した。研
修への参加が、ピアサポーター、職員自身の自己省察を
高め、お互いの専門性を尊重し、活かす実践につながっ
ていくと考える。その良い循環を導くためにピアサポ
ーターを対象とした研修のみならず、職員を対象とし
た研修プログラムの普及もまた、大きな課題だといえ
る。 
 
Ｅ．結論 
 
 今年度は、多領域にまたがる基礎研修プログラム案
と精神障害領域における専門研修及び、職員を対象と
したプログラム案を作成した。平成29年度に全国２ヶ
所で研修を実施し、評価を行う。その結果をもとにプロ
グラムを修正し、平成30年度に再試行した上で、プロ
グラムを確定していく予定である。 
フォローアップ研修に関しては、平成29年度にプロ

グラムを作成することになっており、ファシリテータ
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ー養成研修に関しては資料収集と検討を行いながら、
平成30年度にその内容を提案する。また、ピアサポー
ター養成が途についたばかりである高次脳機能障害領
域に関しては、基礎研修への準備性を高めるレディネ
ス・プログラムの構築も実施する予定である(図２参照)。
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                      研究協力者 

飯山 和弘   NPO法人じりつ埼葛北障がい者地域活動支援センターふれんだむ 
磯田 重行   株式会社でかぬーて 障害福祉サービス事業所 利生院 
市川 剛    未来の会（高次脳機能障害の当事者団体） 
伊藤 未知代  公益財団法人 横浜市総合保健医療財団 横浜市総合保健医療センター 
今村  登    NPO法人 自立生活センターＳＴＥＰえどがわ 
岩上 洋一   NPO法人じりつ 
宇田川 健   認定NPO法人地域精神保健福祉機構 
内布 智之   一般社団日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 
海老原 宏美  NPO法人 自立生活センター・東大和 
遠藤信一    社会福祉法人あむ 相談室ぽぽ 
大久保 薫   社会福祉法人あむ 南９条通サポートセンター 
門屋 充郎   NPO法人 十勝障がい者支援センター 
彼谷 哲志   NPO法人あすなろ あすなろ相談支援事業所 
金 在根    早稲田大学 人間科学学術院 
小阪 和誠   一般社団法人 ソラティオ 
後藤 時子   日本精神科病院協会 
栄 セツコ   桃山学院大学 
坂本智代枝   大正大学 
四ノ宮 美惠  国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 第一自立訓練部 生活訓練課 
白井 誠一朗  障害連（障害者の生活保障を要求する連絡会議） 
田中 洋平   社会福祉法人豊芯会地域生活支援センターこかげ 
種田 綾乃   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会復帰研究部 
土屋 和子   NPO法人市民サポートセンター日野 
東海林 崇   株式会社浜銀総合研究所 
中田 健士   株式会社MARS 
三宅 美智   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神保健計画研 

究部 
森 幸子    一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 
 

研究要旨： 
 本研究は、「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修」の基礎研修を構築するため、精神障害、身
体障害、知的障害、難病、高次脳障害の当事者及び専門職等に協力者としての参加を依頼し、研究班を構成し
た。国内外の障害ピアサポートに関する情報を収集し、各障害領域におけるピアサポートの歴史と現状を共有
した。その上で、実施しているピアサポートの養成制度やプログラムに関する検討を実施し、障害領域に共通
してピアサポーター養成に必要な内容を抽出し、基礎研修プログラム案を作成した。 

 
 
 
Ａ．研究目的 
本研究は、障害の多様性を認識したうえで、障害ごと

の壁を乗り越える基礎研修の構築を目指し、「障害者ピ
アサポートの専門性を高めるための研修」の基礎研修
プログラム案を構築することを目的とした。 
Ｂ．研究方法 
平成28年度は、精神障害、身体障害、知的障害、高次

脳機能障害、難病等の障害領域におけるピアサポート
の歴史と現状を共有した。その上で、それぞれの障害領
域で実施されてきたピアサポートの養成制度やプログ
ラムを参照しながら、障害領域のピアサポート養成に
共通する内容について検討を行った。 
 
Ｃ．研究結果 
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１．精神障害領域におけるピアサポートに関連する研
修の現状 
 1930年代に端を発したピアサポート活動であるが、
1980年代以降、アメリカ等では「認定ピアスペシャリ
スト」の養成システムの必要性が高まり、経験を活かし
て、働くピアが登場してきた。近年、日本においてもピ
アサポートのあり方について活発に議論がなされてお
り、精神障害分野では、「リカバリー」概念の関心の高
まりとともに、障害当事者を中心に据えた医療保健福
祉サービスの仕組みづくりが進められている。 
 1990年代ごろから、病院の外来、保健所や作業所に
集う、精神疾患の辛い体験を持ちながらも、様々な形で
社会参加の機会を取り戻した人たちによって、お互い
を支え合う仲間づくりが各地で行われてきた。この時
期は、精神保健医療福祉の舵が入院から地域へと大き
く切り替わった時期であり、1996年に精神障害者地域
生活支援事業が制度化され、ピアによる活動支援が広
がり、2010年に「精神障害者地域移行・地域定着支援
事業」で、ピアサポートによる同行支援が予算に盛り盛
り込まれた。 
続いて2012年４月に「地域移行支援」が個別給付化

され、相談支援専門員と一緒に、チームの一員として、
ピアサポートの専門家として活躍できる場も整い、
徐々にではあるが、ピアサポーターとして雇用される
人も増えてきている。ピアの人材育成としては、2002
年4月に精神障害者居宅介護事業としての精神障害者
へのホームヘルプサービスが始まることから当事者が
ホームヘルパーとしてピアヘルパーの活躍するために
2001年に大阪府で精神障害者へのホームヘルプサービ
スを行う精神障害者ピアヘルパーを養成するプログラ
ムが行われた。1998年にはJHC板橋会が『ピアカウン
セリング・マニュアル』を発行しており、精神障害者が
同じ仲間（peer）のカウンセリングを行うためのピアカ
ウンセラーの研修が行われている。 
 そのような中、平成26年度に全国の都道府県・政令
指定都市 67自治体を対象に行われた「ピアサポート
の活用状況に関する調査」によると、ピアサポーターの
養成を目的とした取組（講座・研修等、以下「養成研修
等」とする）を「行っている」と回答した自治体は35件
（54.7％）となっており、それだけを見ると、ある程度
の育成環境は整っているように思われるが、その実施
目的については、「当事者間におけるピアサポーター活
動の普及」を挙げた自治体が80.0％、次いで「関係機関・
事業所等におけるピアサポート活動への理解促進」が7
4.3％と普及啓発等に留まるものが多く、「ピアサポー
ターとしての雇用の拡大」を挙げていた自治体は17.
1％しかないことが回答から判明している（図1参照）。 
 もちろん「当事者間の支え合いを促進する」ためにも、
普及啓発は必要なのだが、「ピアサポーターとしての有

効性を発揮し、サービス提供者として雇用される人材
を養成する」という点では、不十分な体制であると推察
できる。このような中で、2010年から全国のピアスタ
ッフの仲間が集まり、様々な団体や専門家の協力を得
つつ、全米ピアスペシャリスト協会のトレーニングマ
ニュアルを和訳と合わせ、ピアサポートの専門家とし
て働くための研修方法を探る試みが為されている。そ
して2013年「精神障がい者ピアサポート専門員養成研
修プログラム」を確立させていくに至っている。 

 
「図1」 
  
支援を必要とするピアに、ピアサポート専門員自身

のリカバリーの経験から、ピア独自の視点を活かし、他
の人を勇気づけたり、生き生きとさせるための支援に
焦点をあて、ご本人に希望の息吹を吹き込めるピアサ
ポート専門員を育成せていく研修体制を確立してきた。
本研修は、「同じような体験や状況を基盤にしたリカバ
リーに焦点を当て」ながら、ピアサポート専門員として
の経験を積み重ねピアサポート専門員独自の専門性を
維持発展していくことの必要性を盛り込んでいる。 
精神障がいの経験を持つ人が、「リカバリーのコー

チ・トレーナー」として、精神障がい者が社会の中で自
己肯定感や自己効力感を得ながら自己実現に歩き出せ
るように、同じ経験を基盤にしたピアとしての立場で
専門性を持った支援を行うためのものである。利用者
は同じような経験を持つ人からその支援を受けること
により、双方向のリカバリーの促進を生み出し、さらに
は、ピアサポート専門員は利用者に対して、自らを「リ
カバリーのロールモデル」として提供できるという強
みがあり、既存の福祉サービスにはない部分を担える
のである。 
また、本研修は、ピアサポート専門員が継続的に働き

続ける環境を整備するために、雇用管理者である各種
専門家に、ピアサポート専門員はチームスタッフの一
人であること、ピアサポート専門員の基本である「リカ
バリー」や「ストレングス」などのピアの視点を吹き込
み、協働して支援を必要とする精神障がい者支援を行
う同僚であることを確認していただく場としている。 
実際にピアサポート専門員養成研修をモデル事業と
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して2年間実施したところ、ピアスタッフや、これから
ピアスタッフとして働きたいと希望される方が想定以
上に多く、2013年から現在まで、おおよそ300名の方に
受講して頂いる。またその中には雇用管理者とペアで
受講される方を見受けられている。 
 今後引き続き、ピアサポートの専門家を育成してい
くための課題としては、その後のフォローアップやス
テップアップ研修の在り方の検討、そしてよりいっそ
う各地で体系的に養成していくためにも、研修講師の
育成が急務である状況となっている。 
 
２．身体障害領域におけるピアサポート 
(1)自立生活センターについて 
精神や知的など他領域と同様、身体障害者領域にお

いても同じ障害をもつ仲間すなわちピアによるサポー
トを重視することはあるが、その中でもピアによるサ
ポートを主要事業と位置付けて活動している団体があ
る。それが自立生活センターである。 
1960 年代後半にアメリカのバークレーを中心に重度

の障害があっても地域で暮らすことを目指した自立生
活運動が始まり、その運動を担う基盤として設立され
たのが自立生活センター（1972 年）である。自立生活
運動は、障害を持つ当事者自身が自己決定権や自己選
択権を育てあい、支えあって、障害者が施設などに隔離
されることなく、平等に地域で暮らしながら社会参加
していくことを目指している。重い障害があっても自
立生活ができるという革新的な理念を提示したことか
ら、自立生活運動そして自立生活センターは世界に広
がることになった。 
日本も例外ではなく、1980 年代後半から自立生活セ

ンターが設立され、日本の障害者運動の発展に大きく
貢献することになった。1991 年には全国自立生活セン
ター協議会（JIL）が発足し、現在、全国に約130の自
立生活センターが活動している。 
JILの正会員となる団体は、以下の５つの条件を満た

すことが求められる（JILのHPより引用）。 
① 意思決定機関の責任および実施機関の責任者が

障害者であること。  
② 意思決定機関の構成員の過半数が障害者である

こと。 
③ 権利擁護と情報提供を基本サービスとし、且つ

次の四つのサービスのうち二つ以上を不特定多
数に提供していること。  
・介助サービス 
・ピア・カウンセリング 
・住宅サービス 
・自立生活プログラム 

④ 会費の納入が可能なこと。 
⑤ 障害種別を問わずサービスを提供していること。 

 
(2)ピア・カウンセリング 
1970 年代にアメリカの自立生活運動の中で実施され

たピア・カウンセリングは、その後、日本においても自
立生活センターを中心に紹介され、広がるようになっ
た（1988 年に、ヒューマンケア協会の主催により第 1
回目のピア・カウンセリング講座が開催された）。その
頃から現在に至るまでピア・カウンセリングは、自立生
活センターの活動のなかでももっとも重要な活動とし
て位置付けられている。 
ピア・カウンセリングは障害者が自らを再評価する

ことで自己信頼を回復し、他者との関係を対等なもの
として再構築していくことで、周りの意識や社会を変
えていくことを目的としている。 
ピア・カウンセリングでは、既存のカウンセリングと

は異なってカウンセリングをする側と受ける側がお互
いに対等な立場で話を聞き合っていく。カウンセラー
がクライエントを尊重し、ありのままを受け入れるこ
とで、クライエントの自己肯定に繋がる。また、それま
で抑えられていた感情を解放することで、理性的に考
える力を呼び戻していく。 
ピア・カウンセリングは幅広い内容を指す。具体的に

は、感情の解放を基本とした精神的な相談から、障害を
めぐって生じる生活の悩みや、自立生活をするうえで
必要な住宅や収入、介助など、ピア・カウンセラーが障
害当事者だからこそ分かる体験や情報を伝えていく活
動などがある。また、ピア・カウンセリングは本来の自
分の力を取り戻し、地域で生きる力をつけるエンパワ
メントの方法でもある。 
 
(3)ピア・カウンセラーの要件と役割 
自立生活センターで活動している障害者はピア・カ

ウンセラーになることができる。 
但し、ピア・カウンセラーには①自立生活の実践者で

あり、自立生活に関する情報をもっていること、②相談
者に安心感を与えられる人であること、③相談者のロ
ールモデルになれる人であること、④人の話を十分に
聞くことができる人であること、⑤相談者を信頼し、感
情の解放を援助することができる人であること、⑥福
祉制度に関する情報に熟知していること、が求められ
る。 
そして、ピア・カウンセラーになる障害当事者は、地

域で自立生活をしているロールモデルとしての役割が
あり、これから自立生活を目指す人に地域で自立生活
を送るにはどうしたらいいかその経験や具体的情報を
伝えることができる。また、障害者ということで受けて
きた様々な傷や悲しみなどに共感をもって話を聞くこ
とで、相談者が安心して話すことができる。 
ピア・カウンセラーは障害者自身に自信を取り戻し
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てもらい、新たな人生に取り組んでいくための支援を
行う。相談者の主体性を尊重しながら、エンパワメント
することを通して、自己選択・自己決定ができるように
支援する役割がある。 
 
（4）ピア・カウンセラーの養成研修 
ピア・カウンセリング講座は障害がある人を対象に

しているものだが、ピア・カウンセラーとして活動した
い人は必須の研修である。 
主に、公開講座、集中講座、長期講座の３種類の形態

があり、セッションを中心としながらカウンセリング
の技術を学んでいくものである。 
これらは単に用語や技術を覚えてもらうものではな

く、ピア・カウンセリングを日常に取り入れ、何度とな
く体験することで、ピア・カウンセラーとしての感覚を
磨いていくことが重要である。したがって、研修を受け
ればいいというものではなく、いかに「自分の生活にピ
ア・カウンセリングを取りこみ、自身の生活を豊かにし
ていくか」という心構えが必要である。 
講座は基本的に各地の自立生活センターで実施され

ている。自立生活センター以外で講座の開催を希望す
る場合、全国自立生活センター協議会のピア・カウンセ
リング委員会あるいは自立生活センターから講師派遣
を行っている。 
公開講座は、ピア・カウンセリングを知ってもらうこ

とを目的とし、簡単に体験してもらうための講座であ
る。半日～１日形式で行う。ピア・カウンセリングは本
来障害者だけで行うものであるが、障害者と関わって
いる健常者にも有効性など基本の理論を知ってもらい
理解を深めるため、障害者と健常者の両方を対象にす
ることもある。 
集中講座は、１５～２５時間学ぶものとし、主に２泊

３日形式で行われる。障害者を対象に、ピア・カウンセ
リングの基本の理論と方法を理解してもらうことを目
的としている。 
具体的なプログラムは、参加者の関係づくり、ピア・

カウンセリングの理論と講義、セッション、シンク・ア
ンド・リッスン、ロールプレイ、情報提供などがある。 
理論を学ぶというよりセッションなど実践をしなが

ら、体感を通してピア・カウンセリングの効果を実感し
理解を深める。自らがクライアントとなって感情を解
放することの良さを体感し、否定・批判されずに話を注
意深く聞いてもらうことの心地よさを知ることで、カ
ウンセラーとしてクライアントにどのように接するこ
とが有益なのかを知ることにも繋がっている。 
参加者のほとんどが感情の解放に最初は戸惑いや恥

ずかしさを感じるが、講座を進めていく中で徐々に感
情を人前で出すことができるようになり、それまで押
し殺してきた様々な思いと向き合い解放していくこと

ができるようになる。 
長期講座は、４０時間学ぶものとし、主に①３泊４日

を２回行う、②４泊５日または５泊６日で行う、③３か
月間週１回、毎回３．５時間を目安に１０～１４週に渡
って行う形式がある。 
集中講座と同じように障害者が参加対象となり、ピ

ア・カウンセリングへの理解と実践力を深めることが
目的である。具体的なプログラムは、講義、セッション、
デモンストレーションを中心に、カウンセラーとクラ
イエントの体験を重ね、自分自身の感情の解放、パター
ンや抑圧からの解放を行う。また、自立生活センターに
ついて、自立生活プログラム、自己主張トレーニング、
リーダーシップなどを取り入れ、ピア・カウンセラーと
しての力量をつける。 
したがって、長期講座は、集中講座を受講した人で、

ピア・カウンセリングの理解をより深めたい人やピア・
カウンセラーとしての力をつけたい人が受講するコー
スになる。 
 多くの受講者にみられることであるが、ピア・カウン
セリングを始めた当初は、5分間人の話を聞いたり、自
分の話をしたりするのが長いと感じていた人が、10分、
20分と話を聞きあうことができるようになる。 
 他にも、講座の当初は人前で話をするのが恥ずかし
いと声が小さくうつむきながら話していた人が、講座
の最終回のコミットメント（宣誓）では、自ら積極的に
堂々と声を大きく宣誓をするように変化があったりす
る。さらに、障害者であることに自信がもてなかった人
が自らの自信を取り戻すだけでなく、仲間と繋がり仲
間を助けたいという思いに変わっていったりもする。 
ピア・カウンセリング講座の他に、ピア・カウンセラ

ー研修やリーダーシップ研修などピア・カウンセラー
のスキルアップのための研修もいくつかある。 
 
（5）ピア・カウンセリングの広がり 
 自立生活センターを中心に始まったピア・カウンセ
リングは、当初は肢体不自由特に脳性まひや筋ジスト
ロフィーなど重度の肢体不自由者に広まっていった。
近年、ピア・カウンセリングは障害種別を問わないで行
われてきたため、少しずつ他の障害の人達が参加する
ようになってきた。 
 そうしたなかで、大阪では知的障害者対象の講座が
開催されるようになったり、八王子（ヒューマンケア協
会）では視覚障害者や聴覚障害者、精神障害者限定の講
座が開催されるようになるなど他の障害にも広まって
きた。 
 なかでも、精神障害者にピア・カウンセリングが知ら
れるようになってくると、障害種別を問わない講座に
参加する精神障害者が増えていき、現在では参加者の
半数くらいを占める場合もある。 
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 障害の種類が違っても“障害”という点でピアである
ため、障害者として受ける差別や抑圧など共通した経
験から共感が生まれる。同じ種別の障害者同士の場合、
共通した経験をより共有できる。また、知らない障害種
別の人とかかわる際には不安を感じることもあるが、
自分と同じ障害の人と知り合えると安心に繋がり、参
加をするきっかけになったりする。 
 したがって、障害種別や参加者に応じて講座の進行
などに配慮したりする。例えば、精神障害者がいる場合、
こまめに休憩をとったりするなど参加しやすい環境を
作ったりする。 
 日本で広まったピア・カウンセリングは2000年くら
いから韓国を皮切りにタイ、フィリピン、マレーシア、
ベトナムなどアジアの各国に広がり始め、現在では南
アフリカなどアフリカ諸国や中南米のコスタリカなど
へも広まっている。 
 こうして国内外に広まってきたピア・カウンセリン
グだが、まだまだピア・カウンセラーの数が不足してい
る。障害をもつ仲間を支援したいと思う新しいリーダ
ーを育て増やしていくことが今後の課題である。 
 
３．知的障害領域におけるピアサポート 

（1）知的領域におけるピアサポート 
 知的障害領域における当事者活動は、1960年代にス
ウェーデンで親の会の活動の中で、当事者による会議
が持たれたことをきっかけに始まったと言われている。
その活動は、国際育成連盟の活動の中でひろがってい
った。 
 もう一つの流れに、ピープルファーストの活動があ
る。1973年、アメリカのオレゴン州でひらかれた知的
障害のある人たちが参加した会議で、ひとりの当事者
が「わたしたちは 『しょうがいしゃ』であるまえに 
人間だ」と発言したことをきっかけに「ピープルファー
スト」という名前が生まれたと言われている。1974年
にカナダでピープルファーストのグループができ、199
1年に全国組織「カナダ・ピープルファースト」が設立
された。その後、アメリカを始め、諸外国にひろがって
いった。 
日本における知的障害者の活動は、家族を中心に展

開されてきた。全日本育成会（現手をつなぐ育成会）で
も、当初親の活動が主であったが、1990年の世界育成
会連盟会議への当事者の出席、1991年の全日本手をつ
なぐ育成会第40回大会を機に翌年、東京で当事者のグ
ループが誕生した。1994年の全日本手をつなぐ育成会
の徳島の大会では、「わたしたちに関することは、私た
ちを交えて決めていくようにして下さい。」「精神薄弱
者という呼び方を早く別の言葉に変えて下さい。決め
るときには必ず私たちの意見を聞いて下さい。」という
ような内容を含む本人決議文を宣言した。その声が当

時の「精神薄弱者」という呼称を「知的障害者」へと変
えていく原動力になった。日本手をつなぐ親の会では、
本人部会が設けられ、活動が継続されている。 
また、1993年にカナダのトロントで開かれた第３回

ピープル・ファースト国際会議に参加したことをきっ
かけに、1995年に日本でもピープルファーストが結成
された。知的障害のある人たちが、自分たちの権利を自
分たちで守ること（セルフ・アドボカシー）を目的とし
て現在も活動をしており、障害当事者による相談活動
もまた、少しづつひろがりを見せている。2005年度の
福祉医療機構(高齢者・障害者福祉基金)助成事業の一環
として米国カリフォルニア州で実践されているIPP（I
ndividual Program Plan）が日本に紹介された。ピー
プルファーストや本人活動に参加している人が、仲間
がサービスを受けるときに自分の意見を言えるように
サポートする仕組みで、「バディシステム」と呼ばれ、
日本でも研修会が開催された。直接ＩＰＰが日本に定
着はしなかったが、ピアカウンセリグの普及などに影
響を与えた。現在、都道府県を中心に、知的障がい者の
ピアカウンセリング事業やピアサポーター養成研修な
どが実施されている。 
(2)札幌市におけるピアサポーターの活動 
知的障害領域では、ピアサポーターの養成やその組

織化が十分に図られているわけではないが、北海道札
幌市では、「札幌市障がい者相支援事業」（いわゆる委
託相談支援事業）により知的障害のピアサポーターが
活躍している。札幌市では、上記事業として現在20ヵ
所の委託相談支援事業者があり、このうち19ヵ所が市
内10区に設置され日常の相談活動を展開しており、残
り1ヵ所が基幹相談支援センターとして活動している。 
この20の委託相談支援事業所の中の6ヵ所に、「ピア

サポート配置業務」として上乗せする形で委託料が支
払われ、6ヵ所それぞれの事業所が複数のピアサポータ
ーと雇用契約を結び活動している。実際の活動内容は
様々で、直接支援（個別支援、グループ支援、その他）、
地域支援（研修講師、会議、その他）、事務仕事や研修
参加などである。札幌市委託相談支援事業のピアサポ
ーターの大きな特徴は、障がい種別が様々で、身体障害、
知的障害、精神障害、発達障害のある方など4障害のピ
アサポーターが登録している。このピアサポーターは、
2013年から自ら集まりたいという声があがり、2015年
からは、月１回「ピアサポーター交流会」を開いている。
内容は多岐に渡るが、この数年は障がいの種別を超え
て「自分たちのことを語りつくそう」と自分の生い立ち
や今の苦労話などを出し合い共有している。交流会で
は、最初から互いの苦手なことは補おうという気持ち
が働いており、発言しづらいメンバーのことを配慮し
て「意思表示カード」（Yes,No,保留の絵カード）が活
用されている。また、最近は毎回活用されている交流会
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の「レジメ」を、漢字が苦手な人、通常では字が小さく
て見えない人、ルビがあると読みに人などに合わせて、
通常版、ルビ振り版、拡大版と作り替えて使ったりもし
ている。 
（2）知的障害者のピアサポートの活用 
知的障害者の当事者組織に関して、➀施設 関連の当

事者組織、➁育成会または愛護協会等既存の組織が関
与した組織内 当事者組織、③自立生活センター、全障
連など「障害」種別を越えた当事者組織、④当事者自身
の手によって作られた当事者組織、⑤各地域の「障害者」
の活動を母体とした当事者組織などがある1)。現在、当
事者組織の正確な数は把握されていないが、その活動
が広がってきていることは間違いない。 
一方で、他の障害領域のように、当事者組織のリーダ

ーがその経験を活かして支援者として働くというよう
なところまで、育成が進んでいない側面もある。それは、
障害の特性や親や支援者が力を持ってきたことと無関
係ではない。これから地域で自立生活を営んでいく同
じ障害をもつ仲間のために、自分たちがその経験をど
う活かすのか、検討すべき時期にきている。その一つの
例として、札幌市のようなピアサポートの展開が参考
となると考える。 
＜引用文献＞ 
1) Worrell, Bill（1988）People First:Advice for A

dvisor, People First of Canada.（＝2010,河東田
博訳『ピープル・ ファースト 当事者活動のてびき
 支援者とリーダーにな る人のために』現代書館） 

＜参考文献＞ 
1)古井 克憲,知的障害者の当事者活動による「自立生活
プログラム」の実践 －当事者リーダーにとっての活動
の意味－, 和歌山大学教育学部教育実践総合センター
紀要 №23 2013． 
2)保積 功一,知的障害者の本人活動の歴史的発展と機
能について, 吉備国際大学 社会福祉学部研究紀要 第
１２号，11-22,2007． 
 
４．難病におけるピアサポート 

(1)ピアサポートに関連する研修の現状 
 難病に関連するピアサポートには、患者会の存在が
大きく関わっている。 
1)患者会の歴史 
日本の患者会の始まりは、戦中・戦後の結核の療養所

とハンセン病の療養所に作られた患者会からといわれ
ている。当時これらの疾病は不治の病であり、恐れられ
ていた。治療すら受けられる環境になく、改善を求めて
運動が起こった。また1960年代は各地で不思議な病気
が大量発生し、伝染病といわれ、苦痛と差別の中で、自
ら命を絶つという患者が出るほどの状況であった。当
時の厚生省はこの病をスモンと名付け、全国組織の研

究班を作り、やがて、整腸剤のキノホルムが原因である
ことが判明した。この成果は1972年の「難病対策要綱」
へと発展した。それらの動きの中で、多くの患者会が生
まれてきた。やがて、それらの患者会は、全国の様々な
疾病の患者会が集まり協議会を作り、また、都道府県ご
との患者会の連合組織が出来た。さらに2005年には、
これらの団体が加盟する日本難病・疾病団体協議会(JP
A)が設立された。 
2) 患者会の3つの役割 
 患者会には3つの役割があるといわれている。まず第
1は「自分の病気を正しく知ること」。自分の体の仕組
みと疾病を科学的に理解しなければ、治療や投薬に前
向きに、そして主体的に対応できないからである。同じ
病気の人の治療はどうなのか、結果はどうなのかを知
りたいと思う患者・家族は多い。自分の疾病について学
び、自分の状態を把握することが大切である。第2は、
「患者・家族が励まし合い、助け合うこと」。病気を苦
にして起こる不幸な事件が全国に多く起こり、その報
道がきっかけとなり、お互いに助け合おう、励まし合お
うとマスコミなどを通じて呼びかけて誕生した患者会
も多くある。病気を知ったことによる絶望の側面だけ
がクローズアップされるのではなく、あなたと同じ体
験をした同じ病気の仲間がいる。同じ病気だからこそ、
同じような体験をしてきたからこそ、言葉だけでなく、
共感することが出来る仲間がいる。このことは患者・家
族にとって、まさに生きる勇気と希望を与えることが
出来る。第3には、「病気であっても希望を持って生き
られる社会をつくること」。病気を知り、生きる勇気を
持つことが出来たとしても、社会の理解と支援がなけ
れば、病気に立ち向かうことは出来ない。たくさんの患
者・家族や団体が寄り集まって連帯することによって、
より大きなパワーとなり、社会の偏見や差別を正し、人
間としての尊厳を持って生きることのできる社会の実
現に向けて、社会の理解と支援を求める活動へと進化
してきた。 
3) 難病におけるピアサポート研修 
患者・家族の悩みや苦しみ、課題を把握することは、

患者会活動の基本であり、ピアサポートは欠かせない。
難病におけるピアサポートは、これまで当事者相談、ピ
アカウンセリングなどと呼ばれてきたこともあり、研
修においても確立されたものはなく、それぞれの患者
会の中で、相談の質を高める研修が行われてきた。 
日本難病・疾病団体協議会が実施する厚生労働省補助
金事業である難病患者サポート事業において、患者会
リーダー養成研修、フォローアップ研修が行われ、この
中でもピアサポートについて取り上げている。 
また、2003年から各都道府県に難病相談・支援セン

ターの設置がはじまり、2007年には全国全ての都道府
県に設置された。難病患者・家族の相談支援にあたって
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おり、患者会と協力し、ピアサポートが行われており、
ピアサポーター養成研修が実施されている。また、企業
の社会貢献として患者会を支援するものの中には、ピ
アサポート研修の実施を支援するものもあり、研修も
ようやく各地で受けることができる機会が増えてきた。 
 
(２) ピアサポートの専門性の活用 
 難病は原因が不明で治療法が確立しておらず、希少
な疾病で長期の療養を必要とするものである。難病と
いわれる疾病は大変多く、それぞれの疾病により、症状
も多様で、しかも同じ疾病であるのに症状が違うこと
も多くある。また、外見上、その症状や辛さは想像もつ
かず、さらにその症状には、数ヶ月単位、数日単位、時
には1日のうちでも症状の変化があり、病態を把握しづ
らい。このことは、周囲の理解も得にくく、難病ゆえの
困難さを抱えている。孤立しがちな患者や家族にとっ
て、同じ経験を持つ患者だからこそできるピアサポー
トは、大変重要なものである。 
 難病のピアサポートは、患者会の活動によるところ
が大きく、患者会活動はボランティアでおこなわれて
いる。また難病相談支援センターの職員や保健所など
からの依頼で単発の有償で行うものはほんのわずかで
ある。難病のピアサポートは患者会との連携により、以
下のところで行われている。 
① 専門医、医療機関との連携 
患者にとって医療は切り離すことの出来ない最も重

要なものである。疾病ごとの専門医との関わりは、それ
ぞれの患者会で大変強く、医療講演会や交流会の場で
も医師と共にピアサポーターから経験を生かした情報
提供を行っている。また、医師や医療関係者からの依頼
で、通院や入院する患者にピアサポートを行うことも
ある。患者は多くの困難を抱えており、精神的にも辛い
思いをしている。現在の医療には限界があり、そんな時
にもピアサポートが役立つことがある。同じような仲
間が周囲にいることで安心することが出来、医師と患
者の信頼関係を築き、積極的に患者が医療に参加して
いこうとすることは、治療結果に良い影響を与えるこ
とがある。 
② 病相談支援センターとの連携 
支援センターの相談では、相談員やピアサポーター

として支援センターに勤務している患者もいる。また
支援センターに寄せられる内容によっては、患者会を
紹介している。支援センターの運営を患者会が都道府
県から受託し、患者・家族の視点によって行っていると
ころもあるが、運営主体により、行政や医療機関などの
特色が大きく表れ、ピアサポートが実施しにくくなっ
ているところもあるようである。 
③保健所との連携 
これまで保健所は難病対策の窓口として様々な事業

を行ってきた。患者会との共催も多く、寄せられた相談
によっては、患者訪問を共に行うこともあり、ビアサポ
ートや地域を取り巻く専門職らと共に患者の視点で支
援を検討することもある。医療講演会や交流会を共に
企画したり、専門医を紹介したり、患者会の強みを生か
した協力が出来ている。 
④就労支援関係での連携。医療の進歩により早期診断、
早期治療が行えるようになり、罹患期間は長くなり、多
くの疾病での療養生活が向上してきたと言える。それ
に伴い、就労に関する相談が増えている。就労を希望し
ても雇用する側からは「病気が治ってから来てくださ
い」と言われるなど、社会の中では難病についての理解
が進んでいるとは言えない。医療も患者の将来を見据
えた治療が行われるようになり、難病対策にも就労支
援が組み込まれている。難病患者の雇用促進や職場で
の合理的配慮などが行われ、難病患者の就職や就労継
続が可能となるよう、主治医への相談やハローワーク
に配置された難病患者就職サポーターや難病相談支援
センターへの相談なども活用できるよう、連携が図ら
れてきている。また産業医や雇用側と共に就労支援を
考える動きが出てきている。これら就労支援において
も、これまでどのように就職活動を行ってきたか、職場
においてどのように周囲に理解を求め合理的配慮を申
し出てきたか、どのように体調をコントロールし就労
継続してきたか、これらの経験のあるピアサポーター
は就労支援に大変有効である。 
1) 社会資源としての患者会 
 患者会は活動を行う中で、自分たちだけ、会員だけを
対象としたものから、同じ病気の患者・家族を対象とし、
やがて地域社会の人たち、そして国民全体を対象とし
たものへと発展してきた。こういった過程の中で、一人
の患者にすぎなかった会員の中から、たくさんの経験
を積み、多くの患者・家族から信頼され、活動の中核と
なる患者たちが生まれている。病気で悩み苦しむ多く
の患者や地域の人々にも利用される活動や、国の福祉
や医療を良くすることをめざす患者会は貴重な社会資
源の一つである。 
2) 難病法におけるピアサポート 
 2015年1月１日「難病の患者に対する医療等に関する
法律(難病法)」が施行された。難病法は、難病の克服と、
療養生活の環境整備等、幅広い法律となっている。この
法律を実施するために、2015年9月15日告示された国
及び地方公共団体等が取り組むべき方向性を示す基本
的な方針には、患者会やピアサポートに関して、下記の
ように挙げられている。 
第7 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項 

(2) 今後の取り組みの方向性について 
イ 都道府県は、国の施策と連携して、難病相談支援セ
ンターの機能が十分に発揮できるよう当該センターの
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職員のスキルアップのための研修や情報交換の機会の
提供等を行うとともに、難病の患者が相互に思いや不
安を共有し、明日への希望を繋ぐことが出来るような
患者会の活動についてサポートを行うよう努める。 
ウ 難病相談支援センターは、難病の患者及びその家
族等の不安解消に資するため、当該センターの職員が
十分に活躍できるよう環境を整えるとともに、職員の
スキルアップに努める。 
エ 国及び都道府県は、難病の患者及びその家族等が
ピアサポートを実施できるようピアサポートに係る基
礎的な知識及び能力を有する人材の育成を支援する。 
難病法により、保健所に置くよう努めるとされた「難

病対策地域協議会」では、その構成員に関係団体並びに
難病の患者及び家族が入って協議するように掲げられ
ている。患者・家族の実態を知るピアサポーターは、各
地域において難病対策の重要なキーパーソンになるこ
とが期待される。そのためにも、質、量ともに充実した
研修が必要である。 
 
５．高次脳機能障害領域におけるピアサポート 
（１）ピアサポートに関連する研修の現状 
１）高次脳機能障害者支援の歴史 
 高次脳機能障害者支援の歴史はまだ浅く、15年を経
過したばかりである。平成13年度から厚生労働省にお
いて開始された「高次脳機能障害支援モデル事業」（以
下、モデル事業）、続く平成18年度からの「高次脳機能
障害及びその関連障害に対する支援普及事業」（以下、
支援普及事業）をとおして、様々な知見が集積され、サ
ービス提供のあり方についての検討が重ねられ、その
結果は医療・福祉サービスに徐々に反映されてきた。し
かし、現在もサービスの充実を図るべき課題について
検討が続いており、いまだ支援に関して発展途上の領
域であると言っても過言ではない。 
①高次脳機能障害支援モデル事業 
外傷性脳損傷や脳血管障害などによる器質的脳病変に
より、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動
障害などの認知障害が生じ、その結果日常生活に困難
を来している者の存在が明らかとなるにつれ、医療か
ら福祉までの連続したケアが適切に提供されていない
という社会的問題に対する認識が高まったことを背景
に、平成13年度から厚生労働省においてモデル事業が
開始された。そこで、上記認知障害を行政的に「高次脳
機能障害」と呼び、この障害のある者を「高次脳機能障
害者」と定義して検討が開始された。まず、行政的に高
次脳機能障害のある対象者を明確にして医療・福祉サ
ービスの体系化を進めるために、「高次脳機能障害診断
基準」が作成された。さらに、医療機関等での医学的リ
ハビリテーションの実践に基づいて「高次脳機能障害
標準的訓練プログラム」、調査結果に基づいて「支援ニ

ーズ判定票」、モデル事業に参画した支援拠点機関にお
ける支援実践に基づいて「高次脳機能障害標準的社会
復帰・生活・介護支援プログラム」がそれぞれ作成され
た。 
モデル事業終了後に向けての課題として、医療から

地域生活に至るシームレスな支援、就業・就学のための
支援、障害福祉サービス等の活用、当事者の権利擁護に
関する対応、高次脳機能障害に関する国民の啓発、情報
発信による支援の普及、地域連携のあり方の検討など
があげられた。 
②高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及
事業 
都道府県が指定する高次脳機能障害者の支援拠点機

関を核として、高次脳機能障害に関する普及・啓発事業、
支援手法等に関する研修等を行いながら、地域におけ
る支援体制の確立を図るとともに、国立障害者リハビ
リテーションセンターでは全国の支援拠点機関との連
携を図り、高次脳機能障害者への適切な支援の普及定
着を図ることを目的として、都道府県と国立障害者リ
ハビリテーションセンターが実施主体となって支援普
及事業が平成18年度から開始された。 
 支援普及事業では、高次脳機能障害支援普及全国連
絡協議会が設置されるとともに、支援コーディネータ
ー全国会議を開催して、支援手法の検証、普及啓発方法
の検討、情報交換による支援施策の均てん化を進めて
いる。これまでに、医学的リハビリテーション終了後の
日中活動支援、失語症を伴う高次脳機能障害者支援、子
どもの高次脳機能障害支援、社会的行動障害に対する
支援などが検討されてきており、一部は施策に反映さ
れている。 
２）ピアサポート活動の動き 
 日本脳外傷友の会をはじめ、全国の当事者団体等を
中心に、ピアサポート活動も報告されるようになって
きているが、現状では家族同士のピアサポート活動が
中心であり、当事者を中心に据えたピアサポート活動
は緒についたばかりである。「未来の会」など当事者に
よる当事者中心の活動団体はごく少数であることから、
当事者の権利擁護などの課題と相俟ってピア･サポー
トの啓発やピアサポーターの養成については今後に残
された課題の一つである。 
 当事者同士の集団活動を通しての、当事者同士のサ
ポートや障害の気づきは、医療機関を中心に実施され
始めているが、診療報酬上集団活動は精神科領域以外
では、言語聴覚療法においてのみ、算定可能という制約
があり、広がっていきにくい現状がある。 
                     
（２）ピアサポートの専門性の活用  
１）ピアサポート活動の芽生え        
高次脳機能障害の分野でも、他の障害領域と同様、所謂
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「ピアサポート活動」が始まりつつある。その中の一つ、
高次脳機能障害者の当事者会である「未来の会」を例に
紹介する。  
 未来の会は、平成19年（2007年）に埼玉県で活動を
開始した、完全に当事者のみで企画運営を行っている、
全国でも珍しいケースである。高次脳機能障害は、遂行
機能障害を伴う場合が多く、当事者がイベント等の企
画運営を自発的、自主的に行うことは困難で、家族がそ
の役割を担っている団体が大半である。ピアサポート
に関しても、障害当事者を身近なところで支える家族
同士で行われる場合が多く、当事者中心のピアサポー
トという概念はまだ定着していないと思われる。 
 この点、未来の会は、障害当事者である設立代表者が、
「自分が社会復帰して満足していて良いのか、苦しむ
同胞たちのために何かできないか」との思いから、会の
設立を計画・検討し、活動を開始した活動体である。幸
いにして早期に社会復帰を果たした代表者が発症前に
獲得していたビジネスのノウハウ（研修会の企画・運営
が主業務であった）を活かして活動を開始したもので、
活動開始当初こそ医療関係者に助言を受けながらの立
ち上げであったが、その後は完全に障害当事者のみで
企画運営を行っている。 
主な活動内容としては、当事者・家族で悩みを共有し、

互いにアドバイスをし合うというピアサポートのため
のプログラムを行っている。さらに、高次脳機能障害者
はその障害の特性上、他者との適切なコミュニケーシ
ョンが困難な場合が多いことに焦点を当てたプログラ
ムとして、テーマを決めて少人数のグループディスカ
ッションなどを行い、参加者がアクティブに参加でき
るスタイルを取っている。 
また、会の実施に関する役割を細分化して、できるだ

け多くの当事者が運営に関われるよう当日参加者に役
割を割り振り、参加者が会の運営に直接貢献できる仕
組みを作った。この活動システムは、参加者の参加意識
を高め、役割遂行への達成感や参加への満足感を高め
ている。  
このような活動への参加システムは、日頃家庭内や

地域で孤立しがちな当事者の社会参加の場面でもあり、
日常生活活動遂行へのスキルアップ、他者との交流、自
己覚知を促進する機会となっている。 
 しかしながら、代表者がフルタイム勤務の会社員で
あるため、活動の頻度や時間的制約があり、年に３～４
回の実施が限界なので広く当事者・家族が参加できる
体制とはなっていないことは課題である。また、会員制
は取っていないものの、参加メンバーが固定化する傾
向があり、参加者の幅と裾野を広げるには至っていな
い。更に、法人格も無く、自治体と福祉団体との連携も
不十分なため、実態としては「趣味のサークル」の域を
出ておらず、代表者が何らかの事情で活動を継続でき

なくなった場合、自然消滅する危険性を常に孕んでい
る。このような自主活動が、長期にわたって活動を継続
できるための社会的なサポート体制が望まれる。 
２）ピアサポートの専門性の意味 
① ピアサポートの必要性 
障害種別の違いはあっても、当事者による当事者のた
めの支援の必要性は、大きく分けて以下の2点が考えら
れる。 
○ 当事者の主体性、主権者として社会に発信する意味 
2006年（平成18年）12月に第61回国連総会にて全会一
致で「障害者権利条約」が採択された。その起草会議で
‘Nothing About Us Without Us’（私たちのこと
を、私たち抜きで決めないで）というスローガンは、極
めて重要な提言であった。高次脳機能障害など認知機
能に障害を持つ場合、‘私’のことは考えられても、‘私
たち’のことへと広げて考えるには、丁寧なサポートと
十分に学ぶ機会が準備されていなければ困難である。 
○障害に気づくことは敗北ではなく、今のままで自分
らしく生きるための出発点 
 中途障害である高次脳機能障害の場合、それ以前の
自分像があり、障害を負った‘今’の自分を受け入れた
上でこれからの人生を歩むことに対する抵抗感がある。
今の自分を受け入れない家族や社会との葛藤だけでな
く、過去の自分と現在の自分との葛藤もあり、「今のま
までも、変わりなく‘私’である」ことを納得すること
は孤独な中では困難である。同じ障害に苦しみ、同じよ
うなことで葛藤する仲間と出会い、その人たちが苦し
みながらも新たな自分を受け入れ自信を持って生きて
いる姿に出会うことで、障害を負った今の自分を受け
入れることは敗北ではないと思えるのではなかろうか。
ピアサポーターに出会うことは、‘私’から‘私たち’
 へと視野を広げ、障害者権利条約草案で提言された権
利の主体の意味に気づく重要な機会といわねばならな
い。 
②‘私たち’の問題として気づくための取り組み 
 同じ生活のしづらさを抱えている人たちの悩みや苦
しさを、丁寧にしかも具体的に聞き出すことの大切さ
を学び、それぞれの人たちの個別の辛さから、自分の辛
さと共通していることを読み取ることは、まさに‘私’
から‘私たち’へと視点を広げる起点になる。一方、「私
の辛さは、あなたにはわからない！」として、孤独な世
界に入り込みがちな相談者にとっては、仲間としてつ
ながり受け入れられる貴重な存在である。そうした信
頼関係の中で、障害を抱えてしまった自分を認めるこ
とは敗北ではなく、新たな自分らしい生き方を模索す
ることで、今の自分を肯定しつつ未来に一歩を踏み出
す勇気が湧く。 
③高次脳機能障害とピアサポーター養成 
ピアサポート活動が緒についたばかりの高次脳機能
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障害領域においては、ピアサポートの出発点として
様々な生活のしづらさを抱えた仲間との出会いの場が
まずは必要である。 
 そして、当面、高次脳機能障害者のピアサポーター養
成に必要なことは、‘私’の思いを他者に向けてきちん
と発信することと同時に、‘私たち’の思いとして受け
止める機会であろう。 
‘私’の思いを他者に向けてしゃべることから始まっ
て、具体的な事実を踏まえて語る力をつける練習が必
要である。また、受け止める側の当事者も、他者の語る
具体的な事実の中から、断片的であっても「あ、同じよ
うに生活のしづらさを感じているんだ」と気づくこと
で、自らの生活を具体的に見直す機会にもなる。自分の
思いを生み出す具体的な事実にしっかりと目を向ける
ことで、感情にとらわれがちな‘私’から解放され、解
消されるべき障壁を具体的に抽出することができるよ
うになる。こうした同じ生活のしづらさを抱える当事
者の語りを‘私’の思いと繋ぎ、‘私たち’の思いへと
まとめ上げていく機会を豊富に持つことが先決である
と考える。一般的な相談技法は、こうした力を蓄えた上
で学ぶことになるであろう。 
３）ピアサポートに関する今後の課題 
 高次脳機能障害領域におけるピアサポート活動の一
例を紹介するとともに、高次脳機能障害者にとっての
ピアサポートの重要性について述べた。 
 しかし、この障害領域で緒についたばかりのピアサ
ポートの現状や課題は、十分に明らかになっていると
は言い難い。そこで、ピアサポート活動の現状を把握し、
障害特性との関連性も踏まえて高次脳機能障害領域固
有の課題を明らかにするとともに、ピアサポート活動
を啓発、普及するための導入プログラムの検討、整備を
進めることが本研究における次年度以降の課題である。 
６．障害領域に共通するピアサポーター基礎研修プロ
グラム案について  
(1)プログラム案の内容 
研究班では、前述したような多様な障害領域におけ

るピアサポートの歴史と取り組みの現状が報告された。
その結果、それぞれの領域で固有な活動として取り組
んできたことの中に、他の障害領域にも共通するニー
ズや課題が多く存在することに気づくこととなった。
自助グループ、患者会、自立生活運動、当事者会など、
活動の基盤となってきたものに違いはあるが、仲間ど
うしの交流から出発し、抱える生活上の困難から一歩
抜きん出た人たちが、今まだ困難を抱えている人たち
に何らかのサポートを行っている現状が共有された。
 それぞれの障害領域での活動の歴史や背景を理解し
た上で、本格的な議論は、本研究が取り扱っている障害
料域での当事者の活動をなんと呼ぶのかということか
ら出発した。それぞれの活動に則して、ピアサポーター、

ピア・カウンセラー、ピアヘルパー、ピア相談員、患者
会リーダー、ピアサポート専門員、ピアスタッフなどが
使用されてきたが、最終的には指し示す内容を誤解な
く受け取ってもらうために、「ピアサポート」が選択さ
れ、実践者についても最も一般的な呼称である「ピアサ
ポーター」ということに落ち着いた。ピアサポートを実
践するには、まず、ピアサポートとは何かということに
関する共有が必要となる。議論の結果、本研究において
使用するピアサポートについては「障害のある人生に
直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを活かし
て、仲間として支える」ことと定義した。さらに、本研
究の対象は当事者が展開する多様なピアサポートの中
でも、福祉サービスの範疇で、雇用契約を結んで、ある
いは有償で働く人たちが対象であることも再確認され
た。 
 研修プログラムの作成にあたって、冒頭に「ピアサポ
ートとは何か」を説明する必要があり、「障害者の権利
に関する条約」（Convention on the Rights of Pers
ons with Disabilities）が2006年に国連総会で採択さ
れ、2014年に日本でも批准されたことを受け、そこに
示されている「社会モデル」の考え方を共通の認識とし
て研修の中に取り入れるべきであると考えた。 次い
で、各障害領域で行われているピアサポート活動につ
いて、その実例を紹介し、多様な障害領域における実践
を学んでもらうこととした。実際の研修においては、シ
ンポジウム形式で、実際に有償で活動している複数の
ピアサポーターがその経験を参加者に伝えるという内
容とした。 
 実際にピアサポートを行うためには、コミュニケー
ション能力が求められる。それは、ピサポートに限った
ことではなく、対人サービスに携わる人たちが共通に
学ぶべき内容であり、プログラムに含んだ。特に相手の
話を聞く技術と発信する際に私（Ｉ）を主語にする会話
である「Ｉメッセージ」の活用に焦点化した。 
 さらに、実際にピアサポーターとして実践する際に
は、そのフィールドとなる福祉サービス事業や事業所
の実際に関する知識も必要となる。福祉サービスが提
供されるケアマネジメントの仕組みと、そこで働く人
たちがどういう業務をしているのかを中心に提示した。 
 最後にピアサポートの専門性とは何かということを
盛り込んだ。他の専門職種との違いに関して議論し、ピ
アサポーターの専門性は、「病気や障害を経験してきた
ことを強みとして活かすこと」であり、「経験を活かし、
ピアが自分の人生を取り戻す（リカバリーする）ことを
支援する」ことが重要な役割であることを確認した。精
神障害領域ではよく使用されている「リカバリー」とい
う言葉であるが、他領域ではそれほど使用されておら
ず、その言葉をどう言い換えるのかということも議論
になった。精神障害領域で使用されている「リカバリー」
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は単なる回復を指すのではない。「リカバリー」には臨
床的リカバリー（症状の改善や機能の回復）とパーソナ
ル・リカバリー（客観的なリカバリーと主観的なリカバ
リー）があると言われており、ピアサポーターはパーソ
ナル・リカバリーにかかわることでは一致をみた。また、
その人の障害が中途障害であるか否かによっても、「リ
カバリー」という言葉への受け止め方が異なる点も指
摘された。本研修で取り扱う言葉として、「リカバリー」
を違う言葉（日本語）に置き換える表現として「自分ら
しい生き方を見つけていく」「自分の本来の可能性を発
揮する」などの案が出た。最終的には「自分の人生を取
り戻す」と表現し、基礎研修では、「リカバリー」を併
記することとした。 
ピアサポーターはサービス提供機関の中では、多職

種と連携、協働しながら支援していく。そこで、ピアサ
ポーターとの協働がどのようなメリットをもたらすの
かということに関してであるが、専門性を意識するこ
とでそれぞれの実践がより磨かれ、専門職が得意とす
る領域と、ピアサポーター独自の領域があわさって、新
たな支援が展開されるのである。 
ピアサポートの専門性の中には、他の専門職と同様

に倫理や守秘義務を含む。ただし、緊急性のある時は例
外であることや、サービス利用者との距離感が当事者
同士であることから相談されたことをひとりで抱え込
むことがないようにすることなどは押さえておく必要
がある。サービス利用に関して、利用者から得た情報が
事業所職員内で共有されることは個人情報に関する契
約に含められている場合が多い。つまり、専門職等と共
有すべき情報と、支援に無関係で共有する必要のない
情報の振り分けをしっかり行うことが求められるので
ある。 
(2)基礎研修プログラム案（＊別添 基礎研修テキスト
案参照） 
 前述した講義内容をプログラムの骨子とし、各講義
のテキストには、その時間に学ぶ内容のポイント（達成
課題）を明示した。講師には、課題達成を意識したプレ
ゼンテーションを依頼する。講義終了後に、講義内容を
深めるための演習を配置する形でプログラム案を構築
した(表１)。研修は2日に分けて実施し、適宜休憩を挟
むが、体調等の優れない参加者には適切な配慮を行う
こととする。演習に関しては、1グループにピアサポー
ターと専門職の二人をファシリテーターとして配置す
る。参加者（ピアサポーターとして有償で働いている、
あるいは有償で働きたいと希望している人、及び、ピア
サポーターを雇用しているあるいは、今後雇用したい
と考えている福祉サービスの管理者(専門職)）をランダ
ムに6名前後のグループに分け（研修中固定とする）、
ディスカッションを行う。本研修プログラムに関して
は平成29年度に全国２ヶ所で試行し、その評価を反映

させ、平成30年度に再試行した後にプログラムとして
確定していく予定である。以下に内容の概要を記述す
る。 
 
表１：基礎研修プログラム案 
内容 時間(分) 

オリエンテーション 20分 
１．ピアサポートとは？ 30分 
グループ演習① 60分 

２．ピアサポートの実際・実例 
・ミニシンポジウム 

60分 

グループ演習② 40分 

３．コミュニケーションの基本 60分 

グループ演習③ 40分 

４．障害福祉サービスの基礎と実際 40分 
グループ演習④ 20分 
５．ピアサポーとの専門性 30分 

グループ演習⑤ 50分 
閉会式 20分 

 
1)ピアサポートとは？ 
 講師はピアサポートの実践者とし、多様な障害領域
で展開しているピアサポートについての概説及び、ピ
アサポート活動の根底には、障害者の権利に関する条
約に示された社会モデル的視点が在り、障害者の人権、
尊厳の尊重を促進することに寄与することを念頭に置
く活動であることもメッセージとして伝える。 
グループ演習①は「ピアサポートとは？」の講義を踏

まえ、自分がどういう立ち位置で研修に参加している
のか、ピアサポートをどう理解しているかを自己紹介
を交えながらディスカッションする。 
2)ピアサポートの実際・実例 
講師はピアサポートの実践者（異なる障害領域から

２，３名）とし、シンポジウム形式で行う。内容は、ピ
アサポートの経験を生かした働き方の実践例の紹介と
し、実際にピアサポーターが働く職場に関しても触れ
る。 
グループ演習②は、自分の経験を振り返り、自分の体

験の活かし方を中心にディスカッションを行う。参加
する専門職に関しては、ピアサポーターを職場でどう
活かすかという視点でディスカッションに参加する。 
3)（支援する上での）コミュニケーションの基本 
コミュニケーションの基本についての講師は、ピア

サポートの実践者と、ともに働く専門職の2名とする。 
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内容は、相談ということの意味や最低限知っていても
らいたい知識やスキルについて理解を深めることであ
り、相手の話を聞く技術と発信する際に私（Ｉ）を主語
にする会話である「Ｉメッセージ」の活用を中心として
いる。 
グループ演習③は、グループメンバーでコミュニケ

ーションの基本を共有し、提示した模擬事例について
検討を行う。 
４)障害福祉サービスの基礎と実際 
 講師は専門職とし、障害者基本法、障害者総合支援法
などを中心に障害福祉サービスの実際を紹介する。 
グループ演習④は、参加した専門職とピアサポータ

ーの間で、障害福祉サービスの中で、ピアサポートが活
用されているのはどういう場所で、実際にどういう仕
事(活動)をしているかをさらに深める。 
5)ピアサポーとの専門性 
講師はピアサポートの実践者と、ともに働く専門職

とし、ピアサポートの専門性はどこにあるのか、他の職
種と共通する点はどこか、そしてその協働について学
ぶ。さらに、経験を活かすこと（専門性）と倫理・守秘
義務についても概説を行う。 
グループ演習⑤は研修を通して理解したピアサポー

トの専門性を確認する。その上で、自分が実践したいピ
アサポート（専門職に関しては、ピアサポートの活用）
についてディスカッションを行う。 

 
Ｄ：考察及び結論 
日本の障害者制度は、長年障害ごとに縦割りで実施

されてきた。身体障害、知的障害に次いで、長年医療の
範疇とされてきた精神障害が徐々に障害者としての認
知を勝ち取り、近年、発達障害、難病、高次脳機能障害
に関しても徐々に福祉サービスの利用に関して門戸が
開かれてきた。福祉サービスが一元化されたことによ
り、福祉サービス事業所には多様な障害のある人たち
が来所している現状もある。 
ピアサポートに関しても、従来は障害領域でそれぞ

れに育成、活用がなされてきた。しかし、多様な病気や
障害によって生活上の困難を抱えている人たちが福祉
サービスを利用する状況下において、ピアサポートも
また、共通する部分に関して、横断的な研修が必要とさ
れている。さらに、受け入れる福祉サービス事業所の側
にもピサポートの活用が求められている。 
本研究は、障害領域において有償で活動する、あるい

は有償で活動することを希望しているピアサポーター
を対象とし、障害領域に共通の研修を組み立てること
である。この基礎的な研修を受講した上で、これまで構
築されてきたそれぞれの障害領域における研修（専門
研修）を受講し、ピアサポーターとしての専門性をさら
に高めてもらうということを意図している(図1)。 

図1：ピアサポート養成研修の構造（基礎と専門） 

 
高次脳機能障害や発達障害のように、ピアサポート

養成が十分に実施されていない領域もあり、今回の研
究がすべての障害領域を網羅しているわけではない。
しかしながら、本研修は、これまでの障害領域における
ピアサポーター養成において共通する要素を抽出し、
病気や障害により何らかの不自由を感じている方々を
支援していくピアサポーターにとって必要な基本的な
情報と視点を盛り込んでいる。障害領域を問わず、ピサ
ポーターが活動していく上で、あるいは、福祉サービス
事業の中で、ピアサポーターを活用していく上で有益
な研修として研究最終年度である平成30年度の完成を
目指していく予定である。 
この研究を進めるにつれ、障害ごとの違いももちろ

んあるが、共通している点も多く発見した。もっとも大
きかったのは、病気や障害により何らかの生活しづら
さを経験して来られたこと、その共通の経験を強みと
して、今困っている人たちに希望を持ってもらえるよ
う支援するというピアサポートの有効性を全員で確認
できたことだと考える。その議論に長い時間を費やし、
異なる障害領域のピアサポーターと専門家が語り合う
ことからこの研修案が生まれた。 
研修の冒頭、「ピアサポートとは？」の中に、社会モ

デルの考え方を示したが、障害があることの責任が個
人に帰せられるのではなく、社会がさまざまな障壁（バ
リア）を除去していくことによって、障害のある人とな
い人との平等が実現されるということ、障害がある人
を含め、多様な人がいる社会が当たり前の社会であり、
人の多様性を認め、尊重することが求められているこ
とをメッセージとして織り込んだ。 
本研修自体も、多様な障害領域の当事者、研究者、専

門職がかかわって構築してきたが、権利条約が出来上
がっていくプロセスの中で世界を駆け巡った「私たち
のことを、私たち抜きに決めないで」（Nothing Abou
t Us Without Us）というスローガンは、ピアサポー
トを実践する人たちの共通した思いでもある。お互い
がお互いを尊重しながら、プログラム構築のプロセス
をともに歩んできたという意味で、本研究のプロセス
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もまた、今後のピアサポートの活用を考える上で、示唆
に富んだものであったことは間違いない。次年度以降
の研修の試行、再構築を経て、福祉サービスの質の向上
に寄与する研修プログラムの構築に活かしていければ
と考えている。 
 
Ｅ．健康危険情報 

  無 
Ｆ．研究発表 
 無 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
 無 
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平成28年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 
 （分担）研究報告書 
  

ピアサポーター専門研修及びフォローアップ研修に関する研究 
 

 
 研究分担者  

                 岩崎 香  早稲田大学人間科学学術院 
 

研究協力者 
栄 セツコ   桃山学院大学 
田中 洋平   社会福祉法人豊芯会地域生活支援センターこかげ 
中田 健士   株式会社MARS 
飯山 和弘   NPO法人じりつ埼葛北障がい者地域活動支援センターふれんだむ 
磯田 重行   株式会社でかぬーて 障害福祉サービス事業所 利生院 
伊藤 未知代  公益財団法人 横浜市総合保健医療財団 横浜市総合保健医療センター 
岩上 洋一   NPO法人じりつ 
宇田川 健   認定NPO法人地域精神保健福祉機構 
内布 智之   一般社団日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 
門屋 充郎   NPO法人 十勝障がい者支援センター 
彼谷 哲志   NPO法人あすなろ あすなろ相談支援事業所 
小阪 和誠   一般社団法人 ソラティオ 
後藤 時子   日本精神科病院協会 
坂本智代枝   大正大学 
種田 綾乃   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会復帰研究部 
東海林 崇   株式会社浜銀総合研究所 
三宅 美智   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  

精神保健研究所 精神保健計画研究部 
 
 

研究要旨： 
 本研究は、「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修」の中の精神障害ピアサポーターに関する専
門研修プログラム案と基礎・専門研修を修了した人を対象としたフォローアップ研修案を構築することであ
る。3年計画の研究の初年度である平成28年度においては、障害領域を横断する基礎研修を念頭に置き、精
神障害領域における専門研修プログラム案を構築し、研修で使用するテキストの作成を行った。フォローアッ
プ研修に関しては、平成29年度にプログラム案を構築し、平成30年度に実施を予定している。 

 
 
 
Ａ．研究目的 
本研究は、「障害者ピアサポートの専門性を高めるた

めの研修」の中の精神障害ピアサポーターに関する専
門研修プログラム案と基礎・専門研修を修了した人を
対象としたフォローアップ研修案を構築することであ
る。本研究で作成した障害領域に共通する基礎研修案
を念頭に置き、精神障害領域における専門研修プログ
ラム案を構築し、研修で使用するテキストの作成を行
った。 

 
Ｂ．研究方法 
日本における精神障害領域におけるピアサポートの

現状を概観し、これまでのピアサポート養成研修を分
析、検討した上で、養成研修プログラム案を構築した。 

 
Ｃ．研究結果 

１．ピアサポートがもつ可能性 ―精神障害当事者か
ら学ぶ― 
(1)はじめに 「『ピアヘルパー』と『当事者ヘルパー』

は異なるのですか？」という問い 
1990年以降、我が国の精神保健福祉領域において「ピ

アサポート」と呼称される実践が急速にみられるよう
になってきた。その背景には、仲間同士の相互支援に基
づく活動の展開過程のなかで「ピアサポート」が位置づ
けられたことや（栄 2011：寺谷 2008：谷中 1996）、
欧米諸国から多様なピアサポートに関する研究や実践
の紹介がなされたこと（相川 2013：Repper 2012：精
神障がい者ピアサポート専門員養成のためのテキスト
ガイド編集委員会 2015）、障害者総合支援法等に「ピ
アサポート」という文言が明記されたこと、現存する精
神保健福祉システムを補完する必要性から、先行した
「ピアサポート」の実践の実態があること（大阪ピア･
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ヘルパー連絡会 2011：寺谷 2008）などがある（栄 
2016）。 
 1995年の障害者プランの策定に伴い「市町村障害
者生活支援事業」にピアカウンセリングが規定されて
以降、同様の障害をもつ者同士の相互支援の有効性が
再認識されるようになった。2002年度に精神障害者
が利用できるホームヘルプが制度化されることによっ
て、当事者による当事者のための生活支援を担う「ピ
アヘルパー」を養成する自治体もあらわれた。また、
2006年に採択された障害者権利条約に「障害者の相
互支援の活用」が謳われ、障害者領域における「ピア
サポート」が周知されるようになった。２年後に事業
化された精神保健福祉領域の「地域移行支援事業」の
実施要綱では、「当事者による支援（ピアサポート）
等を活用する」ことが明記され、2010年には「精神
障害者地域移行・地域定着支援事業」の実施要綱のな
かで「ピアサポートが積極的に活用されるように努め
るものとする」と規定された。そして、2015年に社
会保障審議会が提出した報告書である『障害者総合支
援法施行の3年後の見直しについて』（2015年12月
14日）では、「･･･地域移行や地域生活の支援に有効な
ピアサポートを担う人材等の育成・活用を進め
る･･･」と明文化された。このような法制度の変遷に
伴い、「ピアサポート」の有効性を示す報告がみられ
るものの、全国レベルの統一的な仕組みがなく、その
養成や活用は自治体ごとに取り組まれているのが現状
である。 

1999年の精神保健福祉法の改正に伴い、精神障害
者が利用できる「ホームヘルプサービス」が法定化さ
れた際に、私は二つの「ピアヘルパー」の養成研修に
携わることができた（大阪ピア・ヘルパー連絡会 
2011）。一つは、A法人が精神障害をもつ当事者同士
の日々の生活支援に基づいて作成した独自の養成研修
である。もう一つは、B自治体が既存の二級ヘルパー
養成研修のカリキュラムを用いて、「ピアヘルパー」
と称した養成研修である。いずれも、その修了者を
「ピアヘルパー」と呼称していた。前者は法人内の支
援に限定されながらも、精神障害をもつ人々のニーズ
に応じたオルタナティヴな生活支援の方策を示すもの
であり、「精神疾患の体験を基盤に、特に時間や場所
を限定せず、ありのままの自分を生かしながら、精神
障害者の日常生活における支援を行い、既存のホーム
ヘルプサービスの不備な点を補完、検証、是正、改革
する活動」と定義した。「ピアとは何か」「共感とは何
か」「対等とは何か」が研修内容に盛り込まれてい
た。後者は既存の二級ヘルパー養成研修に基づいてい
るため、その資格所有者には就労形態を拡大する機会
になったものの、「ピアヘルパー」と自称するか否か
は本人の病気の開示に任されるのである。 

近年における「ピアサポート」は、「仲間・対等と
いう関係性」よりも「同様の障害や疾患の経験のある
人」に着目して、「ピア」という文言が使用されるこ
とが多い。冒頭の言葉は、ある自治体主催のヘルパー
養成研修を修了した人から受けた質問である。「私は
精神障害に限定したヘルパーではなく、精神の病いも
自己開示せず、ヘルパーという専門職として働きた
い」というものだった。これを機に、私は、「ピア」
という活動には、病いや障害等の生活のしづらさの経
験、その自己開示、利用者との関係性、などが含意さ
れることを意識するようになった。 
そこで、本稿では、精神保健福祉領域でみられるピ

アサポートの有用性やピアサポートを担う人々の困難
感など、ピアサポートのアウトラインを整理すること
にした。 

 
(2)多彩な「ピアサポート」活動 
1)ピアサポートの特性 
ピアサポートには、全ての人間は知性や創造性にあ

ふれ、共に支えあう存在であるという人間観がある。そ
の活動は、ソーシャルサポート理論、経験的知識、ヘル
パー・セラピーの原理、社会的学習理論などを基盤とし
（Solomon 2004）、生活のしづらさによる経験知のわ
かちあい、生活支援、権利擁護、当事者活動の組織化、
調査研究など多彩な内容がある（栄 2012）。ピアサポ
ートの特性には多様性・柔軟性・実用性・変革性があり、
現存する法制度を補完・検証・是正・改革し、オルタナ
ティヴな活動を創出する可能性を秘めている。 
 専門職（精神科ソーシャルワーカー）との協働とい
う観点から、わが国の精神保健福祉領域のピアサポー
トを振り返ると、やどかりの里の谷中輝雄は精神障害
者の生活支援の一つの要素に「仲間」を位置づけ、仲
間同士の支援によりセルフヘルプの力が増してくると
述べている（谷中 1996）。また、JHC板橋の創始者
である寺谷隆子は「やさしい街づくり」の理念のもと
に、同様の体験をした者同士による相互支援として
「ピアカウンセリング講座」を開催するとともに、わ
が国で始めて世界クラブハウス連盟に基づいたクラブ
ハウスを設立した。仲間同士の自助活動を基本とした
クラブハウスの実践は、当事者の希望に応じてユニッ
ト活動を選択することができ、専門職と協働で運営す
る有用性を明らかにしている（寺谷 1994）。さらに、
菅野治子は浅香山病院の「デイケア・サロン」におい
て、精神障害をもつ人に対して、「患者」「障害者」で
はなく「生活者」の視点をもち、「サービス受給者」
から「サービス提供者」の役割を担当できる機会や場
の提供を行ってきた。当事者同士が「サロン」運営を
主体的に担うことで、その役割に対する責任感と自己
効力感を体感していた（栄・菅野 2001）。このよう
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に、精神科ソーシャルワーカーが重視する当事者同士
の相互支援は、「患者」「障害者」から「生活者」の視
点へ、病理欠陥モデルからストレングスモデルへ、サ
ービス受給者からサービス提供者へ、オルタナティ
ヴ・サービスの創出へ、というパラダイム変換の可能
性を秘めている。 
以上のように、同様の生活のしづらさをもつ当事者

同士の相互支援を「ピアサポート」を捉えると、日常
的な相互支援から、当事者による当事者のための生活
支援、多職種チームの一員、仲間の要望を代弁する政
策決定者としての活動等への広がりがみられる。 
2)病いの経験に基づくわかちあい 
 病いの経験に基づく生活のしづらさやそれに対処す
るなかで得た経験知等のわかちあいは日々のつきあい
でみられる。病状や診断名が異なる人々とに何をわか
ちあうのかという質問に、Cさんは次のように「わか
ちあい」を説明してくれた（栄2007；40）。 
 
裾野から山の頂上を目指して登る時、同じコースを
歩いていないからわからないといいませんよね．辛
かったよね、しんどかったよねっていうでしょう．そ
れがピアの「わかりあえる」ということだと思うので
す． 

 
3)病いの体験を生かした生活支援 
 病いに纏わる生活相談に応じる「ピアカウンセラ
ー」、日常生活支援を担う「ピアヘルパー」、地域移
行・地域定着支援を行う「ピアサポーター」の支援に
は「カウンセリング」「生活支援技術」「社会資源の活
用法」などの知識や技術が必要とされることから、そ
の習得を目指す研修が伴うことが多い。また、これら
の活動への対価に対して、「支援するーされる関係」
は「ピア」という対等性の保持が難しいのではないか
と質問すると、Dさんはピアの「対等」に対して、次
のように表現していた（栄2007；49）。 
 
仲間に何かすることで、自分自身が多くのことを学
びますよね．支え・支えられるという関係が対等とい
うことだと思うのです． 

 
4)多職種協働におけるオルタナティヴな活動 
 精神障害者の場合、「障害と疾病の共存」という障
害特性から、医師・看護師・作業療法士・臨床心理
士・ソーシャルワーカーなどの多職種で構成されるチ
ーム・アプローチが主流である。そこに、当の本人と
同様の生活のしづらさをもち、それに対処した人がチ
ームに参画することで、当事者のニーズに適う支援の
可能性が生まれる。地域移行支援チームの一員として
活動しているEさんは自分の存在を次のように説明し

た（栄2007；38）． 
 
同じような病気を経験している「ピア」だから言える
ことがあると思う．言葉にしなくてもわかってもら
えることがある．それがピアの強みだと思うのです． 
 

5）病いの経験者の代弁者 
 「自分こそがリカバリーの専門家！」というフレー
ズにあるように、病いや障害の経験知をもつ者だから
こそ、そのニーズに適う支援が可能となることがあ
る。この「ピア」の専門性を活用した障害福祉計画等
の政策立案に関与する活動もある（Janet 2002＝

2015）。 
 
(3)ピアサポート活動とその有用性 
 精神保健福祉領域のピアサポート活動の特性とし
て、少なくとも次の四点がある。①リカバリー志向で
あること、②病いの経験による知恵を活用すること、
③我々感情や仲間意識に基づく対等な関係性を大切に
すること、④現存の法制度を補完、検証、是正、改革
し、新しいサービスを創出する可能性があること、で
ある。このような特性をもつピアサポート活動の有用
性を、以下に示す。 
 
1）精神の病いの経験知を生かす本人 
①（病いの）経験知の活用による自己効力感や自己肯

定感の獲得、②障害観に対する肯定的イメージの醸成、
③（障害を開示した）雇用の機会の拡大、④活動への対
価の獲得、⑤活動に対する責任感の向上とそれに伴う
体調の自己管理、⑥精神保健福祉領域の法制度に対す
る関心の向上、⑦社会改革への意識の覚醒と向上、⑧新
たな活動への挑戦、などがある。ピアヘルパーの F さ
んは自己効力感を次のように表現していた（栄 2015；
23）。 

 
 利用者の方が自立に向かうことは、うれしい．精神の
人はADL（日常生活動作）もQOL（生活の質）も上
がることがある．それをみるのが楽しいから、この仕
事はやめられない． 

  
2）ピアの支援を利用する人  々
ピアサポート等の利用者には、①我々感情による孤

独感の軽減、②経験知による実用的で包括的な支援の
利用、③ニーズの充足に伴う生活の質の向上、④モデル
の獲得などがある。 
 
3）精神障害をもつ本人が所属する機関 
所属機関には、①利用者の視点を重視したニーズ把

握、②利用者のニーズを反映したサービスの提供・サー
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ビスの創出などがある。ピアスタッフのG さんは自分
の役割について、以下のように語っていた（栄 2007；
49）。 
 
当事者の立場から、社会と当事者をつなぐパイプ役
だと思うんです．ピアヘルパーなら事業所と当事者
をつなぐ役割がある．だから、当事者の希望を代弁す
ることもあります． 

 
4）社会の精神保健福祉システム 
現在の精神保健福祉システムに対して、①既存のサ

ービスの補完・検証・是正・改革、②新しいサービスの
創出、③社会の精神障害者に対する偏見の低減や是正
などがある。ピアという活動には支援する側と支援さ
れる側の互恵的な関係があり、ピアの基盤にある共感
を媒介として、仲間の声を代弁し、社会や組織に働きか
ける役割がある． 
 
(4)「ピア」活動を担う人々のつぶやき 
 ピアサポート活動の価値や有用性が認識され、具体
的な活動の広まりがみられるようになってきたが、「ピ
ア」活動を支える法制度が未整備ななかで、その課題も
多くみられる。 
 
1）支援する私たちの支援者がほしい 
ピアサポーターが活躍する機会や場は未だ少ない状

況で、所属機関に「障害をもちながら働く仲間がいない」
「仲間から『（雇用に）やっかみ』を言われる」などの
声があり、孤独な状況にあるピアサポーターも少なく
ない。「ピアには影の部分もある」というHさんは仕事
上の悩みを共有し、その解消策を一緒に考えてくれる
人が必要だという（栄 2015）。 
 
「ピアは素晴らしい」けど、孤独なんです.支援して
いる私にも支援者が必要なんです. 

 
2）「仲間関係」と「スタッフー利用者関係」という２つ
の立場性に悩む･･･ 
 「利用者」から「スタッフ」への立場性の変更は、「利
用者同士」の仲間関係に「スタッフー利用者」という新
たな支援関係を生む。ピアスタッフになった I さんは
自分の立場性に悩むエピソードを語ってくれた。施設
の戸締りを任せられていた Iさんは、ある日、利用者か
ら「家に帰るのが不安」と相談された。そこで、時間通
り戸締りをした後、そのメンバーと喫茶店に行き不安
に寄り添うことにした。その時、メンバーから「施設で
ゆっくりしたかった、（施錠を優先して）スタッフみた
いだ」と言われ、Iさんは立場性に悩んだという。 
 

２）職場の同僚から「障害者」に対する理解がない･･･ 
 ピアヘルパーの J さんは、職場のヘルパーから「私
と同じ給料？」と言われた悩みを語ってくれた。Jさん
は体調を崩すと何日も仕事を休むことがあり、そのヘ
ルパーが代行することが多かった。Jさんの悩みを聞い
た施設長は精神障害をもつ人への合理的配慮をテーマ
とした研修を行い、誰もが病気等で休むことがあれば
互いに助け合える職場づくりを目指したいと伝えた。
職場の理解を得て、Jさんは安心して働くことができる
ようになったという。 
 
3）守秘義務とチームの一員としての揺らぎ･･･ 
 友人である L さんの地域移行支援を担う多職種チー
ムの一員であるピアサポーターのK さんは、チームに
おける自分の役割について悩むという。K さんはL さ
んの本音を聞くことが多く、チームのメンバーに L さ
んの思いを代弁する役割があると思っていた。しかし、
L さんのケース会議に際して、K さんは守秘義務を理
由に参加することを断られたという。 
 
4）「ピア」に関する活動が地域に根づいていない･･･ 
セルフヘルプグループから障害福祉サービス事業所

に展開した事業所のピアスタッフとなった M さんは、
地域に「ピア」に関する活動が根付いていないことに悩
むという。「『精神』の病気に未だ偏見がある地域に住ん
でいると、病気の自己開示に抵抗を示す人が多い」と語
ってくれた。ピアサポートに関する活動の理解や普及
には地域格差がみられる。 
 
 これらの当事者の困難感をふまえると、「ピアサポー
ト」が地域生活支援システムの一つとして機能するに
は、ピアサポートの利用者の理解、職場の上司や同僚の
理解、地域にある機関や人々の理解が不可欠と言える。
それには、病いの経験知をもつ当事者と支援や政策決
定等を含む専門知をもつ支援者との対話が必要であり、
その積み重ねのなかで、「制度（国・都道府県・市町村
の事業）としてのピアサポート」と「機能（独自性、オ
ルタナティヴな視点の活用）としてのピアサポート」が
リンクするシステムの構築が求められる。「ピアサポー
ト」という新しい文化を融合するには、「ピアサポート
を支えるネットワークづくり」と「ピアという互酬性を
生み出す関係づくり」を両輪とする実践が不可欠であ
る。 
 
(5)おわりに 
 多彩なピアサポート活動の広がりを背景に、その活
動に従事する当事者の座談会で、N さんは利用者との
対等性を保持するには「支援させて頂いている、お給料
がもらえている」という思いを意識することが大切だ
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という。そして、その座談会では「ピア」という関係性
を重視した活動を担う人の資質として、「人が好きで、
相手に対して優しい気持ちになれること」「相手との関
係において支配関係や指示関係にならない、同じ仲間
なんだという原点の意識を失わないこと」「原則、自分
の病気の開示ができ、病識をもつこと」「（ピアサポート
できる）自分自身に誇りをもつこと」などの要件があげ
られた（栄 2015；23）。このような当事者の思いは、
「ピアサポート」が病いを患った経験から得た知恵に
価値を置き、誰もが一人の人間として敬意が払われる
文化を醸成する可能性を生むと言える。 
 
 
２．精神障害者の地域移行に関するピアサポーター養
成について 
(1)日本における地域移行に関する取り組み 
 日本の精神科病院の入院者数は平成 26 年度の時点
で28.9万人とされており、そのうち1年以上の長期入
院者については 18.8 万人という調査結果が出ている
（第 1 回これからの精神保健医療福祉のあり方に関す
る検討会 平成28年1月7日開催 参考資料より）。
これは世界的に見ても突出した数字であり、こうした
現状を解消することが日本の喫緊の課題となっている。
国としても平成16年には精神保健福祉対策本部が「精
神保健医療福祉の改革ビジョン」を打ち出し、「入院医
療中心から地域生活中心へ」という基本的な方策を推
し進めていくため、国民各層の意識の変革や、立ち後れ
た精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を今後10年
間で進めるとして取り組んできた。しかし、それでも今
なお多くの人が長期間入院している現状については、
以下の要因が考えられる。 
（表1:地域移行を阻害する要因） 

 
 
こうした阻害要因を取り除くための方策として、各

領域において以下のような取り組みがおこなわれてい
る。 
 
（表2:医療領域） 

 
（表3:地域・行政領域） 

 
 
（表4:患者・家族領域） 

 
※表1～4 
「これからの退院促進・地域定着支援をより効果的にする

ための実践セミナー」記録報告書 （財）精神神経学振興

財団 / 国立精神・神経医療研究センター高橋清久氏の資

料を参考に一部改編して作成 
 
(2)地域移行におけるピアサポーターの役割例 
（東京都豊島区での取り組み） 
 こうした地域移行を推し進める取り組みの中でピア
サポーターの役割としては、表 2 の 3.地域機関との協
働作業として病棟内作業療法などへの参加、表 2 の 5.
職員の退院イメージ醸成として体験談発表、表 4 の 3.
当事者の意欲を増すこととして個別支援を含むピアサ
ポーターの関り全般、が特に有効であると考えられる。
東京都豊島区では「豊島区障害者地域生活移行支援事
業」での取り組みとして、地域生活支援センターこかげ
に所属するピアサポーターが、近隣の病院と連携して
の活動をおこなっている。①病棟内のグループプログ
ラムに参加、②個別もしくは集団での社会資源見学な
ど患者の外出に同行、③退院に向けたケア会議に参加、
④地域生活における経験を体験談として発信する。こ
の事業ではピアサポーターは雇用契約ではなく、1回の
活動につき協力費として 1,000 円程度が支払われるこ
とになっている。この事業においてピアサポーターが
どのような点にやりがいを感じているか、事業に従事
したピアスタッフの報告ではあるが以下の文章を紹介
する。 
「長期入院患者の退院促進支援活動は難しいものが

あるが、遣り甲斐もあると思います。入院した患者は
『退院したい、退院したい』と最初は思っていても、入
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院が長引くにつれてその意欲が損なわれてしまう患者
もいます。三食昼寝付きなので入院している方がいい
と思い込んでいる患者や退院を諦めている患者もいま
す。そういう患者を退院にもっていくには、ある人が言
っていましたが『希望』を持たせることだと私も思いま
す。そうすることによって患者を外に連れ出すことが
出来るのではないかと思います。散歩でもいいし、買い
物でもいいと思います。病院の周りを散歩するのもい
いでしょう。退院していった仲の良い友達のアパート
を訪ねていって、どんな生活をしているのか見聞きす
るのもいいでしょう。」 
つまり、この事業ではピアサポーターの役割を「ピア

として入院患者の気持ちに寄り添った支援」を基本と
考えている。支援者としての役割も持ちつつ、専門的に
なりきらない役割も地域移行におけるピアサポーター
にはあるのではないだろうか。 
 
(3)地域移行に関するピアサポーター養成例 
 東京都には、地域移行支援に関する任意参加の緩や
かな圏域別事業所（一部行政）ネットワークが複数存在
する。そのうちの一つで主に23区東部～北西部をカバ
ーしている「いっぽの会」というものがある。指定一般
相談支援事業に限らず、区単独事業としての地域移行
支援をおこなっている自治体も含まれている。そのネ
ットワーク内の特徴として、ピアサポーターの養成の
形には以下の2つの傾向があった。 
①精神保健福祉士や看護師などの専門職が講義をおこ
ない、年間全 3 日間程度で講座を開催する。地域移
行やその支援に関する知識を体系的に事前学習する
もの。 

②病棟訪問活動などを1か月ごとの定例会で振り返り、
実際のピアサポートの場面で得た知見を体感的に学
ぶもの。 

 2つのパターンを組み合わせている自治体もあれば1
つのみで実施している自治体もあった。①のみの養成
形式だと知識を得ることが目的として以後の活動に参
加しないピアサポーターも多くなり、ピアサポーター
活動の継続性に課題を残していた。②のみだと支援者
としての役割の質が均等化されず、特に他の専門職と
連携した支援を実施するにあたって「当事者のことは
ピアサポーターにしか分からない」というピアサポー
ターの発言から支援チーム内に溝が生じてしまうこと
も報告されていた。こうしたことから、地域移行の現状
や支援方法について体系的に学び、さらにピアサポー
ター同士の情報や意見交換によるネットワーク化をバ
ランスよく実現することが地域移行におけるピアサポ
ーター養成に役立つことが伺える。 
 
(4)最後に 

 筆者は前述の東京都豊島区の事業と指定一般相談支
援事業において精神障害者の地域移行に携わっている。
こうした複数の専門職による連携が必須な領域にピア
サポーターが関わることは、鍵のかかる病棟と院外を
生活者の目線で結びつけ、長期入院者や他専門職に対
して退院及び退院支援の動機付けとして有効であると
考える。しかし、それを体系立てようとするのであれば、
ピアサポーター自身が感じている支援成果や課題に十
分に耳を傾け、他専門職の既存の考え方にとらわれな
いようにしないと、ピアサポーターとしてのエッセン
スが骨抜きになるのではないかと思う。それはつまり、
既存の事業や制度の枠組みにとらわれ過ぎないことが、
ピアサポーターが入院患者の気持ちに寄り添う上で大
切だということである。 
 
３．宙麦会グループにおけるピアスタッフの育成につ
いて 
(1)宙麦会グループとしての地域支援 
弊社は、千葉県流山市にある精神科のひだクリニッ

クの就労グループから発展した会社である。ひだクリ
ニックは 2005 年に始まり、弊社は 2009 年に当事者３
名、その他２名で設立し、今では社員３５名当事者１５
名が働いている会社となった。流山市は人口１８万人
のであるが、１０年前は精神科病院及びクリニックは
１ヶ所もない地域であった。また、隣接している松戸市
においても主に精神障害者を対象として B 型は１ヶ所
もない地域であった。そのため、この１２年間で医療法
人としてクリニックが２か所、訪問看護ステーション
１ヶ所、相談支援事業所１ヶ所を運営し、株式会社で、
自立訓練(生活訓練)・就労継続支援 B 型の多機能１ヶ
所、就労継続支援 B 型１ヶ所、外部サービス型共同生
活援助(16部屋)、就労移行支援１ヶ所、生活介護1か
所と利用者のニーズにおいてサービスが広がっていっ
た。 
 

(2)ピアスタッフとなるまでの流れ 
現在は各事業所においてピアスタッフが働いている

状況だが、多くのピアスタッフはデイケアメンバーか
ら弊社社員となり働いている（中田：2016）。 
図１にあるようにひだクリニックのピアスタッフとし
て働くまでの流れとしては、最初は外来通院から始ま
りデイケアへ通うようになり、心理教育や自己対処機
能の強化につながるプログラムを受けることになる。
デイケアではこの２点を重要としており、どんなに症
状がある方や認知機能に影響がある方などでも、わか
りやすく理解のしやすい工夫をしてリハビリの取っ掛
かりとしている。（図や例えやユーモアなどをふんだん
に活用した心理教、ひだクリニックで「るえか式心理教
育」として実施）そして、自分の症状や服薬の必要性や
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気持ちが不安定になった時など薬だけでなく仲間など
の協力を得ながら自分で対処ができる力を身につける
リハビリテーションを行うこととなる。その後、プログ
ラムのリーダーや企画の実行委員、疑似就労訓練を行
いながら責任感や他社との関わりを再学習し、ピアサ
ポートを意識して携わることになる。一人ひとり時間
や内容に違いはあるが、多くのピアスタッフはこのよ
うな経緯をたどりピアサポーターとして弊社で働くこ
とになった。 
心理教育の意義としては、松田(2009)は「心理教育には
患者の病識、服薬に関する認識、徴候などを改善する効
果がある他、徴候の判断や対処技能を獲得させる効果
も期待できるといえる。したがって、心理教育は、早期
の退院を目指す加入として、また、地域で暮らす患者が、
自立あるいは自律して QOL の高い生活を送るための支
援として期待できる方略だといえよう」とあり、精神科
のリハビリテーションにとっえなくてはならないもの
だと考えている。 
病気や薬を含め自分を知ることで、自分の考えの癖

やこれまで悪循環となっていたことを客観的に考える
ことができるようになり、新たな対処方法を取り入れ、
より良い方法へとブラッシュアップが可能となる。そ
こで自分の一見マイナスである病気の経験を活かし、
支援をしたいと考える方には、困っている方へのサポ
ートなどを意図的に行って頂くことで、人の役に立つ
ことの充実感やマイナスの経験が他者の役に立つこと
を実感し、さらなるリカバリーへとつながるのである。 

 
図１ 

 
(3)るえか式心理教育とは 
 次にるえか式心理教育の概要を説明したい。まず心
理教育の最初に行うこととしては、病気や薬に対する
イメージを変えることである。例えとして良く使用す
るのは図２のダムの図である。これはこころのストレ

スをダムの図として表しているものである。日々感じ
るストレスを雨に例え、精神疾患の発症はダムの崩壊
として表現をしている。ここでは薬はダムの堤防を補
強する役割であることや薬だけでなく、自分自身でそ
のストレスを解消する手段を用いてなくては再びダム
の水はあふれてしまうこと、ストレスの水がどこまで
耐えうるのか危険水域を自身で把握することの大切さ
等を説明し、その都度このダムを例えに用いてリハビ
リテーションを行っている。一度この図を説明すると
以後、共通言語のように互いに使うことができると共
に精神疾患の当事者は自身の事を客観的に考える力が
つくことにつながっている。 

図２ 
そして、具体的な自己対処法を学習するのには、このる
えか式心理教育を土台とし、SST(Social Skills 
Training や当事者研究、WRAP(Wellness Recovery 
Action Plan)当事者中心で行いこれまで自分や他人に
迷惑をかけて対処をしてきたことをまだ、予防の段階
でその原因に気が付き、自分で対処ができる力をつけ
ることに大変役立っている。 
このように、どこでも誰でもいつでもできる心理教育
を実践し、専門職も日常用語を使い情報公開をしなが
らリハビリテーションを行うことで、医療・福祉の支援
者としての特権性の排除につながるように心掛けてい
る。 
 
(4)実際に勤務しているピアスタッフの事例 
 ピアサポートの業務を職務の中で行っている藤井と
櫻田の事例を紹介したい。 
藤井は、勤務歴６年でピアサポート業務としては４

年であり、デイケアを４年利用しスタッフとなった。現
在はデイケアで疑似就労グループのサポートや SST の
リーダー、見学者への対応、訪問活動を業務として行っ
ている。ただ、働いている中でも他のスタッフの話を被
害的に捉えてる傾向や、自分自身大学を中退してしま
っていることや精神疾患を発症したことのセルフステ
ィグマは多少なりとも残っている。 
しかし、そういった当事者性があるからこそ初めて
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デイケアを利用する方の気持ちであったり、リハビリ
が上手くいかない時の気持ちに深く共感でき、リハビ
リテーションとしては一歩先行く者としてのロールモ
デルとなり得ると考えている。 
 また、櫻田は勤務歴・ピアサポート業務も４年であり、
現在は就労移行支援の指導員として勤務している。櫻
田は高校時代に発症し、２０代でデイケアを１年利用
し、一度障害者枠での就労をしたが１年６ヶ月で退職
し、再びデイケアに戻り、ピアスタッフとして採用とな
った。デイケアを利用する中で準備をしたことはSSTと
心理教育だけだと話しており、症状を自分自身で理解
をし、対処方法を考え、実践していったことが良かった
と考えている。また、精神的な具合が悪くなっても仕事
は休まないように心掛けており、その時は仕事を普段
の３～４割減のエネルギーで働くことを意識している
と話している。就労支援を受ける中で働くとは「労働力
を提供して対価を得ること」と学習し、これは障害者で
あっても同じことと認識をしている。その上で自身の
自己対処のスキルの獲得方法や就職活動での失敗談、
幻聴やマイナス思考が強くなった時の対応等、就労支
援の中に盛り込み業務に取り組んでいる。 
(5)ピアサポートを受けピアサポーターに憧れ、働くま
でにつながった事例 
元看護師の F さんは２７歳までは一般科の看護師と

して勤務をしていた。結婚後２８歳で出産し、育児の疲
れや夫との関係の悪化で不眠が続くようになった。ま
た夫からのDVも出始め精神科を受診、退院後自宅の４
階から飛び降り入院し統合失調症の診断を受ける。１
ヶ月で退院となったが、１日中寝ていて家事は出来ず
入浴などの自己管理も困難であった。2年後には少しづ
家事ができるようになったが、夫との離婚調停で症状
が悪化、3度目の入院となる。退院後、就労継続支援B
型なども利用するが、家事と子育ての両立や近隣者と
のトラブルなどがあり、引きこもりがりになり、ACTを
利用し、往診や訪問看護を受ける生活となる。１年後往
診の看護師からの勧めでデイケアに参加し、るえか式
心理教育や SST などで自分の病気や思考の歪みなどに
気付きリカバリーが進んできた。この時にデイケアに
いるピアスタッフの存在に影響を受けたこともあり、
ピアサポーターとして働きたいという気持ちが強くな
った。看護師ではなくてピアスタッフ(看護師)で働き
たいと思い、就労移行支援を利用しながらピアスタッ
フの櫻田のサポートを受けピアとして働くことを目標
とした。その後約 1 年間実習やピアスタッフとしての
必要な座学などを受け、現在はデイケアのピアスタッ
フとして勤務している。 
 
(6)他の専門職とピアスタッフとの関係 
坂本(2008)は精神保健福祉士がピアサポーターを支

援する経験ととおして成長するプロセルの中で、発掘
作業⇒二人三脚の環境整備⇒経験の蓄積化という経緯
をまとめている。弊社のピアスタッフと専門職との関
係もこれと似た流れがあり、採用時はまず本人の強み
や潜在的な能力を互いに発見することから始まる。こ
の段階では、そのピアスタッフの上司や本人は強みが
見えないこともあり、下請け的な雑務を依頼すること
が多くなってしまう。この段階では一般的に仕事がで
きないと評価をされ、本人も自信を無くし辞めてしま
ったり体調が悪化してしまうピアスタッフも多く、互
いに我慢が必要な時期でもある。１～２年をかけて強
みや潜在的な能力に合わせて業務を行い上手く連携で
きた経験が蓄積することで、その下請け的な雑務中心
の業務から、そのピアスタッフの疾患経験や人生経験
が活かされる業務中心へとシフトしていくのである。
わかりやすい例としては、弊社には引きこもり１５年
のピアスタッフがいる。引きこもりの方への対応は任
されること多くなり、就職した経験のあるピアスタッ
フは、仕事のストレスを抱えながらの症状との付き合
い方やその対処などで経験が活かされると考えている。
このような強みがあると知っていても仕事を当事者に
任せることを専門職が躊躇してしまうことがあると考
えている。 
このことは、リカバリーをした当事者が働きやすい

環境が必要だということにもつながることである。図
３では環境が整っていない状態での悪循環を示してい
る。リカバリー思考やストレングス視点の弱い職場で
あるとピアスタッフも委縮してしまい、その様子を専
門職が見て仕事ができないと確信しさらに職場環境が
悪くなってしまうことがある。しかし、図４のようにリ
カバリー思考やストレングス視点が強くある職場だと
ピアスタッフ自身が自分の強みを意識しやすく具体的
な目標が見出しやすくなり、一緒に働く専門職もより
強みを意識できる。このことで好循環が生まれ疾患経
験を支援に活かしながら既存の専門的な支援とが融合
した関わりとして成功経験の蓄積とつながるのである。 

図３ 
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図４ 

(7)まとめ 
医療法人宙麦会及び株式会社MARSの取り組みとしてピ
アスタッフを育成し雇用しているが、ポイントとして
は図５にあるように職業準備性の初期段階の心と体の
健康管理を医療機関のサービス等を受け、自分である
程度行うことができるかどうかが重要である。また、そ
のことを本人・家族・医療福祉従事者が諦めていないか
どうか、出来ないと決めつけていないかどうかがスタ
ートでないかと考えている。ピアスタッフであろうが
その他の職業で働くことになろうが、働いて賃金を得
ることは一緒である。ピアスタッフが今後支援の現場
で多く活躍するには、報酬を得るにはそれなりの労働
は求められることを体験として理解し自身が業務とし
て出来る範囲の判断ができること、精神疾患を経験し
リカバリーしている情報等をいかに求めている支援対
象となる当事者にピアサポーターが意図的に提供でき
るのか、などがこれからの課題といえるだろう。 

図５ 
 
４．精神障害領域における専門研修プログラムの構築 
 
(1)精神領域における専門研修プログラム案構築に至
る背景 
前述してきたような歴史を経て、精神保健福祉領域

において、多様なピアサポートの活用が実践されてい
る。患者会や自助グループに端を発したピアサポート
活動であるが、地域で生活する人たちを支援するピサ
サポーター、ピアヘルパー、相談機能を重視したピアカ
ウンセラー、仕事としてサービスを利用する人たちを
支援するピアスタッフなど、その活動場所、活動内容は
多岐にわたっているのである。そして、何らかのピアサ
ポートを実践する人たちを対象に、長期入院者の地域
移行を支援するピアサポーター研修や、ピアカウンセ
ラー養成セミナー、ピアヘルパー養成研修というよう
な形で、これまでもそれぞれのフィールドで研修は実
施されてきている。しかし、統一された仕組みが構築さ
れては来なかった。 
 ピアサポートの研修に関わる国レベルでの研究事業
として、これまでに「精神障害者のピアサポートを行う
人材を育成し、当事者の雇用を図るための人材育成プ
ログラム構築に関する研究」（平成21年 障害者保健福
祉推進事業補助金事業 障害者自立支援調查権給付プ
ロジェクト)、「精神障害者ピアスペシャリスト養成の
あり方研究事業：ピアサポート」の人材育成と雇用管理
等の体制整備のあり方に関する調査とガイドラインの
作成」（平成 22 年度障害者総合推進事業）などが行な
われている。 
また、就労している人、または就労したいと考えてい

る人たちを主な対象として、一般社団法人 障がい者福
祉支援人材育成研究会によって「精神障がい者ピアサ
ポート専門員養成のためのテキストガイド」（精神障が
い者ピアサポート専門員養成のためのテキストガイド
編集委員会 2015）が作成され、一般社団法人日本メン
タルヘルスピアサポート専門員研修機構が研修を実施
してきた実績もある。しかし、その専門性を向上し、質
を担保するための仕組みづくりに関する取り組みは未
だ不十分な状況にあるといえる。 
 そこで、これまで実施されてきたピアサポーターの
養成研修を再検討し、本研究のピアサポーター基礎研
修プログラム案を前提とした精神障害領域の専門研修
プログラム案の構築を行った。 
  
(2) 精神領域における専門研修プログラム案の内容 
 基礎研修プログラム案に盛り込めなかった精神障害
領域における知識を含め、有償で働くということを念
頭におき、ピアサポートの有効性を高める上で重要と
なる知識・スキルを中心として専門研修プログラム案
を構築した。 
 まず、障害領域共通である基礎研修の内容を振り返
り、専門研修で学ぶことを確認する。次に、基礎研修に
おいて、ピアサポートの専門性を取り上げたが、そこで
十分に盛り込むことが難しかった「リカバリー」を中心
的に取り上げ、リカバリーを促進するストレングス視
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点についても学ぶ。次に、精神障害者を主な対象として
いる事業所でピアサポーターとして活動することが多
いことから、基礎研修で大枠を学んだ福祉に加え、保健、
医療を含めた制度の概要について、把握する必要があ
ると考えた。 
 実際に支援する立ち位置に立つことから、個別支援
を中心とし、ケアマネジメントによるサービス提供の
流れや支援を実践する上で基本となる考え方と方法を
学ぶこととした。サービス提供の流れや支援を実践に
関しては、他の分担班で実施した「精神障がい者ピアサ
ポート専門員養成研修」の受講生を対象にアンケート
調査」での評価はあまり高くなかったが、実施した内容
を検証したところ、演習を含まず、講義のみであったこ
とから、演習を含むものとして再構築した。さらに、労
働者という立場になることから、労働者の権利義務や、
改めて関連団体の倫理綱領を参照しながら、倫理につ
いての学びを含めた。 
 また、ピアサポーターが自らの経験を活かして働く
ことから生じるさまざまな葛藤とその対処について学
ばなければ、せっかく有償で働くことになってもその
有効性を十分に発揮できない。ピアとして利用者の権
利を尊重し、まもることと同時に自分自身をよく知り、
自分自身をまもることの重要性も盛り込む必要があっ
た。そして、最後に、専門職等と「協働」していくとい
うことは現実的には職場の中で、あるいは、関係機関と
のチームで仕事をすることになる場合が多い。チーム
でピアサポーターがその有効性を発揮し、自分自身も
達成感を得るためには、ピアサポーターに何ができる
のか、その得意とするところは何なのかを明らかにし
ておく必要があるのである。前述したアンケート結果
において、多職種との協働に対して高いニーズは確認
されたが、実際の研修の役立ち度があまり高くなかっ
たという結果を踏まえ、実務を想定した演習を組み入
れた。 
  
(3) 精神領域における専門研修プログラム案 
（＊別添 精神障害領域専門研修テキスト案参照） 
 
前述した講義内容をプログラムの骨子とし、各講義

のテキストには、その時間に学ぶ内容のポイント（達成
課題）を明示した。講師には、課題達成を意識したプレ
ゼンテーションを依頼する。講義終了後に、講義内容を
深めるための演習を配置する形でプログラム案を構築
した(表5)。研修は2日に分けて実施し、適宜休憩を挟
むが、体調等の優れない参加者には適切な配慮を行う
こととする。演習に関しては、1グループにピアサポー
ターと専門職の二人をファシリテーターとして配置す
る。参加者（ピアサポーターとして有償で働いている、
あるいは有償で働きたいと希望している人、及び、ピア

サポーターを雇用しているあるいは、今後雇用したい
と考えている福祉サービスの管理者(専門職)）をラン
ダムに 6 名前後のグループに分け（ピアサポーターと
専門職合同の講義・演習に関しては、研修中固定とす
る）、ディスカッションを行う。本研修プログラムに関
しては平成29年度に全国２ヶ所で試行し、その評価を
反映させ、平成30年度に再試行した後にプログラムと
して確定していく予定である。以下に内容の概要を記
述する。 
1)オリエンテーション 
基礎研修で学んだことを振り返り、専門研修で学ぶ

ことを確認する。 
2)ピアの専門性を活かす―リカバリーストーリー 
➀本研修で扱う「リカバリー」の意味について学び、共
有する。 
➁リカバリーを促進するひとつの要素としての「スト
レングス視点」について学ぶ。 
③ リカバリーしてきた経験を持つ人たちに実際にリ

カバリーストーリーを語ってもらう 
グループ演習①では、リカバリーストーリーを聞き、

リカバリーについて語り合い、分かち合う。 
3)精神保健福祉医療サービスの仕組みと業務の実際 
精神保健福祉医療領域で働く上での基本的な知識を

学ぶ。さらに、障害福祉サービスにおける実際の業務
（精神科デイケア、地域活動支援センター、就労支 
 
  表５     ＊は専門職向け研修と共通 

 

内容 時間(分) 

1． オリエンテーション＊ 
―基礎研修の振り返り― 

20 

2.ピアの専門性を活かす＊ 
―リカバリーストーリー― 

40 

グループ演習① 60 

3．精神保健福祉医療サービスの仕組みと

業務の実際＊ 
40 

グループ演習➁ 40 

４．支援者として働く上でのスキル 40 

グループ演習③ 40 

５．支援者として働くということ 40 
６．セルフマネジメント・バウンダリー

とピアアドボカシー＊ 
60 

グループ演習④ 40 
7． 多職種との協働＊ 40 
グループ演習⑤ 60 
閉会式 20 
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援系事業等における業務など）を紹介する。 
 グループ演習➁では、講義を踏まえ、精神保健福祉医
療サービスの仕組みと実際の業務に関する意見や疑問
に関してディスカッションを行う。 
4)支援者として働く上でのスキル 
個別支援を行う上での基本的な技術、ケアマネジメ

ントの仕組み、サービス等利用計画と個別支援計画の
関係などについて実践的に学ぶ。 
 グループ演習③では、模擬的な事例を用い、ストレン
グス視点を活用しながら、ニーズアセスメントに挑戦
してみる。 
5)支援者として働くということ 
労働者として働く上で必要とされる、労働法規に関

する知識や、支援者として働く上で理解しておくべき
倫理規範などについて学ぶ。 
6)セルフマネジメント・バウンダリーとピアアドボカ
シー 
ピアサポートの専門性を活かして働くことになった

時にぶつかる二重関係（バウンダリー）、利用者を同じ
当事者として尊重し、その権利を保障しようとするア
ドボカシー機能、さらにサービス利用者の自殺や自殺
企図への対応など、葛藤の解決やセルフケアなど、ピア
サポーターが有償で働く上で抱えやすい悩みについて
学ぶ。 
 グループ演習④では、病気や障害をもちながら働く
上でのリスクやセルフマネジメントの方法など、長く
働き続けるために乗り越えなければならない課題につ
いてディスカッションする。 
7)多職種との協働 
現在、地域の福祉サービス事業所では多様な職員が

働いている。そういう意味では、事業所の中での協働も
重要であるが、医療機関や他の事業所、専門機関等との
連携も欠かすことができないのが現状である。多職種
への理解を高めるとともに、多様なチームで協働する
際に留意することなどを学ぶ。 
 グループ演習⑤では、多職種との連携において、ピア
サポートの専門性を活かして働くということの意味や、
実際の動きなどに関して、ディスカッションを通して
深める。 
 
Ｄ：考察及び結論 
 本研究では、障害を横断する障害者ピアサポートの
基礎研修案を前提として、精神障害領域に特化した専
門研修プログラム案を構築した。 
 基礎研修でどう表現すれば、他の障害領域の人たち
との共通理解が得られるかという点で議論となった
「リカバリー」については、より詳細に専門研修で取り
上げた。ピアサポーターたちが「リカバリーストーリ」
を語ることを大切にするのは自分たちが経験してきた

ことそのものがピアサポーターの専門性であり、それ
を今、困難をかかえながら前に進もうとしている人た
ちに伝えたいという思いがあるからである。自分の強
み（ストレングス）からこれからの人生への希望を紡い
でいく重要なキーワードである。 
検討の中で最も議論となったのは、自分自身の障害

をもつ当事者であるという立ち位置と、支援者という
立ち位置に悩んだり、これまで友人であった利用者と、
支援者と利用者という立ち位置に変化したことで起こ
る葛藤にどう対処できるのかという点である。自分と
相手の境界（バウンダリー）については、専門職ももち
ろん葛藤を抱えることがあるが、ピアサポーターは役
割葛藤や二重関係に悩むことが多く、自分に起こって
いることを自覚し、対処するための方法を提示するこ
とが研修の中でも重要視された。また、利用者（ピア）
の立場を代弁したり、意思決定や意思表明を支援する
ことはピアサポーターとしての重要な役割であるが、
雇用契約上の権利や合理的配慮の提供など、ピアサポ
ーター自身が職場で定着していく上で周囲に対して働
きかけることも必要な場合も多い。一般的には、雇用先
となる福祉サービス事業所そのものが小規模であり、
ピアサポーターとして活用されていても非常勤が最も
多く、ひとり配置のところが約 45％となっている（平
成２７年度 障害者支援状況等調査研究事業 報告書 
障害福祉サービス事業所等におけるピアサポート活動
状況調査 みずほ情報総研株式会社 2016年3月）。そ
うした状況下で、ピアサポーターのスーパービジョン
も必要なのではないかという意見が専門職から出たが、
ピサポーターの中では、「スーパービジョン」という表
現がなじむのかどうかという点で、懐疑的な意見が多
かった。一人職場であることが多く、支えてくれる人が
必要という点では一致をみたが、専門職が持つ「スーパ
ービジョン」という仕組みなのかどうかは、今後の検討
課題とされ、研修プログラムに盛り込むことは先送り
した形となった。 
他職種との協働に関しては、よりピアサポーターの

専門性を問いかけられることになる。みずほ情報総研
株式会社の実施した福祉サービス事業所等におけるピ
アサポート活動状況調査において「ピアサポート活動
従事者の支援により利用者に与えるプラスの効果の期
待度と実際」に関する事業所の回答では、「経験者なら
ではの気持ちにより添った言葉を掛けることができる」
ことや「利用者の不安・孤独が解消される」「経験者な
らではの、生活の知恵を伝えられる」「利用者にとって
貴重な（回復の）モデルとなる」ことが上位を占めてい
る。専門職の期待することも、ピアサポーターが経験し
たことを活かして働くという点にあるが、チームで支
援する際に求められる具体的な役割は何かというと、
支援を受ける当事者がそこに参加し、自分のニーズを
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表明することをサポートすることなのではないだろう
か。ピササポーターが寄り添うことで、チームとしても
その人の気持ちやニーズにより近づくことができるの
である。 
障害領域には、多様なピアサポートが存在するが、精

神障害領域のピアサポートといっても実は多様である。
精神科病院に長期入院している人たちの退院を支援す
るピアサポーターや地域で生活する障害者の相談を受
けるピアカウンセリングの担い手として、あるいは通
所サービスやグループホームにおけるピアスタッフの
雇用も広がりつつある。しかし、専門職で構成された組
織におけるピアサポートの位置付けや雇用体制、人材
育成等の具体的な課題が生じている。活動が注目され
ている反面、雇用されているピアスタッフの質の担保
や労働環境の整備については、各事業所に任されてい
るというのが現状なのである。本研究では、ピアサポー
ターが自らの経験を活かして働き、専門職等と協働す
ることは、障害福祉サービスの質の向上に結びつくと
考えて、専門研修プログラム案を作り上げてきた。プロ
グラム案は平成29年度の研究において、全国２ヶ所で
試行し、評価を経て、平成 30 年度に再試行した上で、
プログラムとしての完成を目指している。平行して専
門職を対象としたプログラムも構築しているが、雇用
する側とされる側の相互理解が深まることにより、ピ
アサポートの有効性がより発揮されることを期待して
いる。 
尚、フォローアップ研修プログラムに関しては、平成

29年度の研究で構築し、平成30年度に試行する予定で
ある。 
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田中 洋平   社会福祉法人豊芯会地域生活支援センターこかげ 
種田 綾乃   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会復帰研究部 
東海林 崇   株式会社浜銀総合研究所 
中田 健士   株式会社MARS 
三宅 美智   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  

精神保健研究所 精神保健計画研究部 
 
 
 

研究要旨： 
 本研究は、「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修」における精神障害ピアサポーターに関する専
門研修プログラムにおける事業所等の職員（専門職）を対象とした研修プログラムを構築することである。3年
計画の研究の初年度である平成28年度においては、障害領域を横断する基礎研修を念頭に置き、精神障害領域
における職員向けの専門研修プログラム案を構築した。我が国における精神保健福祉領域のピアサポートの課
題を明らかにするともに、日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が主催する「精神障がい者ピアサ
ポート専門員養成研修」の受講生を対象にアンケート調査調査を実施し、勤務先の職員に望むことや労働条件
として重要だと思うことなどを問うた。その結果を研修で使用するテキストにも盛り込んだ、次年度は、ピア
サポーターだけでなく、福祉サービス事業所等の職員を含む精神障害領域の専門研修を試行する予定である。 

 
 
Ａ：研究目的 
 本研究は、「障害者ピアサポートの専門性を高
めるための研修」における精神障害ピアサポータ
ーに関する専門研修プログラムにおける事業所等
の職員（専門職）を対象とした研修プログラムを
構築することである。3年計画の研究の初年度であ
る平成28年度においては、障害領域を横断する基
礎研修を念頭に置き、精神障害領域における職員
向けの専門研修プログラム案を構築し、研修で使
用するテキストの作成を行った。 
 
Ｂ：研究方法 

日本におけるピアサポートを歴史的に概観し、
その概念と定義、それを担う人たちの状況と課題

を整理した。保健医療福祉サービスの中で、ピサ
ポーターが有効性を発揮するためには、専門職と
の関係性や協働は大きな要素となる。 
そこで、日本メンタルヘルスピアサポート専門

員研修機構が主催する「精神障がい者ピアサポー
ト専門員養成研修」の受講生を対象にアンケート
調査を実施し、勤務先の職員に望むことや労働条
件として重要だと思うことなどを明らかにした。
それらを踏まえ、事業所の職員を対象とした精神
障害領域における専門研修プログラム案を構築し
た。 
 
Ｃ．研究結果 
(1)ピアサポート支援の研究 
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1)ピアサポートの歴史的背景 
精神保健福祉の先進国である北米では、ピアサ

ポートの起源はビアーズの精神衛生運動（Beers 
1923）であると言われている（Mowbray 1997）。
その後1940年代から1960年代にかけてクラブハウ
スモデルが確立された。 当時は脱施設化が大き
く展開されて、1963年のケネディ白書で「精神保
健・医療・福祉サービスを受ける権利をもった消
費者」として示され、精神障害者を「コンシュー
マー」と呼ぶようになっていった。 その頃から、
コンシューマーの精神保健福祉サービスを提供
する活動は始まっている。 

1970年代の重度障害者による自立生活運動や
セルフヘルプ運動も拡大することにより、障害者
運動が活発化し、精神障害者のセルフヘルプ活動
やセルフヘルプ・グループは増えていった。 197
0年代に入ると専門職主導の精神保健福祉システ
ムを批判したオルタナティブサービス（Chamberl
in 1978）が発展して、1980年代にはコンシューマ
ーリズム、コンシューマー運動が発展していった。 
 さらに1990年代に入ると、精神障害者の手記が
Journalに多数掲載されるようになり、そこから
リカバリーの概念が発展していった（Anthony 19
93; Deegan 1998、2003）。アメリカでは1980年代
後半よりピアサポーターが増加していたが、2000
年代になると「認定スペシャリスト」の制度化が
進み現在では「ピアスペシャリスト(peer specia
list)」と、呼称も統一されている。2004年には全
米ピアスペシャリスト協会が設立されている。今
や当事者運営サービスが精神保健福祉システム
に組み込まれて、当事者が政策決定に参画するこ
とが当然のこととなっている。 
 日本においても、海外のピアサポートの実践と
してクラブハウスモデル、ザ・ヴレッジや米国の
マディソン郡のSOAR（ソア）におけるコンシュー
マーとの協働の実践等が報告され(野中猛 2003：
他）、加えてリカバリーの概念が紹介された。 

セルフヘルプ活動やコンシューマー運動の発
展等を通して、ピアカウンセリングやピアサポー
ト活動は身体障害者の自立生活運動(安積遊歩 1
999)、知的障害者のピープルファースト、精神障
害者の地域生活支援活動にまで広がってきた。 

それらは、仲間同士の支え合い、つまりピアサ
ポートに意義や価値を見出し、積極的に発展させ
ようとする実践活動と研究が背景にある。 
 
2)ピアサポートの概念と定義 

Solomon(2004:393)は、ピアサポートを6つのカ
テゴリーに①セルフヘルプ・グループ、②インタ
ーネットサポートグループ、③ピアによる生活支
援サービス、④ピアが運営するサービス、⑤ピア
パートナーシップ(当事者と専門職とがパートナ

ーシップをもった活動)、⑥仕事に従事している
ピアに分類している。つまり、ピアサポートを当
事者の支え合いの活動として広く捉えている。 
 また、ピアサポートの基盤となる５つの理論と
して、①ソーシャルサポート、②体験的知識、③
ヘルパーセラピー原則、④社会的学習理論、⑤ソ
ーシャルコンパリゾン理論をとりあげている(So
lomon 2004:394)。これらの理論はセルフヘルプ・
グループに関する研究に依拠するところが大き
いとしている。 
 さらに、ピアサポートのサービスの構成要素と
して、①経験的学習過程を活用すること、②相互
の有効性の活用、③ナチュラルソーシャルサポー
トの活用、④サービスの主体的な本質、⑤障害を
もつ人によって第一にコントロールすることを
挙げている。さらに、ピア提供者の特徴として、
⑥生活支援サービスを活用した経験がある、⑦安
定とリカバリーしていること、⑧実際のピアサポ
ート活動の内容を乱用することなく、依存してい
ないことを挙げている。地域生活支援システムの
特徴として、⑨多様で利便性のあるサービス、⑩
地域に文化的な多様性を反映すること、⑪補助的
及びオルタナティブピアによるサービスを挙げ
ている(Solomon 2004:397-399)。 
また、Mowbray/Moxley(1997:37)は、当事者が提

供するサービスの枠組みとして、４つのカテゴリ
ーに分類している。オルタナティブをコントロー
ルしているのは誰かということと、オルタナティ
ブの目的に大きく分類し、さらに当事者と当事者
運営ではないものと分類し、サービス提供と相互
のサポートの目的に沿って分類している(表1)。 
 
表1<出典: Mowbray/Moxley(1997:37)>坂本訳 

 オルタナティブをコントロール 

  当事者 当事者運営
ではないも
の 

 
オ ル
タ ナ
テ ィ
ブの 
目的 
 
 

 
サービ
スの提
供 
 
 

 
①当事者が
運営するサ
ービス 

 
②雇用され
て従事する
当事者 
 

 
相互の
サポー
ト 
 

 
③セルフヘ
ルプオルタ
ナティブ 
 

 
④コンシュ
ーマーイニ
シァティブ 
 

 
また、Shery Mead(2003：:101)は、以下のよう

に概念化している。 
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「ピアサポートは、尊敬と責任を分け合うことと
留意した相互の合意をもつことのキー原則に基
づいて、援助を提供することと受けることのシス
テムである。」 
「病気をもったことでお互いを気遣い、支え合う
ことだけではなく、ピアサポートにおいて、家族
や地域の意識がお互いを頼りにすることやリカ
バリーやソーシャルアクションに焦点化してい
くことである。」 

さらに、Shery.Mead、M.L.Copeland(2004)は
「ウェルネスリカバリーアクションプラン
(WRAP)とピアサポート」において、ピアサポート
と他のサービスの比較をして特徴を示している。 

日本においては、田中(2002)によるオルタナテ
ィブサービスの分類の他、栄(2004:7)がピアヘル
パーの概念を 
「ピアヘルパーとは、精神疾患の体験を基盤に、
特に、時間や場所を限定せず、ありのままの自分
の力を生かしながら、精神障害者の日常生活にお
ける支援を行い、既存のホームヘルプサービスの
不備な点を補完、検証、是正、改革する活動」 
と整理している。 

また、向谷地(2004:40)は、「『当事者スタッフ』
とは、自らの精神障害者の体験に基づき精神保健
の分野で専従職員として経済的な裏づけを得て
働くスタッフの一員」としている。 

以上の先行研究から、坂本（2008c）は、精神障
害者のピアサポートを以下のように定義してい
る。 
「同じ問題や環境を体験した人が、対等な関係性 
の仲間として相互に支援を提供、受ける活動で、 
多様(Solomon 2004 ; 6つのカテゴリーを含む) 
且つ柔軟で利便性があって、サービスの不備な点 
を補完、検証、是正、改革する地域生活支援シス 
テムのひとつである。」 
 尚、本研究では、基礎研修プログラムの構築の 
議論の中で、ピアサポートを「障害のある人生に 
直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを活 
かして、仲間として支えること」としている。 
 
3)ピアサポートを担う人々とは 
2010 年代に入り、ピアサポーターの実践が多く
報告されるようになり(金・橋本・村上他：2014)、
相川はピアサポーターを「疾患や障がいがあり保
健福祉サービスの受け手(利用者)であり、かつ保
健福祉サービスの送り手(職員)となっている人で、
かつそれを仕事として報酬を得ている人」と定義
している。(相川：2013) 
また、2011 年より「精神障がいピアサポート専門
員養成検討部会」は養成テキストを作成し、そこ
では精神障害者ピアサポート専門員として「精神
障がいピアサポート専門員について定めたガイド

ラインをテキストにした研修を修了した者」(精神
障がいピアサポート専門員養成検討部会：2013)と
している。 
その頃より、全国各地でピアサポーター養成・育
成プログラムが実施されるようになった。2014 年
に「日本ピアスタッフ協会」が設立され「ピアスタ
ッフの集い」も 2016 年度までに 5回開催されてい
る。2015 年には「一般社団法人日本メンタルヘル
スピアサポート専門員研修機構」が設立され、前
述した精神障がいピアサポート専門員養成を行っ
ている。 
4)ピアサポーターを取り巻く課題 
現在の日本の精神保健医療福祉システムは、リ 

カバリー志向とは言い難い。そのような中ピアサ
ポーターを取り巻く背景にはどのような課題があ
るのか整理しておきたい。 
雇用形態では常用雇用は少なく圧倒的にパート
勤務が多いことや医療や福祉サービス提供機関に
雇用されていることが多いことから、専門職が期
待する業務に偏ってしまう傾向がある。いわゆる
専門職に取り込まれてしまう危険性がある。また、
採用方法や雇用条件が明確に示されていないこと
がある(坂本 2007、2008c、相川 2013)。 
 さらに、スーパービジョン体制の未整備や、も
と利用者であった当事者がピアサポーターとして
雇用されるケースも多く、「利用者」と「支援者」
との二重関係にある。さらに、専門職との役割が
明確でないことから、ピアサポーターの専門性で
ある体験を活用した支援が重視されない場合があ
り役割葛藤と混乱が見られることである。 
ピアサポーターは利用者ともっとも近しい関係
にあるため「仲間」と「支援者」とのバウンダリー
が曖昧になることで、守秘義務等の倫理的なジレ
ンマを抱えることが多い(坂本 2007、2008c、相川
2013)。 
「ピアサポートと専門職の関係」についての研究
では、Solomon(1998)が「精神障害リハビリテーシ
ョンの提供者としての当事者」(=2002 野中猛監訳
『チームを育てる』金剛出版 2、98-116)において、
「当事者スタッフの役割の明確化」、「当事者の雇
用に向けた組織的な準備」、「当事者スタッフの組
織に対する効果」について提案している。Lauren 
B、Gates、Sheila H、Akabas (2007)も「精神保
健機関のスタッフにピアプロバイダーを統合する
ための開発戦略」の論文において、「当事者が精神
保健福祉機関に統合されるうえで特別な問題」と
して、①当事者ではないスタッフの中でのリカバ
リーへの態度、②役割の葛藤と複雑さ、③秘密保
持の問題、④当事者の仕事に対する価値の認識の
低さ、⑤ネットワークとサポートの機会の欠如を
挙げている。その枠組みをもとに、精神障害者へ
のグループインタビュー等の質的分析を行ってい
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る。そこで、「戦略的な設計」として①機関が当事
者を雇用するためにどのような準備がしているの
かについて評価すること、②すべてのスタッフと
クライエントに当事者スタッフの役割とサービス
に当事者が貢献するという信念と実践を明確に理
解すること、③当事者の配属のために募集のプロ
セスと仕事の構造を形式化すること、④スタッフ
の役割を明らかにすること、⑤ピアを統合化する
ことを最大に評価するためにピアスタッフに対し
て継続したサポートを提供することを整理してい
る。 

これらのことから、①専門職のピアサポーター
支援に関する研究、②専門職の支援への指針(ガイ
ド)、ピアサポートを真に活かすための理念や指針
(ガイド)、③ピアサポーターを支援する専門職を
対象の研修の必要性が急務だといえる。 

 
5)ピアサポーターと協働する専門職の役割 

「ピアサポートと専門職の関係」について、向
谷地(2004：39-45)が北海道浦河町のべてるの家の
実践から「当事者スタッフを育む支援のあり方」
において、当事者を支援するスタッフとして必要
なかかわりの視点を６点整理している。その中で、
注目すべきことは、当事者の病状や体調の変化に
よって起こす周囲とのトラブル等に左右されずに
常に尊重し励ます立場をとること、現実の課題を
批判的に共有しようとする姿勢、「問題」と人を切
り離した関わり、専門職は「問題の解決者」ではな
く、「関係の仲介者」であること、適切な情報の提
供と社会サービスの活用を促すための支援である。
さらに、(当事者スタッフ)を支える現場の職員には、
当事者スタッフの抱える現状を肯定しつつ支える
姿勢とそれを反映した新たな理念とシステムづく
りの必要性を提示している。 

そこで、ピアサポーターを支援している精神保
健福祉士を対象とした質的研究を紹介したい(坂
本:2009)。 

精神保健福祉士が、ピアサポーターと協働する
プロセスは【発掘作業】に取り組み、【二人三脚の
環境整備】を経て、【経験の蓄積化】に至るプロセ
スだと捉えられる。その経験の中で精神保健福祉
士は＜不確実さへの対応＞を求められ、【自己省察
機能の確立】を経て成長していた。しかし、精神保
健福祉士が＜不確実さへの対応＞から【自己省察
機能の確立】に至らず、【離脱による問題解決】に
至ってしまうこともあった。しかし、そこから再
び【自己省察機能の確立】に立ち戻り【発掘作業】
に取り組み【二人三脚の環境整備】を経て【経験の
蓄積化】に至っていた。 

このプロセスにおいて、特に注目すべきカテゴ
リーは以下の 2 点である。 

第 1 は、コアカテゴリーの【自己省察機能の確

立】である。このプロセスは、精神保健福祉士がピ
アサポーターを支援する経験の中で、ピアサポー
ターの役割や役割遂行に対して＜不確実さへの対
応＞を迫られ、それを契機に＜葛藤に向き合う＞。
そして、＜省察作業＞を経て、精神保健福祉士の
＜立ち位置の明確化＞に至っていた。これは精神
保健福祉士がピアサポーターの支援の有効性に共
感し、パートナーとしてピアサポーターを支援す
る中で、ピアサポーターの抱える課題に出会い、
その課題解決に向けて精神保健福祉士の葛藤に向
き合うとき、自己の実践を振り返ることによって、
それに対する姿勢や価値観を修正して実践の方向
性をリニューアルするプロセスである。 
第 2 は、精神保健福祉士が成長するプロセスと

は【自己省察機能の確立】を経ていくこととパラ
レルに相互に影響しあいながら【経験の蓄積化】
に至るプロセスを見出すことができた。ピアサポ
ーターと共通の目的に向かう過程で、支援者の価
値観を押し付けないように意識して＜引っ張らな
い＞を実践していた。それはピアサポーターの＜
主体性の醸成＞が基点となり、支援という見えな
いものへの不安定さから発生する専門職の＜下請
けから脱却させる＞を経て、ピアサポーターを＜
チームメンバーとして認識する＞ことで、【経験の
蓄積化】に至るプロセスなのである。 

 
（2) 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研
修機構が主催する「精神障がい者ピアサポート専
門員養成研修」の受講生を対象としたアンケート
調査結果 
1)調査対象 
日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機

構の主催する「精神障がい者ピアサポート専門員
養成研修」を平成25年度～平成28年度に受講した
全参加者237名を対象に対して郵送配布した。その
うち宛先不明による返送が15通あり、郵送された
222名のうち、回収（返送）のあった協力者は、131
名（回収率：59.0％）であった。協力者のうち、ピ
アの専門性を活かした就労経験のある者93名が本
研究の分析対象である。 
 
2)アンケート結果 
勤務先の職員に望むこと（当てはまるものを全

て選択）としては、「病気・障害への理解（46％）」、
「人として尊重してくれること（45％）」、「ピ
アの専門性への理解（34％）」、「職員として対
等に接してくれること（33％）」などが、特に多
く選択されていた。 
ピアの専門性を活かして働く上で、職場の他の

スタッフにも研修を受けてもらいたいと回答した
者は77％（71名）であり、職員にもっと身につけ
てもらいたいこと（当てはまるものを全て選択）
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としては、「職員同士の協働、チームでの支援の方
法（42％）」、「ピアの専門性への理解（37％）」、
「病気・障害への理解（34％）」、「ピアと一緒
に働くことの意義（34％）」などが、特に多く選
択されていた。 

また、ピアの専門性を活かして働く上での労働
条件や環境として重要と思うこと（最も当てはま
るものを３つ選択）としては、「職場内に相談でき
る相手がいること（57％）」、「賃金（54％）」、
「同僚との人間関係（40％）」、「上司との人間
関係（38％）」などが、多く選択されていた。 

ピアの専門性を活かして働く人を採用すること
での効果（当てはまるものを全て選択）としては、
「障害者の自立や回復を想像できるようになる
（62％）」、「障害者の可能性を想像できるよう
になる（62％）」などが、多く選択されていた。 
 
(3)事業所職員向けの研修プログラム案の構築 
1) 事業所職員向けの研修プログラム案の内容 

事業所職員向けの研修プログラムは、ピアサポ
ーター専門研修における講義内容及び演習をプロ
グラム案の骨子とし、①オリエンテーション、➁
ピアの専門性を活かす―リカバリーストーリー、
③精神保健福祉医療サービスの仕組みと業務の実
際、⑥セルフマネジメント・バウンダリーとピア
アドボカシー、⑦多職種との協働をピアサポータ
ーと共通とした（分担研究報告書：ピアサポータ
ー専門研修及びフォローアップ研修に関する研究
参照）プログラム案を構築した（表２）。職員独自
のプログラムとしては、先行研究とアンケート結
果から、ピアサポーターを理解し、尊重すること
の重要性が指摘されていたことを踏まえ、④ピア
サポートを活かす雇用、⑤ピアサポートを活かす
スキルと仕組みというプログラムを設けた。その
内容を以下に示す。 
 
表2：事業所等の職員を対象とした研修プログラム案 

内容 時間数 

1． オリエンテーション 
―基礎研修の振り返り― 

20 

2.ピアの専門性を活かす 
―リカバリーストーリー― 

40 

グループ演習① 60 

3．精神保健福祉医療サービスの仕組
みと業務の実際＊ピアサポートを活
かす雇用 

40 

グループ演習➁ 40 

４．ピアサポートを活かす雇用 40 

グループ演習③ 40 

５．ピアサポートを活かすスキルと仕
組み 

40 

６．セルフマネジメント・ 
バウンダリーとピアアドボカシー 

60 

グループ演習④ 40 
7． 多職種との協働 40 
グループ演習⑤ 60 
閉会式 20  

＊は精神障害領域専門研修に共通するプログラム 

 
➀ピアサポートを活かす雇用 
ピアサポーターの雇用について調査結果や実践

例を確認しながら、ピアサポーターの採用の方法
や待遇、どういう業務を担当してもらうかなど、
ピアサポートの専門性を活かす方法について学ぶ。
また、労働法規、組織の運営管理、合理的配慮のあ
り方などについて実例の紹介を行う。 
グループ演習➁ 
 講義を踏まえ、雇用に関する意見や疑問に関し
てディスカッションする。 
➁ピアサポートを活かすスキルと仕組み 
具体的にピアサポーターを雇用すること、ピア

サポートの専門性を活かした働き方をしてもらう
ことにどのようなメリットがあるのか、あるいは、
既存の事業所の中でピアサポートの専門性を活か
すことを想定した時に感じる困難について学ぶ。
本研究で実施したピアサポーターとして雇用され
た経験のある人に対する調査結果から、職場に求
められる事柄に関して、理解を深める。 
グループ演習④ 
模擬事例を用いて、ピアサポートの専門性を活

かす実践に関して検討を行う。 
 

Ｄ：考察及び結論 
 日本の精神障害領域でも近年、ピアサポートの
活用に注目が集まっている。しかし、その雇用の
条件や待遇、業務内容等は、個々の事業所に任さ
れている。その中で、ピアサポーターが安価な労
働力として酷使されたり、職場の中で孤立したり、
逆に専門職に取り込まれることによって、本来の
機能を果たすことができない状況に陥る可能性も
ある。ピアサポートの有効活用のためには、そう
した状況を避け、お互いの専門性を尊重しあう風
土を育むことが求められている。 
今回実施したピアの専門性を活かして働いた経

験のある者に対する調査結果では、勤務先の職員
や職場に望むことに関して、病気や障害について
の理解や、人としての理解・尊重を望む声が多く
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示された。また、7割の者が「他の職員にも研修を
受けてもらいたい」と希望しており、他の職員に
身に付けてもらいたい内容としては、ピアサポー
ターに関する専門性や意義とともに、職員同士の
協働やチーム支援といった職場環境全体における
課題や学びの必要性を強く感じていることが確認
された。 

さらに、ピアの専門性を生かして働く上での労
働条件や環境としては、「職場内に相談できる人
がいること」を選択する者が最も多かった。同僚
や上司との関係性についても重要な点として挙げ
られており、職場内での人間関係やピアサポータ
ー自身が安心できる場所があるということが、職
員として働き続ける上で特に重要な要素であるこ
とが推察される。 

ピアサポーター自身の自己対処能力・セルフケ
アや、必要に応じては、自身の体調や生活に関す
る面での支援機関やサポートネットワークを持つ
ことなどが大切である一方、仕事上の苦悩に関し
ても、それらを共有し、前に進むサポートとなる
環境や存在が重要と思われる。本研究の研究結果
において、「スーパービジョン」の項目は、研修の
役立ち度が低かった項目の一つではあるが、スー
パービジョンという表現を使用するか否かは検討
の余地があるが、同僚同士の関係性の中での日常
的な自然な形でのお互いサポートしあえる関係性
や環境を築いていくことは、ピアがスタッフとし
て働く者の視点からも必要な部分であろう。 

加えて、ピアの専門性を活かして働く人を採用
することがもたらすもの（ピアサポーター自身の
考える効果）としては、「利用者の自立や回復を想
像できるようになる」「障害者の可能性を信じら
れるようになる」といったリカバリーモデルとし
ての役割を自覚している者が多いことも確認され
た。また、障害特性への理解や利用者のニーズな
どの理解の促進につながり、職員自身のやりがい
や職場雰囲気の変化にもつながることを一つの効
果として感じている者も半数以上含まれていた。
その他として記載されていた言葉においても、利
用者自身に対する効果（利用者の不安の軽減、リ
カバリー、症状への理解や悪化の予防、対等性の
確保、働く上での選択肢の拡がり等）や利用者と
職員の関係性に対する効果（人としての相互理解
等）、職員自身の変化（症状に対する見方の変化、
発想の転換、やる気の向上、職員自身の支援に対
する気付き等）、さらには、ピアスタッフと職員に
よる効果（協働することでの相乗効果等）や、広く
社会に対する変化なども挙げられていた。こうし
た様々な側面での働く意義や専門性・可能性を自
覚し、あるいは期待しながら、ピアとしての専門
性を活かし働いている状況があることが推察され
る。 

勤務先の他の職員や職場に対するニーズは職場
側とピアスタッフ側の両者の相互作用の中で生じ
ているものでもあり、今後研修においては、両者
の側面から培われていくための一助となることが
重要である。本研究の結果をふまえながら、ピア
サポートの専門性がより発揮されていく環境が担
保されていくために、ピアサポーターに対する研
修内容とともに、共に働く職員に向けた研修とと
もに内容や方法を検討していくことが重要である。 
今回作成した研修プログラム案は、平成29年度

に全国２か所で試行し、評価を実施した上で修正
を加え、平成30年度に再試行する予定である。そ
の結果を踏まえ、最終的な職員向け研修プログラ
ムを提案することとなる。研究の中で、ピアサポ
ーターへの研修により、ピアサポーターが力を蓄
えていることももちろん重要であるが、フィール
ドとなるサービス提供事業所やそこに勤務する専
門職等が、ピアサポートの専門性を理解し、それ
を発揮できる環境を整備しようとすることなくし
て、有効な活用がおこなわれることは難しい。ピ
アサポーターの雇用を果たしても、専門職が自分
たちの優位性を主張し、自分たちの価値を押し付
けるような現場では、その力を充分に引き出すこ
とができないのである。 
先行研究及び、調査結果にみられるように、ピ

アサポートを活用することは、利用者が希望を見
出し、リカバリーを具体的にイメージすることに
つながる。また、利用者へのプラスの影響だけで
なく、専門職自身の自己省察を高め、お互いの専
門性を尊重し、活かす実践につながっていくので
ある。その良い循環を導くために職員を対象とし
た研修プログラムの普及もまた、大きな課題とい
える。 
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図 1. ピアの専門性を活かして障害福祉サービス事業所等で働く際に、 
勤務先の職員に望むことはどのようなことですか。（重要と思われる項目全てを選択）（n=93） 
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15
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20

21

25

26

31

32

42

43

その他

精神的負担の大きい業務を除外してくれること

働く上で必要なスキルに関する助言

働く上で必要な知識に関する助言

通院を保障してくれること

調子が悪い時、就労する時間を短くしてくれること

役割や責任を持たせてくれること

職員として対等に接してくれること

ピアの専門性への理解

人として尊重してくれること

病気・障がいへの理解

図 2. ピアの専門性を活かして働く人を受け入れるにあたり、 
その職場の他の職員にも、研修を受けてもらいたいと思いますか。（n=92）

はい71 (77%)
いいえ

18 (20%)

無回答 3(3%)

1

はい いいえ 無回答

その他： 
・スーパーバイズや相談の機会を定期的に設けること。  
・スーパーバイザーとして力を貸してくれる。 
・自分を成長させてくれる事。                  
・共に学び続けていく姿勢。 
・面談時間の確保、コミュニケーションが一番大事と考えます。   
・行動を見守ってくれるやさしさ。 
・ストレングス視点でピアを理解し、リカバリー志向であること。   
・陰口悪口を言わない事。 
・ピアサポーターとして継続して雇用してくれること。 
・一緒に笑って、職員旅行に行ったり、そして仕事は共に同じように働く。 
・自分を理解しようとしてくれることと相談に乗ってくれること。 

 



43 
 

図 3. 職員にもっと身につけてもらいたいことはどういう内容ですか。 
（重要と思われる項目全てを選択）（n=93） 

5

8

9

9

13

17

23

31

32

34

39

その他

ハラスメントに関する知識

職員自身のセルフマネジメント

労務管理

スーパービジョンの方法

差別や偏見の除去

ピアの病状や体調の自己管理に対する理解と尊重

ピアと一緒に働くことの意義

病気・障がいへの理解

ピアの専門性への理解

職員同士の協働、チームでの支援の方法

その他： 
・個人情報の意識。    ・人の陰口悪口を言わない事。 
・バウンダリーなど特有のストレスへの理解。 
・ピアとして働く仲間の本心の声（生の声）をきいてほしい。 
・全国のすてきな仲間と出会って、元気をもらってほしい。 
“ピアサポート”について、地元の専門職に自分の言葉で伝えてほしい。 

図 4. ピアの専門性を活かして働く（働いている）上で、 
労働条件や環境として最も重要と思う要素はなんでしょうか？ 

（重要と思われる項目 3 つを選択）（n=93）
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4

20
31

32

35
37

50

53

その他

通勤時間

ピアとして働く職員が複数いること
職務内容

労働時間

上司との人間関係

同僚との人間関係
賃金

職場内に相談できる相手がいること

その他： 
・メンバーととにかく接する事。 
・キャリアアップの可能性。 
・継続してピアサポーターとして雇用してくれること。 
・通勤時間も賃金に。 
・上司・同僚との人間関係（どちらも）。 
・協働や各機関との連携。 
・職場外に相談できる仲間か友人がいること。 
・一般的職種名・肩書き・資格 
・事業所・組織のムード、哲学。 
・人の陰口・悪口を言わない。 
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図 5. ピアの専門性を活かして働く人を採用することで、効果があると考えるものは何だと思いますか。 

（重要と思われる項目全てを選択）（n=93） 

 

16

32

36

39

41

47

49

51

52

52

58

58

その他

本人を中心とした支援が浸透する

利用者の幅広い情報収集ができるようになる

より深く障がい者を尊重するようになる

自立生活を送る障がい者を具体的に知ることが出来る

利用者のニーズを把握しやすくなる

障がい者の挑戦を後押しするような職場の雰囲気が形成されるよう…

適切な対応をすれば回復することがわかり、仕事のやりがいにつな…

より深く障がい者を理解するようになる

事業所職員の障がい特性への理解が深まる

障がい者の可能性を信じられるようになる

利用者の自立や回復を想像出来るようになる

その他： 
・話をする上で（ピアサポーター1 年間を通して）統合失調症といわれる方々の性格を理解できた。又、考えが分かる方も増えた。 
・初めて来所される方が安心できる。不安の軽減。     ・健常者には分からないつらさが分かり、症状がひどくなるのを防ぐ。 
・優しさや厳しさなど知り得ることが出来る。         ・体験を話す（リカバリーストーリー）ことで、利用者のリカバリーにつながる。 
・支援者とは違う視点から物事をとらえるところ→発想の転換が支援のヒントになる。 
・利用者が言いにくい事も、ピアの専門性を通じて伝えられる。               ・症状の波がでている時の見方が変わる。     
・障がい者も健常者もどちらも「人」であるという相互理解がなされるかもしれない。   ・対等であること 
・障がい者も健常者と同じ様に働けると知ってもらえる。        
・ピアサポーターとして雇用されて働くという職業の選択肢が増える!!→希望        ・協働することで生まれる相乗効果。           
・専門職のひとりよがりの支援であるとの気づきの役割。                    ・差別・偏見が薄らぐ 
・健常者職員のやる気が上がる。                                  ・善い社会を造れる様に成る。              
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平成28年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 
 （分担）研究報告書 
  

研修プログラムの評価に関する研究 
 

 
 研究分担者  

山口創生  国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  
                      精神保健研究所 社会復帰研究部・室長  

                 
 
                       研究協力者 

○種田 綾乃   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  
精神保健研究所 社会復帰研究部 

三宅 美智   国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  
精神保健研究所 精神保健計画研究部 

栄 セツコ   桃山学院大学 
坂本智代枝   大正大学 
東海林 崇   株式会社浜銀総合研究所 

 
研究要旨： 

本研究班におけるピアサポートに関する基礎研修や精神障害領域の研修のプログラム策定にあた
り、精神障害領域においてピアの専門性を活かして働く者（ピアスタッフ・ピアサポーター）の養成
に必要な研修内容を明らかにするために、日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が主催す
る「精神障がい者ピアサポート専門員養成研修」の受講生を対象にアンケート調査を行った。 
 研修内容に関しては、ストレングスやリカバリー、利用者とのコミュニケーションや自己対処能力、
バウンダリー等の項目では、重要度・役立ち度ともに高かった。一方、書類作成や個別支援計画・ケ
アマネジメントに関する項目は重要度・役立ち度ともに低く、ケース記録や就職活動に関する内容、
およびスーパービジョンの項目についても、役立ち度が低かった。また、職場での対立・他の専門職
との関係性に関しては、重要度が高いものの役立ち度が低い状況が確認された。 

本研究班が次年度以降に実施していく研修が、ピアスタッフの専門性をより発揮していくための職
場環境づくりの一助となるよう、ピアスタッフに対する研修の方法の見直し・充実を行うことが重要
と示唆された。 

 
 
Ａ．研究目的 

近年、わが国において、障害者のピアサポート
のあり方についての様々な議論がされており、福
祉や医療の領域において、障害の経験や福祉医療
等のサービスを受けた経験を活かして働く人々
（ピアスタッフ）の雇用の場や機会も徐々に広ま
りつつある状況もある。しかし、ピアスタッフと
して働く上での研修等の学びの機会は、各職場あ
るいは各ピアスタッフ自身に任されており、ピア
サポートの質の担保や労働環境の整備には、事業
所間での差や地域差も大きい現状もある。そのよ
うな状況を背景に、厚生労働科学研究費補助金の
研究事業（障害者政策総合研究事業）「障害者ピア
サポートの専門性を高めるための研修に関する研
究」では、どの障害領域にも共通する基礎研修案
の作成、さらに精神障害領域においては専門研修、
フォローアップ研修、ファシリテーター養成研修
のプログラムを作成することを目的に研究が進め
られている。 

精神障害領域においては、ピアサポーターを育
成するための研修を提供している民間団体の一つ
である「日本メンタルヘルスピアサポート専門員
研修機構」において、平成25年度より、全国数カ
所（札幌・仙台・東京・横浜・兵庫・福岡・鹿児島）
を会場とした「基礎研修」「専門研修」、ならびに、
東京会場における「フォローアップ研修」が実施
され、すでに200名を超える受講生を輩出している。
しかし、これらを受講した者が、現在、実際、どの
ような状況にあり、研修内容はどう活かされてい
るのかという状況は把握できていない。 
本研究は、行政課題として基礎研修や精神障害

領域の研修のプログラムを策定するにあたり、精
神障害領域においてピアの専門性を活かして働く
者（ピアスタッフ・ピアサポーター）が、働く中で
必要と感じていることや、そのための研修のあり
方についての要望を明らかにし、精神障害領域に
おけるピアサポーターを養成するための研修プロ
グラムの策定のための基礎資料とすることを目的
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とした。 
 
Ｂ．研究方法 
１．調査対象 

本研究は、日本メンタルヘルスピアサポート専
門員研修機構の協力のもと、当機構の主催する「精
神障がい者ピアサポート専門員養成研修」を平成
25年度～平成28年度に受講した全参加者237名を
本研究の対象として実施した。 
 
２．調査期間と調査方法 

調査期間は、平成28年1月10日から1月25日であ
った。郵送法による無記名自記式質問紙調査によ
り実施した。調査票は、日本メンタルヘルスピア
サポート専門員研修機構の研修の受講生へ郵送に
て配布した。回答された調査票は郵送時に同封し
た返信用封筒にて、回収した。 
 
３．調査項目 

対象者の基本属性として、年齢、性別、生活状
況、主たる診断、重複している診断、取得している
資格について確認した。 

就労経験としては、一般就労の経験やピアの専
門性を活かした働き方の経験の状況、経験年数、
雇用形態等を確認した。 

研修に関する内容としては、日本メンタルヘル
スピアサポート専門員研修機構で行われた研修に
ついて、受講時期と受講場所、研修形式や時間に
ついて調査した。また、その他に日本メンタルヘ
ルスピアサポート専門員研修機構以外で受講した
研修についても調査した。研修内容については、
各項目の重要度と役立ち度について、4件法で調査
した。 

 
４．倫理的配慮 
 調査票配布時に研究への協力は自由意思である
こと、不参加による不利益がないこと、収集した
データは研究の目的以外には使用しないことを記
載した説明文書を配布した。また、本研究は早稲
田大学の倫理審査委員会の審査受け、承認を得た
上で実施した。 
 
 
Ｃ．研究結果 
１．配布・回収状況 

調査票は237名に対し郵送配布し、そのうち宛先
不明による返送が15通あった。郵送された222名
のうち、回収（返送）のあった協力者は、131名（回
収率：59.0％）であった。 

 
２．回答者の状況について（付録の図表のⅠ-１～
Ⅰ-5を参照） 

回答者（131名）の基本属性は、30～50歳代が9
割以上を占め、男性が55％（72名）、女性が56％
（58名）であった。生活状況としては、家族と同
居が66％（87名）であり、一人暮らしが32％（42
名）であった。 
主診断としては、統合失調症圏の者が57％（74

名）と最も多く、次いで、気分障害圏（うつ病など）
が18％（23名）、気分障害圏（双極性障害）が14％
（18％）であった。重複（併存）している診断と
しては、神経症性障害が17％（22名）と最も多く、
次いで、うつ病・気分変調症9％（12名）、発達障
害6％（8名）であった。また、難病を合併する者
が7名（5％）、身体障害を合併する者が6名（5％）、
その他の障害を合併する者が2名（2％）とごく少
数ではあるが含まれていた。 
取得している医療・福祉系の資格としては、居

宅介護事業所のヘルパーが23％（30名）と最も多
く、次いで、精神保健福祉士8％（11名）、社会福
祉士5％（7名）、介護福祉士5％（6名）といった
福祉系の資格が多く含まれていた。また、作業療
法士、看護師・准看護師、あん摩・マッサージ指圧
師がそれぞれ1名ずつ含まれており、その他、ピア
サポートに関する認定資格や就労や障害福祉等に
関する様々な資格や検定を所有している者も含ま
れていた。 

 
３．就労経験について（付録の図表のⅡ-１～Ⅰ-4
を参照） 
これまでに一般就労の経験のある人は97％

（125名）であり、一般就労の経験者における、経
験した職場数は平均5.42ヶ所、勤務年数は平均
10.58年であった。これまで経験した職場数として
は、1ヶ所～30ヶ所までと幅が大きく、そのうち、
1～5ヶ所の者は68％（85名）であった。 
これまでにピアの専門性を活かした働き方の経

験のある人は73％（93名）であり、「経験あり」
と答えた者における事業所領域・雇用形態として
は、福祉関連の事業所における雇用契約による勤
務が67％（62名）と最も多く、次いで、福祉関連
の事業所での謝金・有償による勤務20％（26名）、
医療機関等での雇用契約による勤務12％（15名）
であった。これまでに経験した職場数としては、
平均2.37ヶ所（「ピアの専門性を活かして働いた経
験あり」と答えた方における平均値）であり、雇用
契約により働いている者の93％（67名）が、1か所
もしくは2ヶ所の職場のみの経験であった。「ピア
の専門性を活かして働いた経験あり」と答えた方
における経験年数（延べ年数）は、平均3.97年であ
り、雇用契約での勤務としては、1年以上5年未満
の者は62％（42名）、5年以上10年未満の者は29％
（20名）であった。 
なお、ピアサポート専門員研修の受講以降での



47 
 

ピアの専門性を活かした働き方の経験がある人は、
62％（80名）であった。 

現在の就労状況としては、就労している人が
78％（102名）、就労準備中の者が12%（15名）で
あった。現在就労している者の勤務形態としては、
一般求人28％（28名）、障害者求人38％（39名）、
福祉的就労28％（28名）であった。また、ピアの
専門性を活かした働き方をしている者は、現在の
就労者のうち71％（70名）であり、雇用契約によ
る活動が70％（58名）、謝金・有償ボランティア
は21％（15名）であった。 

現在、「就労準備中」と答えた者は15名であり、
そのうち7名はハローワークへの登録中、5名は資
格取得の準備中、4名は福祉関連の事業所等を利用
中であった。 

 
４．ピアサポートに関する研修の受講状況（付録
の図表のⅢ-１、Ⅲ-2を参照） 

受講年度としては、平成25年度～平成28年度の
4年間が本研究の対象となり、基礎研修に関しては
各年度27～39名、専門研修に関しては各年度27～
31名の者が受講者として含まれていた。また、フ
ォローアップ研修としては、平成26年度～28年度
の3年間において、各年度18～24名の者が受講者
として含まれていた。 

受講会場としては、東京会場の者が最も多く（基
礎研修：41名、専門研修：35名、フォローアップ
研修：66名）、次いで、横浜会場（基礎研修：21
名、専門研修：15名）、福岡会場（基礎研修：19
名、専門研修：16名）、兵庫会場（基礎研修：18
名、専門研修：15名）、札幌会場（基礎研修：13
名、専門研修：10名）、鹿児島（基礎研修：10名、
専門研修：10名）、仙台（基礎研修：5名、専門研
修：8名）であった。 

日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機
構の研修以外での研修等に関しては、74％（97名）
の者が、ピアサポート専門員養成研修以外でのピ
アサポートに関する研修を受講していると答えた。
都道府県や市町村が主催となる研修が43％（58名）
と最も多く、次いで法人・事業所内での主催の研
修40％（52％）、自助グループ等による研修28％
（37名）であった。また、「その他（21名,16％）」
としては、WRAP（Wellness Recovery Action Plan）
やIPS（Intentional Peer Support）、ピアカウン
セリングに関する研修や、相談支援事業者研修等
が含まれていた。 

 
５．ピアスタッフに関する研修の内容（重要度・役
立ち度）と開催形式に関するニーズ（付録の図表
のⅢ-3～Ⅲ-6を参照） 
 研修内容についての重要度の高かった項目（「重
要である」または「やや重要である」と答えた者の

割合が回答者の9割以上の項目）としては、「自己
対処能力、自分自身のケア（99％）」、「利用者
との信頼関係で大切なこと（98％）」、「ストレ
ングスについて（96％）」、「バウンダリー（96％）」、
「リカバリーについて（95％）」、「自分を知る
こと・語ること（94％）」、「ピアサポート専門
員の倫理規定（94％）」、「職場での危機管理
（94％）」、「コミュニケーションのポイント、
手法（93％）」、「自分自身の病気や薬について
理解する（93％）」、「精神疾患についての一般
的な基礎知識（92％）」、「職場での対立、他の
専門職との関係性（92％）」、「地域生活支援と
社会資源の活用（92％）」が挙げられた。一方で、
重要度の低かった項目（「重要である」または「や
や重要である」と答えた者の割合が回答者の8割未
満の項目）としては、「個別支援計画とケアマネジ
メント（80％）」と「書類作成（78％）」が挙げ
られた。 
ピアの専門性を活かして働いた経験のある者

（93名）における、研修内容についての役立ち度
の高かった項目（「役に立っている」または「やや
役に立っている」と答えた者の割合が回答者の9割
以上の項目）としては、「リカバリーについて
（92％）」、「ストレングスについて（91％）」、
「コミュニケーションのポイント、手法（90％）」、
「自己対処能力、自分自身のケア（90％）」が挙
げられた。一方で、役立ち度の低かった項目（「役
に立っている」または「やや役に立っている」と答
えた者の割合が回答者の7割未満の項目）は、「就
職活動の際のポイント（57％）」、「個別支援計
画とケアマネジメント（62％）」、「就職が決ま
った直後に大事なこと（66％）」、「スーパービ
ジョンについて（67％）」、「書類作成（69％）」
が挙げられた。 
さらに、ピアの専門性を活かして働いた経験の

ある者のうち「重要度」と「役立ち度」の両方に回
答のあった者（84名）を対象とし、重要度に対す
る役立ち度の差（重要度の得点－役立ち度の得点）
を求め、項目別の平均値を確認したところ、「就職
が決まった直後に大事なこと（平均値：-0.58、
SD=0.97）」、「職場での対立、他の専門職との関
係性（平均値：-0.47、SD=0.94）」、「就職活動
の際のポイント（平均値：-0.46、SD=0.93）」、
「利用者との信頼関係で大切なこと（平均値：-
0.45、SD=0.78）」、「職場での危機管理（平均値：
-0.41、SD=0.85）」の項目で「重要度」に対する
「役立ち度」の差が大きかった。 
研修・講座の形式としては、「グループワーク」

では「役に立った」と「やや役に立った」を合わせ
た回答者の割合が92％（121名）、「（座学による）
講座」では90％（118名）、「シンポジウム」では
82％（107名）であった。 
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現在の日本メンタルヘルスピアサポート専門員
研修機構の研修の日数・時間数に対するニーズと
しては、基礎研修では、「現行のままでよい」と答
えた方が78％（101名）、「短い」と感じている方
が15％（20名）、「長い」と感じている方が7％（9
名）であった。また、専門研修については、「現行
のままでよい」と答えた方が66％（86名）、「短
い」と感じている方が22％（28名）、「長い」と
感じている方が7％（9名）であった。 

「グループワーク」に関しては、基礎研修では
92％（120名）、専門研修では89％（116名）の方
が、「必要」または「どちらかと言えば必要」と回
答した。 
 
 
Ｄ：考察 
１．調査協力者の特徴と就労経験 
 本研究の協力者における特徴としては、年齢と
しては30～50代が大半を占めること、主診断とし
ては統合失調症や気分障害圏の者が大半であるこ
と、そして神経症性障害等の他の精神疾患や他の
障害（難病・身体障害・知的障害等）を合併する者
も含まれることであった。 
これまでの就労経験としては、本研究の調査協力
者の約9割の者が一般就労を経験しており、経験し
た職場数としては個人差も大きかった。一方、ピ
アの専門性を活かして働いた経験としては、経験
者は7割程度であり、日本メンタルヘルスピアサポ
ート専門員研修機構の研修以降でピアの専門性を
活かした勤務経験のある者は6割程度、現在もピア
の専門性を活かして働いている者は協力者全体の
5割程度であった。ピアの専門性を活かした働き方
としては、福祉関連の事業所等において雇用契約
もしくは謝金や有償ボランティアとして働いてい
る者が多く含まれており、経験した職場数として
は、1～2ヶ所のみの経験の者が大半であり、勤務
年数（延べ年数）としては、1～5年未満の者が過
半数を占めていることも特徴として見られた。近
年、特に福祉関連の事業所を中心として、ピアス
タッフやピアサポーターとしての雇用機会は徐々
に広がりつつあることを反映した結果とも推察さ
れる。また、研修受講者の多くが、一般就労の経験
はありながらも、ピアの専門性を活かして働いた
経験は少ないことも、一つの特徴として示唆され
た。 
 
２．ピアの専門性を活かして働く者における研修
ニーズ 
 研修内容に対するニーズとしては、現在実施さ
れている日本メンタルヘルスピアサポート専門員
研修機構の研修での研修内容に対応する形で重要
度と役立ち度を確認したところ、「基礎研修」とし

て実施されている内容を中心とする多くの項目で、
重要性を強く感じている受講者が多いことが確認
された。ストレングスやリカバリーといったピア
サポートの根底にある視点・態度に加え、利用者
との信頼関係やコミュニケーションのポイントと
いった対人援助を行う上での技術、また、バウン
ダリーや職場での対立等、ピアスタッフという二
重関係をともなう立場としての苦労や、自己対処
能力・セルフケアの視点なども重要度の高い項目
として挙げられた。一方、書類作成や個別支援計
画とケアマネジメントといった内容においては、
他の項目に比べると重要度は低く示された。現状
として、多くの職場において、ピアスタッフ・ピア
サポーター自らが個別の利用者に対する担当（ケ
ースマネジャーとしての役割）をもつことは少な
く、ケース記録を記載したり、個別支援計画等を
立てる機会も少ないことを反映した結果とも推察
される。 
 さらに、調査協力者のうち、ピアの専門性を活
かして実際に働いた経験のある者のみを対象とし
て、研修内容の役立ち度を確認したところ、リカ
バリーやストレングス、コミュニケーションや自
己対処能力といった内容に関しては、実際に働く
中でも研修内容が役立ち度を強く感じていること
が確認された。一方で、重要度と同様、ケース記録
や個別支援計画等に関する役立ち度は低く、加え
て、就職活動に関する内容やスーパービジョンに
関しても役立ち度は低かった。本研究の協力者の
特徴として、大半の者が一般就労を含む勤務経験
を持っていることや、研修受講時においてもすで
に何かしらの勤務経験のある者が多く含まれるこ
とが推察されることから、一般的な就職活動に関
する内容についての役立ち度の実感は少ないとい
うことも考えられる。また、スーパービジョンに
関しては、実際の職場の中で、スーパービジョン
体制をなかなか築けない状況も多く、重要度に比
べ、実際の現場での役立ち度の実感が少ない状況
とも推察される。研修においては、対象者の特徴
や実際の現場の状況、およびその中でのピアスタ
ッフの働き方の実情を踏まえながら、具体的な内
容を構成していくことが必要と思われる。また、
重要度の状況と役立ち度の状況とを比べると、重
要度の高かった「職場での対立・他の専門職との
関係性」の項目において、役立ち度が低く評価さ
れている状況も確認されており、ピアスタッフ・
ピアサポーターとして働く者に対する研修のみな
らず、共に働く職員に向けた研修の内容とともに
内容や方法を検討していく必要のある部分とも考
えられる。 
 なお、研修の全体における実施形式としては、
グループワーク、座学の講座、シンポジウムとも
に大半の人（8割以上）が役立ち度を感じており、
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グループワークについて必要性を感じている者も
9割以上であった。日数・時間数としては、若干短
いと感じている人はいるものの、現行のままでよ
いと感じている者が過半数であった。すなわち、
研修の実施形式としては、現在の状況をおおむね
維持しながら、研修内容について、本調査での結
果をふまえながら、項目の見直しや内容の充実を
はかっていくことが重要と考える。 
Ｅ．結論 
 本研究班における基礎研修や精神障害領域の研
修のプログラム策定にあたり、ピアサポーターの
養成に必要な研修内容を明らかにするために、日
本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が
主催する「精神障がい者ピアサポート専門員養成
研修」の受講生を対象にアンケート調査を行い、
以下の状況が確認された。 
 研修内容に関しては、ストレングスやリカバリ
ー、利用者とのコミュニケーションや自己対処能
力、バウンダリー等の項目では、重要度・役立ち度
ともに高かった。一方、書類作成や個別支援計画・
ケアマネジメントに関する項目は重要度・役立ち
度ともに低く、ケース記録や就職活動に関する内
容、およびスーパービジョンの項目についても、
役立ち度が低かった。また、職場での対立・他の専
門職との関係性に関しては、重要度が高いものの
役立ち度が低い状況が確認された。 

本研究班が次年度以降に実施していく研修が、
ピアスタッフの専門性をより発揮していくための
職場環境づくりの一助となるよう、本研究の調査
結果をふまえ、研修内容方法の見直し・充実を行
うことが重要と示唆された。 
 
 
Ｆ．健康危険情報 
  無 
 
 
Ｇ．研究発表 
 無 
 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 無 
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Ⅰ.回答者の基本的な情報について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ-1. あなたの年齢をお答えください。（n=131） 

 

1(0.8%)

34(26%) 62(47%) 26(20%)

8(6%)
列1

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上

Ⅰ-2. あなたの性別をお答えください。（n=131）

72(55%) 58(44%)

1(0.8%)

系 列 1

男性 女性 その他

Ⅰ-3. あなたの生活状況についてお答えください。（n=131）

87(66%) 42(32%)

1(0.8%)

系 列 1

家族(親、配偶者、子等）と同居 一人暮らし グループホーム

Ⅰ-4. 現在の「主たる診断」と「重複している診断」をお答えください。（n=130） 

 

74

23
18

4 3 3 1 1 0
8

2

12
4

22

8
3 1 2 1

5

主たる診断 重複している診断

他の障がいの合併： 

 

7
6

2
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Ⅱ. 

 

 

 

 

 

Ⅱ．就労の経験について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ-5. あなたが持っている医療・福祉系の資格をお答えください。（n=131） 

 
 

 

 

30

11
7 6

1 1 1

29

Ⅱ-1. これまでの一般就労の経験（アルバイト等含む）について教えてください（n=130） 

 

経験あり
125(97%)

経験なし 4(3%)
系
列…

その他：   ピアサポーター関連の資格（９）、WRAP ファシリテーター（３） 
ガイドヘルパー（２）、保育士（１）、社会福祉主事（１）、キャリアコンサルタント（１）、 
産業カウンセラー（２）、福祉用具専門相談員（１）、建築施工管理技士（１）、 
福祉住環境コーディネーター（１）、手話検定（１）、介護職員初任者研修（１）、 
調剤薬局報酬請求事務（１）、サービス管理責任者（１）、相談支援専門員（１） 
ユニバーサルマナー検定（１）、難病ヘルパー（１）、精神障害者ヘルパー（１） 

経験した職場数：  

 

11
19 18 19 18

5 6
3 5

8

0
3

0 0 1 1 0 0 0 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30

勤務年数： 

 

2

33 32
23

13 12
1 5 0 2

（ヶ所） 

（
人
数
） 
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Ⅱ-3. あなたがはじめてピアサポート専門員研修機構の研修を受講した以降で、 
ピアの専門性を活かした就労経験はありますか。（n=130）

はい 80(62%)
いいえ
50(38%)

系 列 1

Ⅱ-2. ピアの専門性を活かした働き方の経験について教えてください。（n=128）

 

経験あり 93(73%) 経験なし 35(2%)
系
列
1

経験者の内訳（事業所領域別/雇用形態別）： 

62

26
13 15

2 3
13 14

雇
用

契
約

謝
金

・有
償

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

雇
用

契
約

謝
金

・有
償

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

謝
金

・有
償

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

福祉関連の事業所 医療関連の事業所 その他自主的活動

これまでに経験した職場数（雇用形態別）： 

 

53

14
1 2 1 1

20

3 0 1 2 2
16

4 1 1 0 0

1ヶ所 2ヶ所 3ヶ所 4ヶ所 5ヶ所 6ヶ所

雇用契約 謝金･有償 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

これまでに経験した勤務年数（雇用形態別）：  

 

2

42

20

45 5 2
65

14

2 3

1年未満 1～5年未満 5～10年未満 10年以上

雇用契約 謝金･有償 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

（
人
数
） 

（
人
数
） 
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Ⅱ-4. あなたの現在の就労（労働契約による賃金、もしくは工賃・謝金等の賃金をもらって働くこと）の状況について教えてください。（n=130） 

 

就労している 102(78%)
就労準備中
15(12%)

その他
13(10%)

系 列 1

a. 勤務形態 

 

一般求人, 
28(28%)

障害者求人, 
39(38%)

福祉的就労, 
28(28%)

b.ピアの専門性を活かした働き方をしているか 

 

現在の主たる活動：

 

58(70%)

15
(21%)

7
(10%)

13
(19%)

【就労準備中の方】の内訳（n=15） 

 

7(47%)

5(34%)
4(27%)

1(7%)1(7%)

6(40%)してい
る,

70(71%)

していない,28
(29%)

【就労している方】 
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Ⅲ. ピアサポート専門員研修機構の研修について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ⅲ-1. あなたが受けた精神障がい者ピアサポート専門員養成研修について 

受講年度： 

29 31

39

27
24

31 30
27

2

24
18

21

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

基礎研修 専門研修 フォローアップ研修

受講会場： 

13
5

41

21 18 19
1010 8

35

17 15 16
10

66

札幌 仙台 東京 横浜 兵庫 福岡 鹿児島

基礎研修 専門研修 フォローアップ研修

Ⅲ-2. ピアサポート専門員養成研修以外で、あなたがこれまでに 
受けたことのあるピアサポートに関連する研修を教えて下さい（n=131） 

 

58
52

37

21

34

その他： 
WRAP に関する研修（６） 
IPS（ｲﾝﾃﾝｼｮﾅﾙ・ﾋﾟｱｻﾎﾟー ト）研修（３） 
相談支援従事者研修（サービス管理責任者等）（３） 
ピアカウンセリング養成研修（２） 
ピアサポーター養成講座（２） 
社会福祉協議会主催の勉強会や研修（２） 
リカバリー全国フォーラム（２） 
ピアスタッフの集い（１） 
AMI（１） 
自立生活センター（CIL）主催の研修（１） 
5 障害について学ぶ研修（１） 
ピアサポート支援ネットワークという活動（１） 
医療と福祉の連携研修会（１） 
通過型GH の研修（１） 
地域移行、定着支援に関する研修（１） 
SST ファーストレベル講習会（１） 
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Ⅲ-3(a) 研修内容の重要度（すべての人, n=131） 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事例検討

WRAPについての基礎知識

SSTについての基礎知識

自己対処能力、自分自身のケア

スーパービジョンについて

職場での危機管理

地域生活支援と社会資源の活用

バウンダリー

職場での対立、他の専門職との関係性

利用者との信頼関係で大切なこと

書類作成

グループ運営・ファシリテーション

個別支援計画とケアマネジメント

職場における合理的配慮について

就職が決まった直後に大事なこと

就職活動の際のポイント

働く人（労働者）としての権利と義務

ピアサポート専門員としての倫理規定

ピアサポート専門員の専門性

コミュニケーションのポイント、手法

精神保健医療福祉に関する制度の基礎知識

精神疾患についての一般的な基礎知識

自分自身の病気や薬について理解する

自分自身に対する偏見と世間の偏見について

自分を知ること・語ること

ピアサポート専門員の意義

ストレングスについて

リカバリーについて

ピアとは？

重要である やや重要である あまり重要ではない 重要ではない
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  Ⅲ-3 (b) 研修の役立ち度（ピアの専門性を活かして働いている方のみ,n=93） 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事例検討

WRAPについての基礎知識

SSTについての基礎知識

自己対処能力、自分自身のケア

スーパービジョンについて

職場での危機管理

地域生活支援と社会資源の活用

パウンダリー

職場での対立、他の専門職との関係性

利用者との信頼関係で大切なこと

書類作成

グループ運営・ファシリテーション

個別支援計画とケアマネジメント

職場における合理的配慮について

就職が決まった直後に大事なこと

就職活動の際のポイント

働く人（労働者）としての権利と義務

ピアサポート専門員としての倫理規定

ピアサポート専門員の専門性

コミュニケーションのポイント、手法

精神保健医療福祉に関する制度の基礎知識

精神疾患についての一般的な基礎知識

自分自身の病気や薬について理解する

自分自身に対する偏見と世間の偏見

自分を知ること・語ること

ピアサポート専門員の意義

ストレングスについて

リカバリーについて

ピアとは？

役に立っている やや役に立っている あまり役に立っていない 役に立っていない
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Ⅲ-4. ピアサポート専門員研修での、以下の講座の形式は、 
あなた自身の学びの上で役に立ちましたか。（n=131） 

 

75

93

88

32

28

30

15

6

7

4

1

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

シンポジウム

グループワーク

講座

役に立った やや役に立った あまり役に立たなかった 役に立たなかった

Ⅲ-5. 現在のピアサポート専門員研修の日数・時間数としては 
適切と思いますか。（n=130）

86

101

28

20

9

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

専門研修

基礎研修

現行のままでよい 短い 長い

Ⅲ-6. それぞれの講座の実施方法として、 
グループワークはあったほうがよいと思いますか。（n=130）

 

90

96

26

24

7

8

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

専門研修

基礎研修

必要 どちらかといえば必要 どちらかといえば必要ない 必要ない
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平成28年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

 （分担）研究報告書 
  

ファシリテーター養成研修プログラムの構築に関する研究 
 

 
 研究分担者  

               宮本有紀 東京大学大学院医学系研究科健康科学 
                    看護学専攻精神看護学分野専門：精神保健看護学・准教授  
 

研究要旨： 
 本研究は、「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修」のファシリテーターを担う人材を養成する
ための、ファシリテーター養成研修プログラムを構築することを目指す。具体的には基礎・専門研修を受講し
た精神障害ピアサポーターを対象に、平成29年度にファシリテーター養成プログラム構築を行い、平成30年
度に研修を実施する予定であり、今年度は他のプログラムのファシリテーターを養成について情報収集をし、
当研究で課題とする障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修のファシリテーター養成研修プログラム
構築のための検討資料とした。 

 
 
 
Ａ．研究目的 
本研究は、「障害者ピアサポートの専門性を高めるた

めの研修」のファシリテーターを担う人材を養成する
ための、ファシリテーター養成研修プログラムを構築
することを目指す。 
 平成28年度は、ファシリテーター養成研修プログ

ラムを構築するために、他のプログラムのファシリテ
ーターを養成するための研修会などの機会について情
報収集をし、当研究で課題とする障害者ピアサポート
の専門性を高めるための研修のファシリテーター養成
研修プログラム構築のための検討資料とすることを目
的としている。 

 
Ｂ．研究方法 
平成28年度は、さまざまな領域における研修会のフ

ァシリテーター養成研修のあり方について情報収集を
することとした。 
本研究のために、3種のファシリテーター養成のため

の研修について情報収集をした。これらのファシリテ
ーター養成研修の内容は、いずれも公開されておらず、
筆者が機縁により情報収集したものである。このため、
それらの研修は本報告書ではそれぞれA、B、Cと匿名
化して報告する。 
今年度情報収集をしたファシリテーター養成研修は、

以下の３つである。 
（１） 精神健康も含めた自身の健康維持や健康向

上、リカバリーの向上に役立つと言われるAプログラム
のファシリテーターを養成するためのAファシリテー
ター養成研修。 
（２） 危機に面した人に接する際の心構えや知識

を伝えるBプログラムの研修会のファシリテーターを
養成するためのBファシリテーター研修。 
（３） 精神科ピアサポートを提供するための知識

や技術を身につけるためのC研修のファシリテーター
となる人をトレーニングする方法について。 
 これらA、B、Cのファシリテーター養成の方式に

ついて、その枠組み（日数、内容、その他の特徴）につ
いて情報収集をした。 

 
Ｃ．研究結果 
（１） リカバリー向上のためのAプログラムのファ

シリテーター養成研修 
 Aプログラムは、国外で発展し、日本でも広まって

いるプログラムである。Ａプログラムは個人でも集団
でもできるものである。 
日数：Aプログラムのファシリテーター養成研修会は

5日間である。 
内容：前半の3日間でＡプログラムやリカバリーにつ

いての理解を深める研修内容である。その後、実際にフ
ァシリテーター養成研修の中でＡプログラムのファシ
リテートを養成研修受講者が交代で行う。これにより、
プログラムへの理解を深め、グループのファシリテー
トにも慣れる助けとなる。 

 
（２） 危機に面した人に接する際の心構えや知識

を伝えるBプログラムの研修会のファシリテーターを
養成するためのBファシリテーター研修 

Bプログラムは、通常1日で提供されるプログラムで
ある。 
日数：Bファシリテーター養成研修は原則4日間であ
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る。 
内容：ファシリテーター養成研修の研修会の初日と2

日目に、Bプログラムを受講しながら講師と質疑応答を
行う。研修３日目にBプログラムをファシリテーター研
修受講者達から一般市民に向け提供する。4日目は、フ
ァシリテーター研修全体の振り返りなどを行う。 
その他： 
Ｂプログラムのファシリテーター養成研修は、さら

に上級ファシリテーターにより提供される。 
 
（３） 精神科ピアサポートを提供するための知識

や技術を身につけるためのC研修のファシリテーター
となる人の養成 
 C研修会は2日間の研修会が組み合わされて開催さ

れる。 
ファシリテーターとなるために：C研修をファシリテ

ートするために、可能な限り事前にC研修で同じ講座を
受講するか、その講座の企画で講座について話し合う。 
内容：C研修の内容をさらいながら話し合う。 
 

Ｄ：考察及び結論 

 情報を収集した３つのプログラムのファシリテー
ター研修ではいずれも、そのプログラムをファシリテ
ーター研修の中で受講しながら話し合ったり、実際に
そのプログラムを研修会の中での演習としてファシリ
テートしたりしていた。 
ファシリテーター養成研修を考えるためには、今後、

ファシリテーター養成のために必要な要素について検
討すると共に、すでに行われている各種ファシリテー
ター養成研修に取り入れられている要素について収集
し整理する必要がある。 
 
Ｅ．健康危険情報 
  無 
 
Ｆ．研究発表 
 無 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
 無 
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  III．研究成果の刊行に関する一覧表       -----------------------------   
 
  口頭発表 
 

  発表者氏名   演題タイトル 学会等   発表年 

岩崎香,山口創生,
種田綾乃 

ピアサポートおよびピアスタッフ
の可能性と実際 

平成28年度こころの
バリアフリー研究会 

(東京) 

2016年 

岩崎香,飯山和弘,
小阪和誠彼谷哲
志 

ピアの時代を 見据えて チイクラフォーラム
(東京) 

2016年 

岩崎香，岩上洋一,
内布智之, 小阪和
誠,中田健士 

ピアスタッフと専門職の協働を考
えるーピアスタッフを雇用するこ
と、ピアスタッフとして働くこと
－  

日本精神障害者リハ
ビリテーション学会
第24回長野大会 

2016年 

岩崎香,内布智之,
飯山和弘,彼谷哲
志, 

アサポーターが精神障害者のリカ
バリーを促進する 

アメニティーフォー
ラム21 

2016年 

 
 



 

 

 

このアンケートは、日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が主催する「精神障がい者ピア

サポート専門員養成研修」に参加した皆様を対象としています。 

以下の質問にご回答いただき、2017 年 1 月 25 日(水)までに同封の返信用封筒にて、ご返送下さい。 

 

Ⅰ．あなた自身のことについてお聞きします。 

問 1．あなたの年齢をお答えください。（ひとつに○印） 

1. 10 歳代 2. 20 歳代 3. 30 歳代 4. 40 歳代 5. 50 歳代 6. 60 歳以上 
 

問 2．あなたの性別をお答えください。（ひとつに○印） 

 

問 3．あなたの生活状況についてお答えください。(ひとつに○印) 

1. 家族と同居 2. 一人暮らし 3. グループホーム 4. その他(            ) 
 

問 4．あなたの現在の「主たる診断」と「重複している診断」をお答えください。 （□の欄に番号を記入） 

1. 統合失調症 2. うつ病 3. 躁うつ病 

4. 認知症 5. 神経症(不安、パニック、強迫性障害) 6. 発達障害 

7. 依存症(薬物、アルコールなど) 8. 摂食障害 9. パーソナリティ障害 

10. 知的障害 11. てんかん 12. 高次脳機能障害 

13.  その他（                                     ） 
 

主たる診断 
(1 つのみ選択) 

  重複している診断 
(複数選択可) 

 

 

問 5．上記（問 4）以外の障がいをお持ちの場合はお答えください。(あてはまる場合はチェック☑を入れてください) 

□ 身体障がい（具体的に                                  ） 

□ 難病（具体的に                                    ） 

□ その他の障がい (具体的に                               ) 
 

問 6．あなたが持っている医療・福祉系の資格をお答えください。（あてはまるものすべてに○印） 

1. 介護福祉士 2. 社会福祉士 3. 精神保健福祉士 4. 介護支援専門員 

5. 看護師・准看護師 6. 理学療法士(PT) 7. 作業療法士(OT) 8. 臨床心理士 

9. あん摩・マッサージ指圧師 10. 居宅介護従業者等のヘルパーの資格 

11.1～10 以外（具体的に                                    ） 

 

問 7．あなたがはじめて日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の研修を受講した以降で、 
ピアの専門性を活かした就労経験はありますか。 

 

1. はい 2. いいえ 

1. 男性 2. 女性 3. その他（        ） 



問 8．あなたの現在の就労（労働契約による賃金、もしくは工賃・謝金等の賃金をもらって働くこと）の状況 
について教えてください。(ひとつに○印) 

 

1．就労している 2．就労準備中 ・ 就学中 3.就労・就学中ではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 9．これまでの一般就労の経験（アルバイト等も含む）について教えてください。(ひとつに○印) 

1． 経験あり 2． 経験なし 

 

 

 

 

問 10．ピアの専門性を活かした働き方（ピアスタッフ等）の経験について教えてください。(ひとつに○印) 

1． 経験あり 2． 経験なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「就労している」と回答した方】 

a.あなたが現在の働いている形態を教えてください。（ひとつに○印） 

1.一般求人 
による就労 

2.障害者求人による就労 
(一般企業の障害者枠) 3.福祉的就労※ 

 

 
 

b.現在、ピアの専門性を活かした働き方をしていますか。 

1.している 2.していない 

 
 
 
 

※「一般就労の経験あり」と回答した方はお答えください。 

  経験した職場数（      ）ヶ所、 合計勤務年数（       ）年間 

【「就労準備中・就学中」と回答した方】 
現在の状況について教えてください。 

（複数回答可） 
 

1.福祉関連の事業所を利用中 

2.ハローワークに登録中 

3.障害者就業・生活支援センターを利用中 

4.就学中 

5.資格取得のための準備中 

6.その他 
（              ） 
 

【「している」と答えた方のみ】 
現在の主たる活動に○を付けてください（複数回答可） 

1.事業所での雇用契約にもとづく活動 

2.事業所での謝金・有償ボランティア 

3.事業所でのボランティア 

4.その他の自主的な活動 

※ここでいう「福祉的就労」とは、就労継続支援 A・B 型事業所や 
作業所などでの工賃を主とした就労を指します 

※「経験あり（ピアの専門性を活かした働き方のある方）」と回答した方は、お答えください。 
  経験した職場数 合計勤務年数 

福祉関連の 
事業所 

（地域活動支援センター、 
就労支援事業所等） 

雇用契約にもとづく活動 ヶ所  計     年間  

謝金・有償ボランティア ヶ所  計     年間  

ボランティア ヶ所  計     年間  

医療関連の 
事業所 

（病院、クリニック等） 

雇用契約にもとづく活動 ヶ所  計     年間  

謝金・有償ボランティア ヶ所  計     年間  

ボランティア ヶ所  計     年間  

その他の 
自主的な活動 

謝金・有償ボランティア ヶ所  計     年間  

ボランティア ヶ所  計     年間  

 

裏面につづきます→→ 



Ⅱ．ピアサポート専門員研修機構の研修についてお聞きします 
問 11．次のピアサポート専門員研修機構で実施している研修内容のそれぞれの項目について、 

a.今現在のあなたにとっての重要度として、あてはまる番号に一つずつ○印を付けてください。 
また、ピアの専門性を活かして働いている（または、これまでに働いたことのある）方は、 
働く中での b.研修の役立ち度についてもお答えください。 

 すべての方 ピアの専門性を活かして 
 働いたことのある方のみ 

a.重要度 
今、あなたにとって 
どの程度、重要と感じますか？ 

b.研修の役立ち度 
ピアの専門性を活かして働く
上でどれくらい役立ちました
か？ 

研修内容 
重要 

である 

やや 
重要 

である 

あまり 
重要 

ではない 

重要 
ではない 

役に立っ
ている 

やや 
役に立っ
ている 

あまり 
役に立っ
ていない 

役に立っ
ていない 

1. ピアとは？（ピアに関連する言葉の整理） １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

2. リカバリーについて（基本的理念） １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

3. ストレングスについて（基本的理念） １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

4. ピアサポート専門員の意義 
（目指す方向性、役割、活躍できる職場など） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

5. 自分を知ること・語ること（リカバリーストーリー） １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

6. 自分自身に対する偏見（内なる偏見）と 
世間の偏見について 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

7. 自分自身の病気や薬について理解する １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

8. 精神疾患についての一般的な基礎知識 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

9. 精神保健医療福祉に関する制度の基礎知識 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

10. コミュニケーションのポイント、手法 
（場の共有、相手を理解する、共感など） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

11. ピアサポート専門員の専門性 
（他の専門職との共通点や違い、位置づけ） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

12. ピアサポート専門員としての倫理規定 
（倫理と守秘義務、倫理規定など） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

13. 働く人（労働者）としての権利と義務 
（働く上で必要なこと、雇用側が求めること） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

14. 就職活動の際のポイント 
（求人票のチェックポイント、採用面接のポイント） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

15. 就職が決まった直後に大事なこと 
（労働条件の通知と雇用契約、就業規則） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

16. 職場における合理的配慮について １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

17. 個別支援計画とケアマネジメント １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

18. グループ運営・ファシリテーション １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

19. 書類作成（ケース記録の書き方など） １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

20. 利用者との信頼関係で大切なこと 
（信頼関係の構築、問題解決の際の方法） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

21. 職場での対立、他の専門職との関係性 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

22. 自分自身を大切にすることと他者を大切
にすることとの葛藤（バウンダリー） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

23. 地域生活支援と社会資源の活用 
（地域における社会資源やサービスについて） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

24. 職場での危機管理 
（危険な状況を避けるための危機管理など） 

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

25. スーパービジョンについて １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

26. 自己対処能力、自分自身のケア １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

27. SST（社会生活技能訓練）についての基礎知識 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

28. WRAP（元気回復行動プラン）についての基礎知識 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

29. 事例検討 １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 



問 12．あなたが受けた精神障がい者ピアサポート専門員養成研修についてお答えください。 

① 研修の種類 
（受講したものに○印） ② 受講した年度（受講年度に○印） ③ 受講した会場（受講会場に○印） 

a.基礎研修 平成 25 年・平成 26 年・平成 27年・平成 28 年 札幌・仙台・東京・横浜・兵庫・福岡・鹿児島 

b.専門研修 平成 25 年・平成 26 年・平成 27年・平成 28 年 札幌・仙台・東京・横浜・兵庫・福岡・鹿児島 

c.フォローアップ研修 平成 25 年・平成 26 年・平成 27年・平成 28 年 東京 
 

問 13．ピアサポート専門員研修での、以下の講座の形式は、あなた自身の学びの上で役に立ちましたか。 

講座（講師による講義） 1.役に立った 2.やや役に立った 3.あまり役に立たなかった 4.役に立たなかった 
グループワーク 1.役に立った 2.やや役に立った 3.あまり役に立たなかった 4.役に立たなかった 
シンポジウム 1.役に立った 2.やや役に立った 3.あまり役に立たなかった 4.役に立たなかった 

 
問14． ピアサポートに関する基礎・専門研修の実施の仕方についての希望をお聞きします。 

① 現在のピアサポート専門員研修の日数・時間数としては適切と思いますか。 
 

   
 【2.3 と回答した方】 

どの程度だと負担がないですか？ 
基礎研修 １．現行のまま 

（2日間）でよい 
2.短い 3.長い 

→ 一日に（    ）時間程度 
計（     ）日間 

専門研修 １．現行のまま 
  （2日間）でよい 

2.短い 3.長い 
→ 一日に（    ）時間程度 

計（     ）日間 
 

② あなたのご職場・ご所属は、何時間程度であれば研修を許容
きょよう

してくれますか？ 

基礎研修 一日に（      ）時間程度 計（       ）日間 
専門研修 一日に（      ）時間程度 計（       ）日間 

 

③ それぞれの講座の実施方法として、グループワークはあったほうがよいと思いますか。 
基礎研修 1.必要 2.どちらかといえば必要 3.どちらかといえば必要ない 4.必要ない 
専門研修 1.必要 2.どちらかといえば必要 3.どちらかといえば必要ない 4.必要ない 

 
問 15．ピアサポートに関する研修についての希望をお聞きします。 

①  研修内容として、ピアサポートに関する研修で取りあげてほしいものがありましたらお書きください。 
 
 
 
 
 

 

② その他、研修の実施のしかたについての要望がありましたらお書きください。 
例）開催地、開始時間、終了時間、休憩、講師陣、グループのファシリテーターなど 

 
 
 
 
 

 
問 16．ピアサポート専門員養成研修以外で、あなたがこれまでに受けたことのあるピアサポートに 

関連する研修を教えて下さい。(あてはまるもの全てに○印) 
1. 都道府県または市町村が主催するピアサポートに関連する研修 
2. 法人または事業所内で主催するピアサポートに関連する研修 
3. 自助グループやピアサポートグループによる研修 
4. その他の研修（具体的に                              ） 
5. ピアサポート専門員養成研修以外は、受講したことがない 

 

問 17．ピアサポート専門員養成研修以外の研修で役に立った研修等の内容があれば教えて下さい。 

 
 
 
 

 
次ページ（最終ページ）につづきます→→ 



Ⅲ．ピアの専門性を活かした働き方をする（している）上での、あなた自身の考

えについてお聞きします【すべての方がご回答ください】 
問 18．ピアの専門性を活かして障害福祉サービス事業所等で働く際に勤務先の職員に望むことは 

どのようなことですか。重要だと思うものを 3つ選んで番号に〇をしてください。 
1. 病気・障がいへの理解 
2. 通院を保障してくれること 
3. 調子が悪い時、就労する時間を短くしてくれること 
4. 精神的負担の大きい業務を除外してくれること 
5. 働く上で必要な知識に関する助言 
6. 働く上で必要なスキルに関する助言 
7. 人として尊重してくれること 
8. 職員として対等に接してくれること  
9. 役割や責任を持たせてくれること 
10. ピアの専門性への理解 
11. その他（                            ） 

  
問 19．①ピアの専門性を活かして働く人を受け入れるにあたり、その職場の他の職員にも、研修を受け 
    てもらいたいと思いますか。 

1． はい 2．  いいえ 

 
➁「１．はい」と回答された方にお聞きします。職員にもっと身につけてもらいたいことはどういう
内容ですか。重要だと思うものを 3つ選んで番号に〇をしてください。 

1. 病気・障がいへの理解 
2. ピアの専門性への理解 
3. ピアと一緒に働くことの意義 
4. ピアの病状や体調の自己管理に対する理解と尊重 
5. 職員自身のセルフマネジメント 
6. 差別や偏見の除去 
7. 職員同士の協働、チームでの支援の方法 
8. ハラスメントに関する知識 
9. スーパービジョンの方法 
10. 労務管理 
11. その他（                       ） 

 
問 20.ピアの専門性を活かして働く人を採用することで、効果があると考えるものは何だと思いますか。 

効果があると考えるものすべてに〇をしてください。 
 

1. 事業所職員の障がい特性への理解が深まる 
2. 利用者の幅広い情報収集ができるようになる 
3. 利用者のニーズを把握しやすくなる 
4. 本人を中心とした支援が浸透する 
5. 適切な対応をすれば回復することがわかり、仕事のやりがいにつながる 
6. 障がい者である同僚と一緒に働くことで、より深く障がい者を理解するようになる 
7. 障がい者である同僚と一緒に働くことで、障がい者の可能性を信じられるようになる 
8. 障がいのある同僚と働くことで、自立生活を送る障がい者を具体的に知ることが出来る 
9. 障がい者である同僚と一緒に働くことで、より深く障がい者を尊重するようになる 
10. 障がい者である同僚と一緒に働くことで、障がい者の挑戦を後押しするような職場の 

雰囲気が形成されるようになる 
11. 障がい者である同僚がいることで、利用者の自立や回復を想像出来るようになる 
12. その他（                            ） 

 
（＊本設問の項目は、平成２７年度 障害者支援状況等調査研究事業 障害福祉サービス事業所等におけるピアサポート活動状

況調査報告書 みずほ情報総研株式会社 2016 年 3 月を参照させていただいております。） 
 
 
 
 

次のページ（最終ページ）につづきます→
→ 



問 21．ピアの専門性を活かして働く(働いている)上で、労働条件や環境として最も重要と思う要素は 
なんでしょうか？あてはまるものを３つ選び、番号〇をしてください。 
 

1. 賃金 
2. 労働時間 
3. 職務内容 
4. 上司との人間関係 
5. 同僚との人間関係 
6. ピアとして働く職員が複数いること 
7. 職場内に相談できる相手がいること 
8. 通勤時間 
9. その他（                      ） 

 
問 22．これまでに専門職やその他の職員から学んだことで印象に残っていることがありましたら、 

教えてください。 
 

 
 
 
 
 
 

 
問 23．これまでに専門職やその他の職員の対応で、困ったことや不快な思いをしたことがありましたら、 

教えてください。 
 

 
 
 
 
 
 

 
問 24．ピアの専門性を活かして働く(働いている)中で、雇用される組織に望むことはなんですか？ 

 

 
 
 
 
 
 

 
問 25．その他、あなたが、ピアの専門性を活かして働く上で苦労していることや課題と感じていること、

もっと学びたいと思うことはどのようなことでしょうか。ご自由にお書きください。 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

ご協力どうもありがとうございました。 


